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令和５年第２回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第１号） 

 

                     令和５年６月１４日（水）午前９時３０分開会 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 諸般の報告 

日程第 ４ 行政報告 

日程第 ５ 一般質問 

    １． ３番 楠 山 節 雄 君 

     １）ひがしいず幼稚園の園舎について 

     ２）観光振興について 

     ３）地域交通対策について 

    ２． ８番 西 塚 孝 男 君 

     １）町民の健康づくりについて 

     ２）生ごみのリサイクルについて 

     ３）町民の移動手段の確保について 

    ３． ６番 稲 葉 義 仁 君 

     １）町民の福祉向上に向けた取り組み方針について 

    ４． ７番 栗 原 京 子 君 

     １）住民参加のまちづくりについて 

     ２）高齢者移動支援サービス事業について 

    ５． １番 山 田 豪 彦 君 

     １）選挙の投票率を上げるための施策について 

     ２）移住者への対応について 

───────────────────────────────────────────────── 

出席議員（１２名） 

     １番  山 田 豪 彦 君      ２番  鈴 木 伸 和 君 

     ３番  楠 山 節 雄 君      ５番  笠 井 政 明 君 
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     ６番  稲 葉 義 仁 君      ７番  栗 原 京 子 君 

     ８番  西 塚 孝 男 君     １０番  須 佐   衛 君 

    １１番  村 木   脩 君     １２番  内 山 愼 一 君 

    １３番  定 居 利 子 君     １４番  山 田 直 志 君 

欠席議員（なし） 

───────────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 岩 井 茂 樹 君 副 町 長 鈴 木 嘉 久 君 

教 育 長 横 山 尋 司 君 総 務 課 長 村 木 善 幸 君 

企画調整課長 森 田 七 徳 君 住民福祉課長 鈴 木 尚 和 君 

健 康 づ く り 
課 長 

山 田 義 則 君 健康づくり課 
参 事 

柴 田 美保子 君 

観光産業課長 梅 原   巧 君 教 育 委 員 会 
事 務 局 長 

齋 藤 和 也 君 

───────────────────────────────────────────────── 

職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長 福 岡 俊 裕 君 書 記 □ 原 大 太 君 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎副町長の挨拶 

○議長（笠井政明君） 皆様、おはようございます。 

  開会前に御報告します。６月１日付で鈴木副町長が就任されましたので御紹介いたします。

鈴木副町長より簡単で結構ですので、自席にて御挨拶をお願いします。 

○副町長（鈴木嘉久君） おはようございます。 

  ６月１日より副町長に選任されました鈴木嘉久と申します。議会の皆様の御協力をいただ

きまして町政の運営推進に微力ではありますが尽力してまいりたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） 今後、町長の補佐役として御活躍されることを心よりお祈り申し上げ

ます。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

開会 午前 ９時３０分 

 

◎開会の宣告 

○議長（笠井政明君） それでは、令和５年東伊豆町議会第２回定例会の開会に当たり、議員

の皆様におかれましては、公私ともに大変お忙しい中、御出席を賜り、厚くお礼を申し上げ

ます。 

  本定例会は、改選後に行われる最初の定例会となります。５月の臨時会において、新たな

委員構成が決まりましたので、引き続き町民福祉の向上と地域社会の活力のある発展を目指

し、御活躍いただければと思います。 

  天候不順の日が続いていますが、皆様方におかれましては、健康に十分留意され、審議に

臨んでくださるようお願い申し上げ、開会の挨拶とします。 

  ただいまの出席議員は12名で、議員定足の半数に達しております。 

  よって、令和５年東伊豆町議会第２回定例会は成立しましたので、開会します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議会運営委員長の報告 
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○議長（笠井政明君） 議会運営委員長より報告を求めます。 

  ６番、稲葉議員。 

（６番 稲葉義仁君登壇） 

○６番（稲葉義仁君） 議会運営委員会より、令和５年第２回定例会の運営について、協議し

た結果を報告します。 

  本定例会では、８名の議員より20問の一般質問が通告されております。一般質問について、

時間は60分以内、一問一答方式で行います。終了後、換気のため15分の休憩を取ります。 

  町長には反問権の行使が認められております。 

  なお、反問に要する時間は制限時間には含みません。 

  質問通告者の中で、掲示板使用の願い並びに資料配付の願いが、10番議員及び14番議員よ

り出されております。 

  本定例会の提出案件は、条例の一部改正１件、規約の変更１件、事件２件、補正予算３件、

報告１件及び人事案件５件が、それぞれ日程に組み込まれております。 

  また、議会からは、議会改革特別委員会の設置及び議員派遣についての審議も予定されて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

  なお、事件２議案は一括議題とし、質疑は一括、討論及び採決は各号ごとに行います。 

  補正予算の説明に関しましては、一般会計はおおむね100万円以上、特別会計はおおむね

50万円以上で説明すること、条例改正等の説明には、新旧対照表または説明資料を用いるな

ど、概要説明により行うこととします。 

  閉会中に提出されました要望書等につきましては、東伊豆町議会陳情書・要望書取扱いに

ついての申合せ事項に基づき、委員会付託することが協議・決定しましたので、御承知願い

ます。 

  以上の内容を踏まえ、本定例会の会期につきましては、本日から６月15日までの２日間と

いたします。 

  最後になりますが、議会運営委員会の所掌事務調査につきましては、本会議の会期日程等

の運営に関する事項について、閉会中の継続調査にしたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  議員各位には、活発なる御審議と円滑な議会運営をお願い申し上げまして、議会運営委員

会からの報告とします。よろしくお願いいたします。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎開議の宣告 

○議長（笠井政明君） これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（笠井政明君） 本日の議事日程は、あらかじめ皆様のお手元に配付したとおりであり

ます。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（笠井政明君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、７番、栗原議員、８

番、西塚議員を指名します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第２ 会期の決定 

○議長（笠井政明君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

  お諮りします。本期定例会の会期は、本日から６月15日までの２日間としたいと思います。

これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 異議なしと認めます。よって、会期は２日間と決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 
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◎日程第３ 諸般の報告 

○議長（笠井政明君） 日程第３ 諸般の報告を行います。 

  議会閉会中に提出されました例月出納検査の結果に関する報告につきましては、既に送付

しました。 

  陳情・要望書等の付託につきましては、お手元に一覧表を配付しました。 

  付託案件の審査につきましては、本日中に担当常任委員会にて審査し、報告をお願いする

ことになりますので、御承知願います。 

  議長の出席した会議等の報告については、お手元に資料を配付しました。 

  会議資料については、議員控室に置きますので、御覧いただきたいと思います。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第４ 行政報告 

○議長（笠井政明君） 日程第４ 町長より行政報告を行います。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） 皆さん、おはようございます。 

  令和５年第２回議会定例会を招集申し上げましたところ、議員各位には何かとお忙しい中、

御出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。ありがとうございます。 

  初めに、６月11日の日曜日に開催されました第６回伊豆稲取キンメマラソンには、2,507

名の参加がございました。その関係者の方々を含め、稲取地区は多くのお客様でにぎわいま

した。主催者側の皆様の努力はもとより、ボランティアとして参加してくださった方々に心

から感謝を申し上げます。ありがとうございます。 

  それでは、定例会の開会に当たりまして、御挨拶を兼ね、行政諸般の報告をさせていただ

き、議員各位並びに町民の皆様の御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。 

  2022年２月24日に始まりましたロシアによるウクライナ侵攻は、世界を一変させてしまい、

いまだ終わる気配がありません。これによりエネルギーや食料価格の高騰を引き起こし、

我々は大きな影響を受けております。 

  この対応として、政府は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や
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事業者に対し、地方公共団体が地域の実情に合わせて必要な支援をきめ細やかに実施できる

よう、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を追加交付することといたしまし

た。 

  当町への配分は、約１億円が交付されることが決定いたしております。これを財源とし、

まずは特別枠として、全国的に実施される事業であります物価高騰の負担感が大きい低所得

世帯への負担軽減を図るため、令和４年収入が住民非課税世帯に１世帯当たり３万円を給付

する事業を実施いたします。 

  あわせて、生活者支援といたしましては、当町において子育て世帯支援を重要施策と判断

し、令和５年３月31日現在15歳以下の中学生の子供１人当たり３万5,000円を給付していき

たいと思います。事業者支援においては、既に昨年度から、事業者を対象とした物価高騰等

緊急対策事業者支援金対策を実施しているところでございます。 

  また、５月の議会臨時会において専決処分の承認をいただきました低所得の子育て世帯の

ひとり親世帯以外の住民税均等割非課税世帯への児童１人当たり５万円を給付する事業につ

きましては、既に33世帯56人に給付をいたしました。 

  次に、2019年末に始まりました新型コロナウイルス感染症パンデミックは、世界中の人々

の生活を直撃しました。当町においても、町民生活のみならず、町内産業に与える影響は大

きなものでありましたが、ようやく新型コロナウイルス感染症が感染症の第５類に分類され、

季節性インフルエンザと同じような扱いとなり、感染防止対策の様々な制限が解除されまし

た。 

  この約３年間、当町の主要産業であります観光業にとって、これまでと違った対応・対策

を図りながらの経営があり、困難な状況でありましたが、今後は海外からの来誘客が爆発的

に増えることが見込まれます。このチャンスを生かすべく、関係者の皆様には、この間の経

験、様々な対策・工夫を生かしていただき、町といたしましても、誘客対策を実施していく

とともに、さらなる先を見据えた地域の魅力を高めてまいりたいと考えております。 

  さて、私が町長に就任し、１年が経過をいたしました。昨年度１年間は、主に東伊豆の現

状・課題把握に努め、町が今後推進すべき政策を自ら取りまとめてきました。この政策は、

現状では30余りの項目となっておりますが、今後も順次追加していくこととなります。 

  今年度、町の機構改革を行い、新たに政策推進係を設置し、職員２名を配置いたしており

ます。町が推進すべきこの施策については、これまで政策推進係が主導を取り、全ての項目

について、関係する課・局において、まずは施策の共有をすることから始めております。そ
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して、多くの項目の中、優先順位の高い施策から事業推進を図っております。 

  事業推進は、行政のみで図ることはできません。町民の皆様に参加いただき、協力をお願

いしながら進めていきます。また、議会の皆様には、事業推進のしかるべきタイミングで説

明を行ってまいります。今回の議会定例会において、事業推進に必要な経費を補正予算計上

いたしております。よろしく御審議をお願いいたします。 

  ここからは、それぞれ分野ごとに行政諸般の報告をさせていただきます。 

  初めに、防災関係ですが、４月25日、年度当初の職員動員訓練を早朝実施し、108名が参

加し、参集体制の確認を行いました。 

  今月は土砂災害防止月間となっております。６月４日には、白田区をモデル地区として、

静岡県下田土木事務所職員による土砂災害防止講習会を実施したほか、各地区で自主防災会

役員を中心に、防災委員、消防団員、住民による土砂災害危険地域の見回り、危険区域内に

居住する住民への啓蒙活動を行いました。 

  近年、全国各地で大規模な水害・土砂災害が発生しておりますので、崖地・急傾斜地を抱

える土砂災害危険地域の住民の皆様におかれましては、平時から食料品等の備蓄、避難方法、

避難経路、避難場所の確認、大雨が想定される場合は、事前防衛を含めた早期避難行動をお

願いいたします。 

  また、町では、大雨でも屋内で同報無線の音声を聞くことができるコスモキャストと、テ

レビに町からのメールなどの情報を表示、音声で着信を伝えるテレビプッシュシステムの導

入について、補助制度を整備しておりますので、それぞれの家庭環境、状況に合わせて、早

期に導入をしていただきますようお願いを申し上げます。 

  消防団関係では、４月15日に入団式を行い、再入団の団員を含め、新たに11名の消防団員

が加わることとなりました。３月をもって退団された団員の皆様には、長きにわたり消防団

活動を通じ、地域貢献に寄与していただきましたことに心からお礼を申し上げますとともに、

機能別消防団員への御登録をお願いいたします。 

  消防団員の皆様には、引き続き、自然災害等を含むあらゆる災害に備え、訓練等を通じ、

消防署と消防団の連携が図られ、消防団本部、各分団、消防団員１人１人の技術向上、体制

強化に努めていただくようお願いするものであります。 

  町としましては、想定される様々な災害に備え、災害に備えた安心・安全なまちづくりを

さらに進め、減災に努めてまいります。 

  交通安全関係では、４月４日から10日まで、新入学・園児を交通事故から守る県民運動、
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また５月11日から20日まで、春の全国交通安全運動が実施され、４月10日及び５月11日には、

交通指導員、あじさいクラブ、学校及びＰＴＡ等の御協力をいただき、朝の街頭指導が行わ

れました。参加いただきました関係各位には御礼を申し上げます。 

  次に、企画関係ですが、今年度より新たに、熊谷宏之さんと松澤健人さんの２名が地域お

こし協力隊として着任いたしました。熊谷さんには、主に細野高原の活用や保全について、

松澤さんには、ロケ支援や観光振興などについて活動していただく予定です。 

  当町で活動する地域おこし協力隊は６名となりましたが、様々な分野でのプレーヤー不足

が大きな課題となっていることから、今後も積極的に地域おこし協力隊を採用していきたい

と思います。 

  地域力創造アドバイザー制度についてですが、今年度より総務省の地域力創造アドバイザ

ー制度を活用して、地域資源を活用した地域経済循環や、観光振興・交流関係人口などの分

野の専門家である株式会社ヴィレッジインクの橋村和徳さんに、細野高原や町所有資産の活

用についてアドバイスをいただく予定です。稲取地区特別財産運営委員会の皆さんの御意見

などもお聞きしながら、地域資源の利活用について検討を進めたいと考えております。 

  ファミリーワーケーションの関係ですが、３月30日から４月１日までの２泊３日の日程で、

地域おこし協力隊の企画運営によるファミリーワーケーションが開催され、東京から２組６

名の家族が参加しました。夏休みに開催した一昨年と比較すると、集客に苦労するなどの課

題もありましたが、さらに内容を充実させ、夏休みにも実施する予定です。 

  次に、税務関係ですが、５月末日で令和４年度の出納を閉鎖いたしたところ、前年対比で

町税の収納率は、僅かではございますが、向上する結果となりました。令和４年度は、コロ

ナ減免がなくなった影響で固定資産税の収入額が増え、社会経済活動の正常化が進み、観光

客数もコロナ以前に戻りつつある状況下、入湯税の収入額は大幅に増加し、町税全体で前年

度を上回る税収を確保しております。 

  当町では引き続き、町政運営における貴重な自主財源である町税の確保と納税秩序の維持

に努めるとともに、各種税務研修による専門的知識及び技能の習得を通じて職員の資質向上

を図り、適切かつ公平な賦課徴収事務の執行に努めてまいります。 

  次に、住民福祉関係ですが、マイナンバーカードの普及にポイント付与や、令和５年４月

から、健康保険証としての利用に必要なシステム導入を医療機関に義務化したことなどから、

５月末現在の当町のカードの交付累計数は9,503人、交付率は81.52％となります。ポイント

付与対象者のカード申請期限も、12月末から２月末まで延長され、２月末までにカードを申
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請された方のポイント申請期限も、５月末から９月末まで延長されましたので、忘れないよ

うに申請していただければと思います。 

  昨年５月１日より、ごみの有料化を実施し、新しい可燃物用指定袋での排出となり、適正

な排出ができました。しかしながら、資源ごみ袋で排出されるビンの分別の徹底がされず、

一部のステーションにおいて収集されないビンがあるため、今後も広報に努めてまいります。

町民の皆様方の御協力をお願いいたします。 

  また、家庭から排出される生ごみの減量化及び堆肥化を推進するため、家庭用生ごみ処理

器、コンポスト容器を購入する人に対し、補助制度がありますので、町民の皆様には、この

機会に御購入を御検討ください。 

  ５月28日に、環境美化推進運動の一環として「町内一斉クリーン作戦」を実施し、多くの

町民に御参加いただいた中で、快適で住みよい環境の保全に努めていただきました。町民並

びに関係各位の御協力に感謝申し上げます。引き続き身近な取組として、ごみの減量化、再

利用・再資源化を実践していただけるよう、御協力をお願い申し上げます。 

  子育て関係ですが、保育園留学を核とした町のワーケーションの推進を図り、長期的な交

流人口の拡大と経済流入による町内経済の活性化を目的とした保育園留学の業務委託を、株

式会社キッチハイクと令和５年４月24日に契約を締結しました。今後は、町の魅力を伝えら

れる専用ウェブページを作成し、利用者に対する申込みをワンストップで対応していく予定

です。 

  次に、健康づくり関係では、高齢者及び基礎疾患を有する方を対象に、新型コロナウイル

ス感染症予防のため、春開始ワクチン接種を５月末から７月上旬まで実施する予定であり、

５月29日現在、2,664人の方が予約されております。 

  特定健診・健康診査につきましては、対象者の方への案内を４月に通知したところ、

1,617人の予約をいただきました。６月11日から12月22日までの期間のうち29日間で実施し、

東伊豆町役場及び保健福祉センターを会場に集団健診を行います。また、今年度は新規事業

として、前立腺がん検診も実施します。そのほか、健康増進事業や介護予防事業の各教室に

つきましても、５月より順次開催しております。 

  次に、建設整備関係ですが、静岡県営一般農道稲取地区の工事が完了し、町に移管された

ことに伴い、６月11日にこの路線（仮称）横ケ坂油久保線の開通式を執り行いました。来賓、

地権者の皆様に御列席いただき、キンメマラソンの出場ランナーが新しい道路を走り初めい

たしました。また、今定例会にて、町道として認定議案を上程させていただきましたので、
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よろしく御審議のほどお願いいたします。 

  梅雨どきの災害発生を未然に防止することを目的に、県と連携して、町内の二級河川であ

る大川川、濁川、白田川及び稲取大川の河川パトロールを実施いたしました。情報共有を図

りながら、河川の異常時には迅速に対応してまいります。 

  地籍調査事業につきましては、賀茂地域１市５町と静岡県で共同実施に関する協定を結び、

平成29年度より実施しております。今年度につきましても、津波浸水区域を含む稲取地区の

伊豆急行黒根トンネル付近から富士伊豆農業協同組合稲取支店までの２級河川稲取大川北側

であります稲取Ⅰ地区の0.04平方キロメートル及び稲取地区の稲取大川河口からスナック葵

付近までの南側、榧寺前から旧遠藤医院の通り、田町公民館から漁協製氷所・漁協タンクま

での北側であります稲取Ⅱ地区の0.04平方キロメートルについて、官民全ての筆界を確認す

るため、業務委託する予定でおりますので、対象地区の土地所有者におかれましては、境界

立会い等の御協力をお願いいたします。 

  次に、観光産業関係ですが、令和４年度の当町の入湯客数は61万3,023人で、前年対比

38.5％の増となりました。少しずつではありますが、町にお客様が戻ってきていると実感し

ているところです。 

  継続して実施しておりますリフォーム補助金につきましては、令和４年度においても大好

評となりまして、補助額は1,124万8,000円、工事費全体で9,633万4,000円となり、町内リフ

ォーム関連事業者様に応援ができた形になりました。今年度も積極的に活用していただけれ

ばと望んでおります。 

  続きまして、令和５年度に入り開催された各種イベントの報告をさせていただきます。 

  細野高原にて実施された山菜狩りは、入山者数2,007人で、３年間開催できなかったこと

や天候の影響もあり、令和元年度比ですと83％となりました。秋のススキイベントも含め、

すばらしい資源である細野高原の知名度を今後も高めていきたいと考えております。 

  ４月末に開催された「レインボーディスコクラブ」は３日間の開催でしたが、２日目の悪

天候にもかかわらず、平均で１日3,000人、延べ9,000人の入場者数となりました。音楽イベ

ントとしては高い評価を受けているイベントですので、町民の皆様の御理解の下、継続して

いただければと願っております。 

  ほかに、大川竹ヶ沢公園でのホタル観賞の夕べと奈良本けやき公園でのホタル観賞会は、

それぞれ2,080人と460人となりました。インバウンドとしても受けるイベントであると思わ

れますので、活用されるよう期待をしているところです。 
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  熱川温泉で計画されていたキャンドルナイトと町民ゴルフ大会は、悪天候のため、残念な

がら中止となっております。 

  観光地域づくり整備事業では、北川ねこさい広場整備工事を予定しており、10月の完成を

目指し、入札を実施いたします。海岸の広場にウッドデッキ風のテラスやスロープを設置し、

イベント時に活用しやすいだけでなく、通常時にも風情のあるよう、景観にも配慮した計画

となっています。 

  農林水産振興についてですが、本年度より２年をかけ、東伊豆町の10年後の農業を見据え

た地域計画を策定します。計画策定の進め方などについては、５月24日に開催された東伊豆

町農業経営振興会総会にて説明させていただきましたが、当町にとって重要な産業である農

業を永続的に守っていくために必要な計画でありますので、農業者の皆様と話合いを重ね、

進めてまいりたいと考えております。 

  ふるさと納税についてですが、令和４年度は約４億4,000万円となり、前年対比では２億

円の増となりました。寄付額を増やすための方策が実を結びつつありますが、さらなる増加

を目指し、リピーターの確保やファン化、商品レビューの獲得といった施策を講じてまいり

ます。 

  次に、教育関係でありますが、町内に２つあった稲取幼稚園と熱川幼稚園を統合し、新た

に東伊豆町立ひがしいず幼稚園として、４月13日に開園いたしました。それに伴い、給食の

実施や稲取地区からの通園バスによる送迎の開始、預かり保育時間の延長、さらに、未就学

園児を対象としたひよこの会を常時開設するなど、園児の教育環境を整えております。また、

５月には、老朽化に伴い新しい通園バスを導入し、置き去り防止等の安全装置を取り付ける

など、園児の安全確保にも努めているところです。 

  学校関係では、新型コロナウイルス感染症が５類に引き下げられたことに伴い、学校生活

につきましても、換気や手洗いなどの基本的な感染症対策は継続しつつ、制限を徐々に緩和

しながら、コロナ以前の生活に戻るよう、各種行事を実施しております。 

  ６月に入り、熱川小学校、稲取小学校で、それぞれ運動会を実施しました。子供たちの明

るい笑顔とともに、皆で力を合わせ、参加する種目に一生懸命に取り組む姿に感動を覚える

とともに、町の将来を担う子供たちに最適な教育環境を提供するため、継続して努力と研究

を重ねていく使命を強く感じたところでございます。 

  社会教育関係では、５月20日に稲取ふるさと学級と城東ふるさと学級の合同開級式を実施

したほか、文化・生涯学習・スポーツ等の各教室や事業を順次スタートさせているところで
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す。この社会教育関連事業に、多くの町民の皆様に興味を持って参加していただき、活発な

活動をされるよう期待するとともに、皆様の交流が広がり、町の活性化につながることを望

んでおりますので、興味のある方は積極的に御参加いただければと思います。 

  町立図書館では、６月15日から30日までの間、蔵書点検作業のため、休館とさせていただ

きます。町民の皆様には御不便をおかけしますが、御理解をお願いいたします。 

  次に、水道事業関係でありますが、令和４年度の水道事業会計は、３月末で出納を閉鎖い

たしました。概要といたしまして、収益面では、コロナ禍により減少していた人の動きが回

復傾向となり、使用水量が増加し、営業収益が前年対比1,700万円、4.3％の増収となりまし

た。一方、費用面では、電気料金の高騰により、営業費用が前年対比2,700万円、7.3％の増

となり、費用の増加が収益の増加を上回ったことから、損失が生じた結果となりました。 

  経常的な経費の増加に加え、施設や管路の老朽化対応なども必要であり、今後も厳しい経

営状況が想定されております。稲取地区の新規井戸活用や施設のダウンサイジングなど、経

費節減やリスク分散などに努め、安全・安心な水を供給していけるよう取り組んでまいりた

いと考えておりますので、御理解をよろしくお願いいたします。 

  終わりに臨み、梅雨入りとなりましたが、町民の皆様並びに議員各位におかれましては、

健康に十分留意され、来るべき夏の観光シーズンが活気にあふれることを祈念いたしまして、

行政諸般の報告とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第５ 一般質問 

○議長（笠井政明君） 日程第５ 一般質問を行います。 

  持ち時間は質問・答弁を含め60分以内で、本定例会は一問一答方式により行います。 

  また、町長の反問権については、議長の許可の下、行使することが可能です。 

  なお、反問権行使に要する時間は持ち時間60分に含めませんので、御承知ください。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 楠 山 節 雄 君 

○議長（笠井政明君） ３番、楠山議員の第１問、ひがしいず幼稚園の園舎についてを許しま
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す。 

  ３番、楠山議員。 

（３番 楠山節雄君登壇） 

○３番（楠山節雄君） おはようございます。 

  鈴木副町長には、御就任おめでとうございます。町長の補佐役として、それから職員との

つなぎ役、それと、何より町のため、町民のため、ぜひ御尽力をいただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

  議会も新たな体制でスタートいたしました。ただ、２回連続無投票ということで、議員定

数の在り方も含めて、この４年間、私は町民の声も聞きながら、議会改革に努めてまいりた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  今回、私、３問質問をさせていただいておりますので、一問一答の形でお願いをいたしま

す。 

  まず、１問目、ひがしいず幼稚園の園舎について。 

  令和５年度から、熱川幼稚園と稲取幼稚園が統合し、ひがしいず幼稚園が開園をいたしま

した。園舎について懸念をする声が聞こえてきます。 

  そこで、以下の点についてお伺いをいたします。 

  １点目、以前、教育委員会から報告がありました風雨対策の整備についての現状、どのよ

うになっているのか、お願いをいたします。 

○議長（笠井政明君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（岩井茂樹君） この件は幼稚園の案件ということで、教育長に御答弁いただければと

思います。よろしくお願いします。 

○議長（笠井政明君） 教育長。 

（教育長 横山尋司君登壇） 

○教育長（横山尋司君） お願いします。 

  楠山議員の第１問、ひがしいず幼稚園の園舎については、１点の質問となっておりますの

で、お答えいたします。 

  風雨対策ということですが、まずは雨対策ということで、現在、サッシ等、資材高騰によ

って、施工方法も含め検討しているところです。 

  次に、風による防砂対策としては、園庭を芝生化することも併せて検討しております。 
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  先日、５月30日なんですけれども、その進捗状況等について、ＰＴＡの役員の方にも説明

を行いました。緑豊かで美しい景観の中、自然と触れ合う、そんなことを促すような、園児

に対して開放的で、安全で魅力ある環境を提供できるように現在考えているところです。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） ３番、楠山議員。 

（３番 楠山節雄君登壇） 

○３番（楠山節雄君） 以前、全員協議会、説明会等で、教育委員会から、サッシの高騰によ

って見直しというお話をいただいたと思うんですけれども、その時点では、やむを得ないの

かなというふうに思った。ただ、やはりＰＴＡとのお話合いの中でも、この辺の懸念の声と

いうのは多分、教育長のところにも届いていると思うんですけれども、町もそれほど潤沢な

予算があるわけではなくて、何でもかんでもやるというわけにはいかないのかなという、あ

る面、そういう考え方もあると思うんですけれども、これから台風シーズンを迎える、それ

から、今まで悪天候といっても、今までの異常気象、こういうものが本当に想定される中で、

ぜひこの辺は、早急に対応しなければならない項目の一つだというふうに私は思うんですけ

れども、その辺の見直しをするというお話だったんですけれども、スケジュール感みたいな

ものがもしあれば、ちょっと教えていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

○議長（笠井政明君） 教育長。 

○教育長（横山尋司君） ありがとうございます。 

  実際、私も３回ほど、雨が降っているときに園舎のほうを視察させていただきました。風

の向きによって、かなり廊下に吹き込む雨の量が変わってきていて、東向きの風、小学校の

ほうから吹いてくる風があるときの雨だと、かなりぬれます。西向きの風だと、それほどぬ

れないんですけれども。ですので、廊下に水が浮くような状況を見たときに、聞いているの

とやはり見ているのと、実際見に行くのと、かなり違うなというふうに思いました。 

  サッシで最初は全面を塞いで、園庭と教室を塞いでしまうというような形で、当初は考え

ていたんですけれども、それだと、せっかくの開放的な園舎が魅力が半減してしまうのかな

なんていうことで、別の方法も考えていたんですが、今考えているのは、透明なビニール型

のやつで、サッシとは違って雨風を防ぐようなものを考えてはいます。 

  ただ、具体的なスケジュール感というのは、まだ予算等の関係もありますので、ここでち

ょっとお示しすることはできないんですけれども、そんなことを考えているということです。 

○議長（笠井政明君） ３番、楠山議員。 
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（３番 楠山節雄君登壇） 

○３番（楠山節雄君） ありがとうございます。 

  現地にも足を３回も運んでいただいたということで、そこに行くことによって、いろいろ

な見えないものというのが、やはり分かってくるということで、本当によかったなと思うん

ですけれども。さっき言ったように、これから本当に台風シーズンを迎える中で、これらは

本当に早急に結論を出していかなければならない、そこの事業の一つではないかなというふ

うに思います。 

  予算的な部分も、やはり検討しなければならないと思うんですけれども、ぜひこれ、先生

方も含めて教育関係者、それから御父兄、この人たちとの、やはり早急な対話というか話合

いが、私は必要ではないかなと思うんですけれども、そういうことというのは、どうでしょ

う、教育長、考えていますか。 

○議長（笠井政明君） 教育長。 

○教育長（横山尋司君） 先ほど申し上げたとおり、５月30日なんですけれども、そのときに、

ＰＴＡの役員さん４名と園長さん、教頭さんを含めて、町長、私、局長と話合いを行いまし

た。そんな中で、今おっしゃられたスケジュール、今後の計画が決まり次第、何らかの形で

保護者に説明をする会を設けますよという形でお話をいたしましたので、ＰＴＡの方のほう

も納得はしてくださっているかなというふうに思っております。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） すみません、補足というか、せっかくなので。 

  このひがしいず幼稚園の問題に関して、コストがメインの問題というように捉えられると、

それはちょっと違うのではないかなと、実は個人的に思っています。 

  というのは、もともとあそこの旧熱川幼稚園ですね、あそこができたときの設計思想とい

うのがあって、屋内と屋外を分離することなく、一体感を持って伸び伸びと子供たちを育て

たい。外と内が分離されることなくという、そんな設計思想があったというふうに聞いてい

ます。外の廊下の部分の高さが低いというのは、そういう意味で、なるべくそういうふうに

外から入るのを抑えようということで設計されていますし、軒が長いというのも、そういう

ことも配慮した構造物というふうになっています。 

  この考え方、非常に実は大事だと、個人的に思っています。私もかつて建築を学んだこと

があるんですけれども、その経験からいっても、なるべく開放的な空間を維持できるんだっ

たら維持したいなという思いがある中で、一方、今問題になっている砂ぼこりが入ってくる
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とか雨が入ってくるという問題をどうやったら解決ができるかという２つの課題を、今、同

時進行で、いい解決の仕方がないのかなというふうに考えているということでございます。 

  お金の問題も若干あることはあるんでしょうけれども、それよりも今、少子化が進んで、

幼稚園自体に入園する子供の数が減っているということを考えると、ひがしいず幼稚園を今

後継続して維持していくためには何が必要か、本当にサッシでそれが維持できるのか。私は、

サッシも大事かもしれません。サッシのような、当然雨風を防ぐ手だてはやらなければいけ

ないと思っているんですけれども、それよりも何よりも、多くの保護者の皆さんがひがしい

ず幼稚園を見ていて、私の子供をここに入れたいんだよと思ってもらえるような魅力的な幼

稚園づくりをやるということが大変重要だと思っています。 

  なので、今、連立方程式を一生懸命解きながら、答えを出す努力をしているところでござ

います。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） ３番、楠山議員。 

（３番 楠山節雄君登壇） 

○３番（楠山節雄君） そうですよね、いろいろあると思います。 

  最大公約数みたいなところの、やはり最後、落としどころみたいなものも必要だと思うん

ですけれども、最後にやはり、ちょっとお願い的なものになってくると思うんですけれども、

いずれにしても、早めに結論をぜひ出していただきたいなと。教育長も現場へ足を運んでい

ただいて、ぬれての危険性、子供たちに走るなよと言っても、なかなか言うことを素直に聞

いてくれない場合もあったりして、転倒してやはりけがにつながったり、あるいは、あそこ

で給食なんかも運んだりする場所になりますので、やはり砂ぼこりが給食の中に入るとかと

いう、そういう懸念の声もあったりもします。 

  それから、教育長、特に町長もそうだと思うんですけれども、一年中、やはり幼稚園の統

合、小中一貫教育、いろいろな場の中でも、ぜひ高い質の教育をということですから、こう

いうことも高い教育の質の一つではないかなというふうに思っていますので、私はあそこを

塞ぐことによって、冷暖房の効率化も図られるのではないかななんて、そんな思いもしまし

たけれども、一方では、開放的な部分、そこの魅力あるものも、やはりなくしてしまっては

駄目だなというふうに思いますので、ぜひ早めにこの辺のご対応をしていただけるとありが

たいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（笠井政明君） 次に、第２問、観光振興についてを許します。 
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  ３番、楠山議員。 

（３番 楠山節雄君登壇） 

○３番（楠山節雄君） すみません、２問目をお願いいたします。 

  観光振興についてですけれども、５月８日をもって、新型コロナウイルス感染症は５類へ

と引き下げられました。まだ油断できる状況下にはありませんが、感染予防を行いながら、

地域経済を動かしていかなければなりません。 

  そこで、以下の点についてお伺いをいたします。 

  １点目、厳しさが続く、町長、先ほど、少しずつ回復をというふうなことも言われていま

すけれども、まだまだ皆さんの声を聞くと、厳しいよというふうな状況ですので、そうした

観光産業、また関連事業者への支援と、特に私が思っているのは、東伊豆町並びに東伊豆町

温泉郷のイメージアップのために寄与できると考えられる医療・福祉の関係者、この人たち

の今までの御労苦に対して、無料宿泊招待、こうしたものを大々的にできないのかなという

ことでお伺いをしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（笠井政明君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） 第２問の答弁をさせていただきます。 

  観光産業への支援、それは、コロナが一応収束に若干向かっている中でも、でも大変だよ

なという話の中での支援ということと、同じ支援するんだったら、同時に東伊豆町のイメー

ジアップも図れるというような、そんな御提案なのかなというふうに受け止めました。 

  観光産業に対する支援というのはいろいろある中で、多分、明日あたりの答弁でもすると

思うんですけれども、コロナが収まって、ある程度経済が回り始めているときの支援の仕方

とコロナ真っただ中の支援の仕方というのは、多分ちょっと違ってくるのではないかなとい

うふうに思います。その辺も考えながら、しっかり考えるべきかなというふうには思ってお

ります。 

  従来型の支援、例えば夏に向けて、池尻とかプールとか、蛍もそうかもしれませんけれど

も、あと海水浴場とか、そういうことは継続して、今年も当然やることになっておりますし、

そんなことをやりながら、状況を見ながらというふうになってくるのではないかなと思いま

す。 

  一方で、具体的に、では、イメージアップを図りながらというところでありますけれども、
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確かに今回、３年余り続くコロナが一つの節目を迎えているのかなというふうに思っており

ます。その中で、医療・福祉関係従事者の大規模な無料招待という、そんなお話であったん

ですけれども、確かに医療関係者の方々には、コロナ禍で命をかけた仕事をしていただいた、

しかも、寝る間もなくみたいな話の中で、そのことに対しては、一個人としても、町長とし

ても、心から感謝の気持ちでいっぱいであります。 

  楠山議員の挙げられた医療・福祉関係者の皆さんは、コロナ禍で感染リスクがある中でも、

私たちの生活を維持するために働いていた方ということで、エッセンシャルワーカーの代表

格だというふうに思います。大変な御負担をかけているのもよく分かっております。 

  一方で、医療・福祉関係者以外にもエッセンシャルワーカーと言われる方は、介護士、保

育士、公務員、教員、小売業者、第１次産業の従事者、運輸、物流、建設業、いろいろな方

がいるというふうに定義をされております。エッセンシャルワーカーとして考えたときに、

誰をエッセンシャルワーカーとして対象にするかというのは、なかなか区別が難しいのかな

というふうな、ちょっとそんなイメージも少し思っております。 

  また、現実的な話をすると、医療や福祉関係者の方に支援すると仮定したとしても、では、

その支援先、どういう対象の方をするのか、全国の誰でも受け入れるのかとか、町内にある

医療福祉法人の関係者の方だけにするのかとか、その辺の線引きも、制度設計を考えていく

上で必要になってくるのかなというふうに思っています。 

  加えて、宿泊施設の料金設定にしても、当然、自由に皆さん価格設定をしているという中

で、単純に無料というふうにすると、当然ばらばらな価格設定のところを無料ということで、

差が出てくるということで、それどうするんだよという話も、多分考えなければいけないと

いうふうに思っています。 

  今お話ししたのは、制度設計に関わる課題でありますけれども、例えば足元の経済状況を

考えますと、今本当に、物価高騰とかゼロゼロ融資の返済が始まっているということなど、

そんなことを考えると、町内のほかの産業の皆様方とのバランスとか、そういうことも多分

幅広に、少し考えなければいけないのかなというふうに思っております。 

  ということで、御提案いただいた内容については、全否定というわけでは全くないんです

けれども、慎重な検討は必要なのかなというふうに今感じているところでございます。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） ３番、楠山議員。 

（３番 楠山節雄君登壇） 
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○３番（楠山節雄君） 以前からこの提案をさせていただいているというのは、マスコミ等に

取り上げられる、私は内容ではないかなというふうに思いました。自分のそれは思いですけ

れども。 

  そういうことというのは、やはり東伊豆町は温泉地として、町として、優しいというイメ

ージアップにつながって、今後、東伊豆町に来ていただけるお客さんも、そういうことによ

って増えるのかなというふうな思い、それから、ほかの自治体が先にやってしまうと、二番

煎じというか、別に物まねでもいいと思うんだけれども、やはり一番最初にやることに、私

は意義があるなというふうに思いましたので、そうはいっても、コロナ禍の中では、なかな

かこういう仕掛けというのはできないでしょうから、５類に移行したこの時点で、早急にや

はり関係者と話合いをして、この辺が必要なのかどうなのかも含めて、ぜひこれらは検討し

ていただきたい内容ではないかなというふうに思いますので、町長、そのところ、もう一回

お聞かせください。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） ありがとうございます。 

  今お話を聞いていて、少し自分も、ほかのこともちょっと想像しながら聞いていたんです

けれども、今、賀茂地域における地域医療って結構厳しい状況、１次救急、２次救急、３次

救急のバランスも崩れているし、３次救急は順天堂さんだけになっていて、では１次救急の

診療所が、この辺は大体２か所か３か所ぐらいでしょうか、それが今後ずっと維持できるか

どうかも分からない。 

  分かりやすく言うと、医師数が圧倒的に足りないという中で、そういうことも念頭に置き

ながら、何かそういう医療関係者の方々に対する温かい気持ちというのが、もしかしたら、

医療の関係者がこちらに少し来ていただけるようなきっかけの一つになるのかもしれないな

と、ちょっと今思ったりもしたので、少しそこは、やれるかどうかというのはちょっと断言

できないんですけれども、ほかの課とも調整を図りながら、どんなやり方が可能なのかどう

かのお話をしてみたいと思います。ありがとうございます。 

○議長（笠井政明君） ３番、楠山議員。 

（３番 楠山節雄君登壇） 

○３番（楠山節雄君） ありがとうございます。前向きな考え方でいてくれるなと思いますの

で。 

  これを考えたときに、やはり町のイメージアップ、それから、その後につながる集客効果
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みたいなもののほかに、これやったときに、どういうふうな効果がほかにあるのかなという

ふうに思ったんですよ。さっき言ったように、宿泊産業はもちろんそうなんだけれども、例

えば地域商品券みたいなものをセットにすると、ほかの商工も含めて、農業も含めて、町の

中で事業をやっている人たちにも好影響というか、支援の形につながるなというふうに思っ

たこともあります。 

  それから、町長がさっき言ったように、コロナ禍とコロナが終わってだとか、あるいは通

常の誘客ベース、こうしたものについては、ＪＴＢさんではなくて、いろいろな旅行支援の

企業がありますので、そういうところにお金をやはり投資をして集客を図るということで、

もちろん宿泊につながっていますので、宿泊産業は潤うと思うんですけれども、結構そうい

う事業者に係る経費というのも莫大だと思うんですけれども、今回、無料招待というと、お

金を投資したものがほとんど町内の宿泊施設に流れるということになって、無駄ではないん

ですけれども、余分なものが関わってこない、無料招待だと全て、町が出した予算について

は、そこの宿泊、あるいは観光関連事業者に落ちていくというふうなことも私は考えました。 

  それとあと、ここもやはり、波及的な部分の中で効果が出てくるものではないかなという

のは、例えば２名の無料招待をやる、通常は奥さんだとか、仲のいい友達だとか、当たった

場合には、そういう人たちが２人で行動するということも考えられますけれども、例えば医

療関係の人だとすると、大きな事業所か小さな事業所か分かりませんけれども、例えば同僚

も含めてスタッフ仲間で行くということになると、２名ではなくて４名に広がったり、ある

いはもっと大きな広がりを見せる、そういうことにもやはりつながっていくのではないかな

というふうに思って、これはただ単にイメージアップを図るだけではなくて、そうした波及

的な効果というのも考えられるのではないかなというふうに思ったんですけれども、町長、

その辺はどうでしょうか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） この御提案の内容を考えると、エッセンシャルワーカーの方々への支

援というのが前提にあって、それで、なぜ医療機関の方だけなのかといったところで、あと、

それは先ほど私が言ったように、この地域にとってはかけがえのない地域医療が崩壊の危機

にあるので、そういうところも念頭に置きながら、いろいろな複合的な意味で幅広の対応が

取れるんだったら、もしかしたらありかなという、そんなイメージを受けているということ

が一つ。 

  と同時に、ここは難しいんですけれども、コロナ禍の中でＧｏＴｏトラベルをやりました。



－22－ 

私、担当していたんですけれども、いろいろな、それは大事だったわけです。緊急事態とか、

本当に想定外の状況の中で、急激な変化の中で、それに追いついていけない地域経済を支え

るという意味では、短期的な戦略として、そういう無料とかクーポンとかというのは、私は

いいと思うんです。 

  ただし、観光地として、それが継続的に観光地の魅力につながるかというと、私はそうで

はなくて、言い方を極論すると、その地域の観光の価値を下げる方向に行くのではないかな。

つまり、安売りをするということは安売り合戦になってくる、非常に難しい問題です。 

  そこのところは、周辺環境の状況を見ながら、あとは当然、観光業の皆さんの御意見も聞

きながら、適切な対応を取ることが必要なのかなというふうに思っています。 

○議長（笠井政明君） ３番、楠山議員。 

（３番 楠山節雄君登壇） 

○３番（楠山節雄君） 町長、今、否定的なお答えだったんですけれども。私はそういうふう

に思って、町のイメージアップにもつながるし、投資をしたものが全く無駄でなく、町に全

て還元されるという、その形というのが取れたらいいなというふうに思いましたけれども。

いずれにしても、様々な要因があって、関係者とやはり話合いをして、どういう形がいいの

かということも、さっき答弁の中にありましたので、ぜひそのことは進めていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） 楠山議員、答弁は大丈夫ですか。 

  次に、第３問、地域交通対策についてを許します。 

  ３番、楠山議員。 

（３番 楠山節雄君登壇） 

○３番（楠山節雄君） すみません、３問目です。地域交通対策について。 

  東伊豆町骨太の方針では、持続可能な地域交通体制を構築していくとし、今年度、実証実

験の取組も予定をしています。我が町に即した具現化に向けた取組が今始まっています。 

  一方で、町内での利用可能なタクシーの現状は、心もとない状況下にあります。多くの町

民から悲痛の声が聞こえてきていますが、町長も各地区で行われた語る会の中で、この点は

やはり危惧をしていて、お話の中に出てきていますけれども、そこで、以下の点についてお

伺いをいたします。 

  １点目、現在、町内で利用可能なタクシーの状況、現状というのはどうなっていますか。 

  ２点目、タクシー増加のために関係者と話合いをするお考えは。 
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  これらを推進するため、事業者支援の考え方は。 

  以上３点、お願いいたします。 

○議長（笠井政明君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） ありがとうございます。 

  ３問から成る御答弁ということで、一つ一つお答えをさせていただければと思います。 

  まず、町内で利用可能なタクシーの現状ということであります。 

  タクシーの乗務員の休暇などの状況によりまして、熱川駅、稲取駅の稼働台数は、それぞ

れ２台から３台ということになっておりまして、町内全体で４台から６台というふうになっ

ております。現在、４台から６台のタクシーを、乗務員８名が役割分担をしながら運転をし

ているということで、タクシーの登録台数は町内全体で９台でありますけれども、乗務員が

不足していることが原因で、最大でも６台のタクシーしか稼働させることができないという

状況にあるということです。 

  ２問目のタクシー増加のための関係者との話合いということであります。 

  地域公共交通会議の席でも、タクシー台数の不足について、タクシー会社に町の現状を説

明させていただいております。また、会議終了後には、富士市に本社を置くタクシー会社の

代表とも、この問題について話合いをさせていただきました。 

  昨年度は、タクシー会社に対し、燃料費の高騰に対する補助金を町としても交付をさせて

いただき、少し支えるという意識も持ちながら、その際にもタクシー会社に対して、町民が

困っている様子もお伝えし、タクシーの増車に努力するように要請はさせていただいたとこ

ろです。 

  ３番目の問いですけれども、タクシー増車を推進するために事業者支援の考えはというこ

とで、さっき、若干支援をしたという話、逆になりましたけれども。まず、乗務員を養成す

るための助成金などの必要性をタクシー会社にヒアリングをしましたけれども、既に国交省

で補助制度があるというような答えでございました。既に国交省のがあるよという話であり

ました。 

  また、タクシー会社からは、乗務員募集の広告費用の補助制度があればありがたいとの話

がありましたけれども、様々な業種で求人広告を出しても人が集まらないという現状があり

ますので、効果が出るかどうかというのは、ちょっと不透明なところがあるのかなという認
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識を持っております。 

  また、人手不足はタクシー会社だけの問題ではないということで、タクシー会社のみに補

助をやるというのは適当かどうかというのは検討する必要があるかなと。前回の燃油高騰の

ときも、タクシー会社だけではなくて、バス、電車等もやりましたし、同時に、普通の企業

の皆様方に対する中小企業対策みたいなのも、たしか同時に打っていたかと思いますので、

その辺のバランスという問題があるのかなというふうに思います。 

  今年度、公共交通の実証実験を行うのは、タクシーやバス運行の先細りを将来的にどうい

った形で補っていくのかという大きな課題について検討するという目的も実はございます。

増えればいいんですけれども、そうは簡単に増えてはこないという現状もあって、それを何

とか乗り越えなければいけないということで、実証実験をやるということになると思います。 

  実証実験の内容は、まだ100％確定、内容については決まっているというわけではないん

ですけれども、11月、12月は、稲取地内に約25か所程度のバス停を設置させていただいて、

10人乗りの予約式循環バスを運行してみたいというふうに考えております。 

  ２月からは、城東地区、奈良本、片瀬、白田で、町民の自家用車にほかの人が相乗りをす

るノッカルという仕組みを開始しようということで、今検討しているところでございます。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） ３番、楠山議員。 

（３番 楠山節雄君登壇） 

○３番（楠山節雄君） 人手不足は、この業界ばかりではなくて、全業種に当てはまるという

ことだと思うんですけれども。 

  ちょっとネットあたりで調べてみると、何かあまり新しい資料が、私、検索の仕方が悪か

ったのか、出てこないんですけれども、事業者数も１割程度減少しているとか、ドライバー

の数なんかは25％ぐらい減少している、この減少というのは今後も多分止まることがなくて、

どんどん減少していくと思っています。 

  人手不足の解消については、いろいろあると思うんですけれども、ネットあたりで見ると、

利用者もあるのか、この前たまたまタクシーに乗ったときに、どうでしょう、今の業界の状

況はといったら、ともかく、そこで利用される方がいれば、これらが増加をしても、皆さん

で対応ができるんだけれども、なかなか需要と供給のバランスみたいなもののことも言われ

ていました。 

  町長、一年じゅう、インバウンドも含めて誘客対策を進めていく中で、やはり外国人の方
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たちというのは、結構タクシー利用で移動されるということも、ネットあたりの中で出てき

ているんですけれども、この辺を含めて、ぜひ対策をしていただきたいなというふうに思っ

ています。 

  最近は、元はやはりイメージとすると、給料が低いですとか、拘束時間が長いだとか、い

ろいろ負の部分のイメージが多かったんですけれども、隔日勤務だと１か月に13日ぐらいま

でと、法律でこれは定められているということで、認識とすると、拘束時間は確かに長いか

も分からないけれども、休みはいっぱいあって、友達や家族との旅行だとか、そういうとこ

ろにも充てられるよというメリットだとか、ほとんどのタクシー会社が歩合制みたいな形に

なっていると思うんですけれども、このことによって、やはり稼げない人間も、少しですけ

れどもいるんですけれども、ほとんどの方が、一生懸命やることによって高給が取れるとい

うふうなメリットがあるということが最近の方たちに分かり始めて、それから、なおかつ女

性ですとか、未経験だとか、そういう方たちもやはり入りやすいということで、最近は増え

ているというふうな、これは都会かも分かりませんけれども、この辺まで当てはまるかどう

か分かりませんけれども、そうしたいい状況も生まれているんですよね。 

  ですので、町長、事業者さんと話をしたり、要請をしたり、いろいろな動きをしてくれて

いると思うんですけれども、その辺、どうしたら具現化に向けてできるのか。その辺、本当

に膝を突き詰めてお話合いをしていただきたいと思うんですけれども、どうでしょう、その

辺は。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 人手不足というのが、今現状の人手不足って、今言ったようにドライ

バーがいないとか、先生の数が減ってきたとか、そんな比較的身近な話題で、困ったねぐら

いで済んでいる話なんですけれども、恐らくこれが2040年ぐらいになってくると、私たちが

ここで生活をするためになくてはならない職種、救急だったりだと思うんです。そういうと

ころが減ってくるということが予測されています。 

  2016年に増田寛也さんがレポートで、消滅可能性都市というショッキングな題で話をして、

当然賀茂の、多分河津以外は全部、消滅の可能性というレッテルを貼られたと思うんですけ

れども、それはまさにそういうことなんですね。まち全体がなくなる、見えなくなるという

わけではなくて、そのまちに住むことができなくなるという意味で、消滅可能性都市だとい

うふうに。それが着実に予測どおりに来ているということに対して、今までどおりの考え方

をやっていては、多分太刀打ちができないのかなと思っています。 



－26－ 

  その中でよく言われるのが、これは当たり前の話なのかもしれませんけれども、私的には

シェアリングと平準化。平準化のほうは、例えば、ここは観光地ですから、なるべく観光客

が、ピークがあって下があってと、ばらつきがあると、なかなかそこで働くのというのは、

いろいろな不都合が出てくるというところで、それをどうやって平準化していくかという努

力も必要ですし、シェアリングについていえば、公共交通だけで電車、バス、タクシーがこ

の町ですらあります。それを本当に、継続的・持続的な公共交通を維持するためには、では

何が必要なのかという議論をいい加減に始めないと、駄目に、間に合わなくなるのかなとい

うふうに思っています。 

  タクシーも残ってもらいたい、電車も残ってもらいたい、バスも残ってもらいたい。果た

してそれでうまくいくのかというところを含め、しっかりと議論をして、シェアリングとい

う考え方を少し導入しながら、継続的なやり方というのを、今こそ考え始めなければいけな

いのかなというふうに思っております。 

○議長（笠井政明君） ３番、楠山議員。 

（３番 楠山節雄君登壇） 

○３番（楠山節雄君） 今回の一般質問の中に、私を含めてあと２名の方が、高齢者対策も含

めての公共交通の関係の質問がされています。これは、そういう人たちから、やはり悲痛な

声が上がっているということですので、これは町長も今、そのために一生懸命動きをしてい

ると思うんですけれども、なかなかタクシーの問題だけではなくて、公共交通の関係につい

ては、総体的な考え方の中でやはりこれは進めていかなければなりませんし、ノッカルだと

か、実証実験もそうなんですけれども、この辺は本当に、高齢者対策もそうなんですけれど

も、何か急用があったときにやはりタクシーを呼ぶという方たちがあって、今、伊東まで出

かけていますので、30分ぐらいかかりますよとかということで、ノッカルだとか高齢者の移

動支援だとかというのは、あらかじめ予約をしたりということの中ですから、急激的な部分

の中の対応というのは、やはりタクシーかなというふうに思ったもので、そういう質問をさ

せていただきましたけれども、ぜひこの辺は、早めに町長、進めていただきたいと思います

けれども、進めていただきたいというか、進めていると思いますけれども、この辺の考え方

を最後にお聞きをして、終わりたいと思います。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） ありがとうございます。 

  シェアリングとか平準化という話があったんですけれども、それは当然やらなければいけ
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ないというふうに思っております。あと、実は、それが乗り越える、人口減少とかこの状況

を乗り越えるやり方、処方箋の１、２だったんですけれども、実はもう一個が、これは当た

り前なんですけれども、ＤＸの分野です。技術によって、それを不都合な、不便なところを

改善して効率を上げていくというやり方の中で、例えば今、タクシーは呼べば、基本的に結

構早く来るという。今の町がやっている移動支援も、１週間前か何か前にお願いしなければ

いけなかったり、ノッカルにしても多分、そんなにすぐには、今のところできないというこ

となんですが、そこをまさに新しい技術で、オンデマンドでタイムラグがないようなやり方

がもし実現できたとすれば、それはタクシーにある程度、タクシーと連携をするのか分かり

ませんけれども、一つのやり方になってくる可能性もあるのかなと。 

  まさに、シェアリング、平準化、そして新しい技術の導入をしっかりと一緒にセットで考

えていくということが、一つのやり方なのかなというふうに思っております。 

○議長（笠井政明君） 以上で楠山議員の一般質問を終結します。 

  この際、11時10分まで休憩とします。 

 

休憩 午前１０時４９分 

 

再開 午前１１時１０分 

 

○議長（笠井政明君） 休憩を閉じ再開します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 西 塚 孝 男 君 

○議長（笠井政明君） ８番、西塚議員の第１問、町民の健康づくりについてを許します。 

  ８番、西塚議員。 

（８番 西塚孝男君登壇） 

○８番（西塚孝男君） 私の質問は３問から成っていますので、ひとつよろしくお願いします。 

  それでは、１問目、町民の健康づくりについて。 

  町民の年齢構成は、高齢者が占める割合が増えている。そこで、次の点を伺う。 

  １、健康教室の参加対象人数はどれぐらいになるのか。 
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  ２、参加していない人への対応は。 

  よろしくお願いします。 

○議長（笠井政明君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） 西塚議員にお答えいたします。 

  まず、最初ですけれども、健康教室の参加対象の人数はどれぐらいかということでありま

すが、健康教室の参加対象人数は、６教室で141人というふうに今なっております。 

  また、２問目の参加していない人への対応ということでございますが、教室参加者以外の

高齢者への対応については、ライフプランセミナーとして、75歳到達者の方へフレイル予防

に関する案内をして、本人、家族及び友人を対象としたフレイルチェックを行っております。 

  今年度については、健康いきいきチェックと名称を変更して行っているところでございま

す。地域包括支援センターと共同で、サロンやシニアクラブ、あじさい学級、マンションへ

出向き、認知症の話やフレイルを題材とした食事の講話などを昨年度より行っているところ

でございます。 

  今後も要望があれば、高齢者の集まる場所に出向き、同様のことは行っていきたいと思っ

ております。また、健康いきいきチェックやサロン等での教室参加などを促すことで、高齢

者に対し、社会へ参加するという呼びかけも行っていきたいというふうに考えています。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） ８番、西塚議員。 

（８番 西塚孝男君登壇） 

○８番（西塚孝男君） 本当によいことをしているなと思うし、自分も健康教室へ去年行った

ときに、ああ、大変いいことだなと。そして、集まった人たちが笑顔で、みんなでいろいろ

な自分に合った体の運動をしていて、こういうことをすることによって、やはり病院の待合

室で、みんなで話すために病院に行くのではなくて、そういう楽しい場所へ行って、いつで

もそういうところに行って、みんなで話せる、そういうところの場所をつくる、提供してい

くのが、町の高齢者の一つの健康とかになってくるのかなと。 

  今どこでも、この前も伊東市なんかも４か所で、要介護にならないためのいろいろなこと

を、体操教室とかいろいろなことをやっている。昨日も自分は、笑いヨガですか、白田でや

っている。ああいうのも見てきましたけれども、非常に皆さんが笑顔で、わははとやったり、
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いろいろなことをしていて、ああ、いいことだなというのを肌で実感していて、やはり健康

な御老人、健康な人をつくって、この町が、いわゆる病院代とか、そういう形が増えている

中で、自分の体は自分の中で動かして、それで、みんなに迷惑かけないで生きていくという

のが理想な、この町の在り方だと思うし。 

  そして、いわゆる、教室の中もいいですけれども、伊豆の稲取とか熱川の自然へ、こんな

いいところなのに、天気のいいときは芝生の上とか、そういう青空の下でさせるところもあ

ってもいいのかなと自分は思うんですよ。 

  稲取なんか、町の中でよく見ると、日だまりで椅子に座っている御老人を見るんですけれ

ども、そういう人たちにも何かこう、いわゆる足が悪いんですかね、そこまで行けないとか、

そういう人たちもいる中での、やはりそういう取組、いいことをしている。そしてまた、意

地を張って、稲取の人が、俺は年寄りじゃねえとか、行かねえとか、そうではなくて、やは

りそういうところへ行ってみんなで話す、みんなの中にいるというのが一番ぼけないし、一

番老人にいいことなのかなと思うんですね。 

  そこのところの、いわゆる充実させていくためにはどうしたらいいのかなと。町長に、青

空のことも聞きたいし、どうでしょうか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） ありがとうございます。 

  まず、すごく大事な考え方があるなと、今のお話を伺って思ったんですけれども、多分世

の中も、病気になってから対応するというよりは、病気にならない未病をするにはどうすれ

ばいいかということころに、結構シフトしてきているのではないかなと。 

  恐らく行政としても、それをしっかりやることによって、社会保険的な予算縮減にもなっ

てくるし、要は病院に行かなくなってくるということだと思うんですけれども、そういう環

境をつくっていくというのは大変重要だというふうに思います。 

  青空の話ですけれども、いいですよね。この間、海外の方とちょっと話を、稲取に来た方

と話をしていたんですけれども、その方は朝ジョギングをして、稲取の海沿いをずっと走っ

たんだけれども、最高だよと言っていました。 

  東伊豆町の特徴の一つとして、伊豆半島の東海岸にあって、東海岸にあるので、当然日の

出が見えるという、朝一から太陽の力を体に浴びてみたいなことも多分できると思うので、

そんなことを少し、町がどうできるかというところもあるのかもしれませんけれども、民間

企業さんの御努力とか、全体で何かそういう機運づくりができるといいのかなとちょっと思
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いました。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） ８番、西塚議員。 

（８番 西塚孝男君登壇） 

○８番（西塚孝男君） 本当にこの地域の特徴、この地域のよさを、皆さん知っているわけで

すよね。だから、その中、もう一回、今町長が言ったように、太陽のエネルギーと、みんな

が人が集まって笑ったりして得るエネルギー、そういうものをよく、昔の人ではないけれど

も、自然の中での生き方、そういうのをやはりもう一回考えて、そういう楽しいところ、場

所だということをお知らせ、今はハイキャットも稲取しかやっていないし、熱川地区はやっ

ていないので、そういう活動している映像とか、そういうのを見られるようなシステムにし

ていけば、ああ、行ってみようかとか、足を運べるような、何か行きたくなるような、ただ

やっているよではなくて。そういう一つの広報とか案内も必要ではないかなと思うんですけ

れども、その課の方はどうですかね。 

○議長（笠井政明君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（柴田美保子君） 今、実際やっている教室の映像を流すということは、

参加者を増やす、町民の方に教室の内容を知ってもらうためには、とても重要なことだと思

いますので、今後はそういった、今はユーチューブとか、いろいろな発信方法があると思い

ますので、研究して実施していきたいと思います。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） ８番、西塚議員。 

（８番 西塚孝男君登壇） 

○８番（西塚孝男君） ひとつ、本当にこれは、健康で元気な町をつくっていくには、御老人

が皆さんに、おはよう、どこへ行くんですかとか、いい声で観光客にも、誰にも挨拶ができ

る、そういういい町をつくっていくと、訪れた人もすごい町だなと思うように、金かけなく

てもいい町になると思うので、ひとつよろしくお願いします。 

  これで１問目を終わります。 

○議長（笠井政明君） 次に、第２問、生ごみのリサイクルについてを許します。 

  ８番、西塚議員。 

（８番 西塚孝男君登壇） 

○８番（西塚孝男君） ２問目の生ごみのリサイクルについて。 
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  電気・燃料費が高騰していく中で、燃えにくい生ごみをリサイクルして、農家等に供給で

きれば一番よいことだと思い、次の点を伺う。 

  １、事業は進んでいるのか。 

○議長（笠井政明君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） ありがとうございます。 

  生ごみのリサイクルについてということで、取組の現状の問合せということだと思います。 

  せっかくなので、少し、なぜ東伊豆町が生ごみのリサイクルというか、堆肥化なんですけ

れども、そこにチャレンジを今したかということもちょっと、せっかくなので御説明をした

いと思います。 

  簡単な背景なんですけれども、世界の人口増加等、食料需給の増大や異常気象により生産

が逆に減少しているということ、あとは、新型コロナウイルス感染症などの新たな感染症の

発生によりまして、輸入がなかなかできなくなってきているとか、あとは、それに加えて、

ウクライナ侵攻による混乱で、それが追い打ちをかけて、多くの食料を世界から輸入してい

る日本にとって、今、食料安全保障という言葉が本当に叫ばれているんですけれども、それ

をしっかりと強化をしていかなければいけないというのは、国のみならず、私たちの地方自

治体でも同じであるというふうに認識しています。 

  その中で、食料生産を支える肥料原料を、我が国は定常的に輸入に依存しておりまして、

その改善にために、肥料の国産化、安定供給というのをやらなければいけないというふうに

今そういう機運が高まっています。輸入した肥料というものはむちゃくちゃ高くて、農家の

方々への経営にも影響しているということで、自分たちで作るものに使う肥料については自

分たちでというのが、今、少し考え方が変わってきているというのがございます。 

  それで、今回、東伊豆町で実施した生ごみの堆肥化の実証実験は、今お話ししたような背

景があって、その中で、当町における生ごみの縮減と堆肥化によるごみの減量化及び東伊豆

産の堆肥の製造を目的として実施をいたしました。 

  生ごみの堆肥化に関しては、今年、令和５年１月17日から２月13日の約１か月間、堆肥機

械のデモ機を導入し、実証実験を実施して、今完了したところであります。実証実験の中身

としては、魚のあらを原料とした場合、野菜、魚、肉、卵の殻及び学校給食やホテル・旅館

から出た食べ残しなど、そんなものを幾つかタイプを分けて、原料に使って堆肥化の実験を
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行ったところです。 

  結果ですけれども、その結果、どのケースに関しても、成分分析の結果、ある一定の合格

点の結果を出すことができたというふうに思っております。 

  問題はここからなんですけれども、現在、その実証実験の結果を受けて、本堆肥化スキー

ムが要は本格的に運用できるかどうかということ、それを検討しているところです。実証実

験ってデモ機なので、小さな堆肥化の装置なんですけれども、本当にやるとなると、もっと

大きく、かなりお高い機械を入れなければいけないという話も出てくるということで、その

辺の検討をしているということであります。 

  本事業の究極的な目的は、食品廃棄物の有効活用、つまり地域で排出されている食品廃棄

物を焼却せずに堆肥化することにあります。ちょっとオプション、蛇足ですけれども、観光

地として、ホテル・旅館が出すごみをしっかりと、燃やさないで堆肥化してリサイクルして

いるというやり方というのは、ＳＤＧｓの考え方にものっとるということで、これからイン

バウンド戦略を進める上で、大きな一つの魅力になってくるのではないかなという思いも少

しありながらの今の実証実験でございます。 

  それを実際にやるためには、賛同事業者をまず拡大して、そして循環型スキームを促進し、

ごみの減量化や堆肥化ビジネスをしっかりと前に進める必要がありますし、生成した堆肥、

生成された堆肥を地元の農家さんに還元し、作物栽培を後押しするということ、また、堆肥

の売却スキーム、できたものを使うのか売るのか、それもどうやるかということも考えてい

かなければいけないというふうに、今いろいろなことを検討していると。 

  加えて、この堆肥化という資源循環スキームを成功させるためには、実は検討で大きく２

つの要素があると個人的には思っていまして、１つ目が、事業を行う際に際しての支出、お

金が出ていくところ、イニシャルコストとランニングコストの問題、もう一つは、収入の問

題、この収支をどのようにバランスをさせて、事業を継続的にやれるかどうかの検討をしな

ければいけないということ。堆肥ができれば売却、もしできれば、それである程度収入が入

ってくるし、逆にごみを集めるというところで、収集コストをどういうふうに設定するかに

よって、その辺のバランスですね、そこをトータルとして考えなければいけないというふう

に思っています。 

  食品廃棄物の再生利用にはコストがかかるということで、普通に考えると、再生利用する

よりも焼却したほうが安いということになるんですね、実は。それをどうインセンティブを

つけて進めていくかということも重要で、このハードルをどのように乗り越えるかというこ
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とを、食品リサイクルの必要性の意義を町民の皆さんに説明をするとか、その意識をしっか

りと広めていく、ホテル・旅館の皆様だけではなくて、そういうことをやっていかなければ

いけないのかなと思っています。 

  その上で、国や県との連携がどのように取れるかということを、これもちゃんと町として

は考えていかなければいけないというふうに思っております。 

  収入に関しては、食物残渣を排出する対象から得られる回収費用、今お話しした、そこが

ちょっとポイントになってきています。堆肥化という資源循環のスキームにおいて、どの程

度の回収費用が適当であるか。事業者としては、安ければ安いほうがいいんですけれども、

あまり安いと事業としてペイができなくなって、維持、持続的なことができない。そこの価

格設定ということも、多分ちゃんと考え、当然、ホテル・旅館の皆さんの御意見もちゃんと

聞きながらやっていくということが必要だと思っています。 

  今お話ししたように、検討しなければいけないことというのが幾つかありまして、それを

一個一個、今検討を始めているということでございます。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） ８番、西塚議員。 

（８番 西塚孝男君登壇） 

○８番（西塚孝男君） 本当に、町長が結果みたいに言ったけれども、いわゆる燃やすのが一

番安いと、それはそうだと思うんですけれども、だけれども、それだと、いわゆる今までみ

たいに輸入に頼っていた、変な話ですけれども、日本の政策、米を作れといったら、作るな

とか、牛乳作れといったら、余ったからあれとか、国自体がおかしい方向で、農業者、１次

産業を導いているというのが多いと思うんですよ。 

  いわゆる生ごみというのは、稲取の旅館組合が前に、生ごみでヒヨコの餌を作るというの

を試みてやりました。けれども、非常に熱意がある卵屋さんが一生懸命やったんだけれども、

いわゆる仕分け、燃えるものと生ごみと、その中にスプーンとかいろいろなのがあると、機

械の消耗、機械が壊れたりとか、そういう中で、途中で駄目になってしまったというのが現

状なんですけれども、今、皆さんも卵の値段が上がっている、卵の餌もできるんですよね、

前やっていたんだから。肥料ばかりではなくて、そういうところにも回せるのではないかと、

いわゆる高騰しているそういう餌なんかも。 

  そういうことを考えると、一つの、お金はかかるかもしれないけれども、この町のやって

いることがリサイクルで、朝の卵はそういう卵ですよという、前やったように、そういうも
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のの価値観をつくったりしていくのが一番なのかなと。そこにはやはり、町民も本当に、そ

れを分かってくれてやっていかなかったら、全てが全部駄目になるのかなと。 

  だから、その選別、まず最初、そうですよね、やはり一番出るのは旅館業だったり魚屋さ

ん、そういうスーパーとかという中の、やりやすいところからまずやって、その中から、何

しろやってみなければ分からないところがあるし、進んでみなければ話にならない、空中戦

ばかりやっても無理だと思うんですよね。 

  だから、やると決めたら、ある程度やってみて、そこからの話合いをしたほうがいいので

はないかと思うんですよ。今関わっている人たちも、どうなるのかまだ分からないだと、な

かなかそれに乗り切れないと思うんですよね。 

  やはり事業としてやっていく、さっき町長が言ったように、コストでもうかるのか、もう

からないのかという面が一番あると思うんですけれども、そこのところをやはりそれは、い

いことなんだから、全てがツーペイではなくても、少しのマイナスなら補助とか、いろいろ

なものをいろいろな在り方を考えてやって、事業としてやっていくべきではないかと思うん

ですけれども、どうですか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） ありがとうございます。 

  この実証実験は、当然、町単独でやっているわけではなくて、全国的にその分野で実績を

残している民間企業さんと共同というか、一緒にやっている話であります。なので、全くゼ

ロから検討しているというよりは、これまでの知見を踏まえて、そこにこの町のいろいろな

状況を当てはめたときにできるかという判断をやっているということで。 

  やってみなければ分からないのは分かるんですけれども、やってみて、うまくいけばいい

けれども、失敗したらというところは、なるべく行政としては避けたいところがあるので、

そこは事前に検討できるところで、ある程度方向性というのは確認してから、やるならやる

という判断、ちょっとできないということにもしなれば、そういう判断になってくるのかな

と思いますが、今のところ、なるべくＳＤＧｓのことも含めてやっていきたいなと思ってお

ります。 

  ちなみに、今回のスキームの中でできる堆肥というのは、聞くところによると、堆肥だけ

ではなくて、畜産の飼料としても使えるという、多分配合とか何か、やり方が若干変わるん

ですけれども、そういうこともあるので、うまく回ってくると、循環型なまちづくりみたい

なところに行き着いてくるのかなというふうに思います。 
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  以上です。 

○議長（笠井政明君） ８番、西塚議員。 

（８番 西塚孝男君登壇） 

○８番（西塚孝男君） よそのまちでやっているところがあるというので、やはりそういうと

ころをよく研究して、やっているところがあるんだから、できないわけはないなと思うし、

後でやるんだから、そこのいろいろなものを検討してやれるというのが二番手の強みだと思

うし、そこのところをよく勉強してもらって、本当にいいものを目指してもらいたいなと思

うんです。よろしくお願いします。 

○議長（笠井政明君） 次に、第３問、町民の移動手段の確保についてを許します。 

  ８番、西塚議員。 

（８番 西塚孝男君登壇） 

○８番（西塚孝男君） ３問目の町民の移動手段の確保について。 

  今現在、当町のタクシーは、一、二台が駅付近で待機しているのみであり、時間帯によっ

ては１時間以上待つことになるなど利便性が低下している。仕事帰りや飲食後の移動手段が

なく、不便を感じている町民も多いことから、町として何らか対策は打てないのかを、先ほ

ど３番議員が言っていましたけれども、ひとつよろしくお願いします。 

○議長（笠井政明君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） 第３問の御答弁をいたします。 

  タクシーが不足している中で、町として何らかの対策を打てないかということであります。 

  まず、町内のタクシーの現状については、先ほどの御答弁にもありましたとおり、なかな

か厳しい状況にあるということであります。一方で、公共交通に関するアンケート調査の結

果からも、町民がやはり、それに対して不便を感じているという様子、これはうかがえる状

況でもあります。 

  現状では、タクシーの乗務員不足を解決する有効な手段、手だてというのはなかなか見つ

からない、先ほども少しお話をしましたけれども、という状況で、将来的にはさらに厳しく、

なってくるのではないかなというふうに思います。 

  今後はタクシーだけではなく、その他の公共交通や補完手段も含めて総合的に検討してい

く、先ほどシェアリングとか、いろいろな平準化とか、新しいＤＸとか、そんなお話をしま
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したけれども、考え得る、そういうような新しい考え方も導入をしながら、課題解決に向け

て進んでいきたいというふうに思っております。 

○議長（笠井政明君） ８番、西塚議員。 

（８番 西塚孝男君登壇） 

○８番（西塚孝男君） 本当にタクシーのことは、先ほどから聞いていますけれども、いわゆ

るもともとあったタクシー会社ができないからと、今のタクシー会社にして、企業としても

うからないから、もうからないということは、人がない、ニーズがないしということでしょ

う。それをどうするのかといったときに、自分は思うんですけれども、町長は国交省にいた

というんですから、いわゆる個人タクシー、タクシー経験して10年であれば、個人タクシー

開けるけれども、20万ですか、30万都市ですか、そういうところでなければ、個人タクシー

の許可が出せないと言っているんですよね。 

  それを特区として、この田舎、そういう企業が手放したところに特区として、個人タクシ

ーの営業許可を取れるようにできないのかなと、町長にお聞きしたいんですけれども。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 個人タクシーというよりも、さらに中身を進めて今考えているのが、

まさにノッカルだと思います。ノッカルのポイントは何かというと、今町がやっている移動

支援もそうなんですけれども、一番ネックになってくるのは、やはり労働力というか、ドラ

イバーがいなくなるということです。ニーズは増えるんだけれども、それを乗っける方の手

がなくなってくると。 

  そこで、究極的にシェアリングの考え方を全町民に入れていくと。つまり町民の中で、あ

る一定の、多分講習とかあるのかもしれないですけれども、そういうふうなことをやりなが

ら、どんな方でも人を乗っけて移動できるというようなスキームの足がかりになるのが、今

年というか、今年度やるノッカルという事業だと思いますし、実証実験でやるほうについて

いっても、オンデマンドでとか、そういうほかの公共交通の性格をしっかり吸収しながら、

ある程度シェアリングの感覚で、いろいろな方を乗っけていくという意味で、新しい取組と

いうことをやるのがいいのかなと。 

  個人タクシーもいいんですけれども、個人タクシーだけ仕事しているというわけにもいか

ないと思うので、その辺は究極、いっそやることなら、もっと２歩、３歩先に行って、そん

な免許はなくても、ある程度人を運べるようなスキームがもしあるのであれば、それを活用

していくというやり方がいいのではないかなというふうに考えています。 
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○議長（笠井政明君） ８番、西塚議員。 

（８番 西塚孝男君登壇） 

○８番（西塚孝男君） 今、ノッカルでも、町長言うように運転手の問題と。そういうときに、

では個人ではなくて、そういうタクシーをやっていて、年になってよしたと。そういう人た

ちの活用の場というのが出てくるのかなと、今考えたときね。そういう人たちを、けれども、

いわゆる無料ではないですよ、そういう人たちは。やはり、ある程度の給金は出るわけです

よね。そこのところはどうなんですか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 詳細は担当課に、少しお話ししてもらったほうがいいかもしれないで

す。 

  私の認識は、そういうようなドライバーでリタイアされた方々が、まさにノッカル的なと

ころで活躍するということもあり得るのかなというふうに思っておりますが、ちょっと賃金

的な話については、課長、よろしいでしょうか、企画のほうから御説明いたします。 

○議長（笠井政明君） 企画調整課長。 

○企画調整課長（森田七徳君） 町で検討しているノッカル等については、白ナンバーでの営

業というか運行になるものですから、あくまでも実費相当の数百円相当ということで考えて

おります。 

  個人タクシーという、タクシーの形態になりますと、今現在、タクシー業界、相当固い規

制で守られているものですから、現況のタクシー会社がある中で、さっき言われたような個

人タクシーを特区でというのは、ちょっと難しいのかなというふうに思います。今度、今検

討しているノッカルについても、あくまでも公共交通の空白地域でやるということが前提な

ものですから、今のところは地域も限られていくということになります。 

  ただ、地方に行きますと、今このような状況になっているのは、うちの町だけではないも

のですから、町長の言っているようなシェアリングということで、ライドシェアみたいなこ

とも将来的には検討される余地があるのかなと思いますが、現状の枠組みの中では、個人タ

クシーを特区でという先ほどのお話は、ちょっと難しいのかなというような認識をしており

ます。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） ８番、西塚議員。 

（８番 西塚孝男君登壇） 
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○８番（西塚孝男君） 町の中のことならいいんですけれども、いわゆるこうやって移住も進

めている、通えるところから電車で来て帰ってきて、家に帰る手段がない、どうしたらいい

んだと。そのとき、では、夜の最終で来たお客さん、人たちをどうするんだと。本当に移住

とか考えているのか、この町はと言っている人も多いわけですよね。来いよと言っていて、

このありさまかと、帰るに帰れないではないかと。 

  やはりそういうことを、町を挙げて移住とかそういうことをやっている。そして、みんな

で飲食業、コロナで飲食業頑張れといっても、では、飲みに行っても帰る、こんな田舎で、

みんな家が遠くにあるのに帰るのに帰れない。そういう状況の中で、どうやってしていくの

かと。 

  それはいいですよ、ノッカルとかは。それは昼間とか、そういう中でやっているならいい

けれども、そこではない人たちがいっぱいいるよということ。だから、タクシー会社ができ

ないんだったら、そういう特区にしてやるところだって、あってもいいではないかと。それ

は、今度は個人だから、稼げる稼げないは自分のやり方次第だと、あると思うんです、商売

だから。そこのところを、本当に困っている人たち、今現状が皆さんが、３番議員も言った

けれども、本当に困っている、困っているしか言わない。そこのところをもっと早くどんど

ん進めてやらなければ、遅れる町になるのかなと。 

  よそから来た人たちも、飲みに行っても移動手段がないようではしようがないではないか

というような声ばかり聞こえているのに、何とか早めの手段を打てないのかなと思うんです

よ。どうですか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 夜飲みに行って帰れないというのも、実際自分も味わったことが、稲

取だけだったら歩いて帰るとかというパターンになるんですけれども。 

  その中で、やれることをやはりしっかりやっていくんですけれども、なかなかタクシーに

限定してしまうと、大体、よく言われているんですけれども、町の人口規模によって、どう

いう職種が存在できるかというのが大体数値的に出ているわけですね。恐らく東伊豆町の人

口規模だと、もしかしたらタクシー何台とかと決まっていて、それはやはり商売なので、需

要と供給の関係でなかなか難しい。なので、シェアリングをして、共有で目的を持ってやる

ことによって、そこを埋めていくというふうに考えていかなければいけないのかなというふ

うに思っていまして、別にタクシーを全否定しているわけではないんですけれども、現状、

ここ数年見ている限り、先ほど地元のタクシー業者さんが、やはり富士のほうに経営を渡し
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たということもありますけれども、なかなか企業努力だけでは乗り越えられない世の中の流

れというのがあるのかなという中で、何ができるかということを、まさに実証実験というの

は、何ができるかを見つけ出すための実証実験でもあるし、ノッカルについては事業化して

いく話になっておりますけれども、いろいろなものを複合的に併せ持って、なるべくそうい

うような町民の課題を解決できるようなものをつくり上げていくということがいいのかなと

いうふうに思っております。 

○議長（笠井政明君） ８番、西塚議員。 

（８番 西塚孝男君登壇） 

○８番（西塚孝男君） そうですね。ノッカルも、夜のノッカルもあってもいいのかなと。 

  それで、一つのいわゆるバス、路面バスですか、鶴岡市だと、いわゆるバスを、バスでは

なくてマイクロにしたり小さくして、町の中をスムーズに行けるように、バス停を倍にして、

そうやって町民の移動手段を確保してというのが出ている。 

  やはり一つの、東海バスさんも赤字なら赤字、ではどうしたらいいのか。町民が停留所ま

で年寄りで歩いていけない、だから、行ってやろうではないかという一つの発想の転換がな

ければ駄目だと思うんですよね。ただ、今までどおりみたいに路線を走っていて、バス停へ

止まったからそこへ来いよ、それが今赤字で、乗る人がいないと言っているんだったら、私

はそういうところに補助金出しているんだったら、逆転の発想。 

  今、高齢化になっていて、路線バスの停留所まで行けなかったら、もっと小さくして、町

の停留所をもっと増やして、そういう町の中を回るような運行も必要ではないかなと。これ

は昼間とか、そういう部分でやっていく、会社にそういう要望出したらいいのではないかな

と思うんですけれども、どうですか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 今言われた内容にほぼ近いことを、今年、実証実験でやるということ

です。 

○議長（笠井政明君） ８番、西塚議員。 

（８番 西塚孝男君登壇） 

○８番（西塚孝男君） そういうことだったら、期待して待っています。ひとつよろしくお願

いします。 

  何しろ移住や、そうやって皆さんに来てほしいと、いろいろな人たちが来ているけれども、

一番の肝心な移動手段とかそういうのが、運ぶものがなかったら、みんな大変な思いしてい
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るということは忘れないで、ひとつ。 

  これで自分の発言を終わります。どうもありがとうございました。 

○議長（笠井政明君） 以上で西塚議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後１時まで休憩とします。 

 

休憩 午前１１時４７分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（笠井政明君） 休憩を閉じ再開します。 

  午前に引き続き、一般質問を行います。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 稲 葉 義 仁 君 

○議長（笠井政明君） ６番、稲葉議員の第１問、町民の福祉向上に向けた取り組み方針につ

いてを許します。 

  ６番、稲葉議員。 

（６番 稲葉義仁君登壇） 

○６番（稲葉義仁君） ２年ぶりの一般質問で、大変緊張しております。うまく考えがまとま

らないところもあるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。 

  では、町民の福祉向上に向けた取り組み方針についてということで、１問で提出しており

ます。 

  文教厚生常任委員会では、令和４年３月定例会において、町民の福祉向上に向けた取り組

みに関する決議を提出いたしました。そういった経緯もありまして、当町の町民の福祉向上

に向けた取組に関する今後の方針についてお伺いいたします。 

  １、令和６年度には、高齢者の保健事業と介護予防の一体化について、全国の市町村で事

業実施となる予定でありますが、当町における具体的な取組及び既存の事業との関係という

のは、どのようなものになりますでしょうか。 

  ２、重層的支援体制整備事業について、今後、当町が実際に取り組んでいくようなお考え
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はございますでしょうか。 

  ３、先ほど挙げました決議書、こちらでは、一応５点の項目について実行を求めておりま

す。おのおのの項目について、これまでどのような認識をされているのか。また、これまで

取り組まれてきたことなど、また、取組に当たってのハードルとなるようなもの、問題点・

課題等がございましたら、お伺いいたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） 稲葉議員にお答えをいたします。 

  さすが２年ぶりの質問ということがあって、問いは１個しかないんですけれども、中身は

むちゃくちゃ重い、層の厚い質問をいただいたと思っておりますので、丁寧に答弁をさせて

いただければと思います。 

  まず、最初の問１の１番目であります。令和６年度には高齢者の保健事業と介護予防の一

体化という話が、国のほうでも進んでいるということで、これに関して、当町における具体

的な取組と、これまでやってきた当町の事業との兼ね合いみたいなところの御質問かと思い

ます。 

  まず、高齢者の保健事業と介護予防の一体化につきましては、令和２年４月に医療保険制

度の適正かつ効率的な運営を図るための一部を改正する法律が施行されまして、高齢者の保

健事業と介護予防の一体的実施という新たな制度がスタートしたということでございます。

これまで、医療保険者による保健事業と介護保険事業は別々に実施をされている感がありま

して、健康状況などの課題を一体的に対応できていない現状を解決しなければいけないとい

う、そんな思いの中で、この新しい制度がスタートしたのかなというふうに思っております。 

  高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施につきましては、今年度中に具体的な取組方針

を決定したいというふうに考えておりますが、既に保健予防係、健康増進係、地域包括支援

センターが行っている既存事業の見直しを進め、重複事業の一元化や関係スタッフの連携に

よる事業の効率化を行っていきたいというふうに考えております。 

  また、健康づくり関係の各種教室に加え、社会福祉協議会のサロンやカフェに保健師や管

理栄養士などの医療専門スタッフを積極的に派遣させていただいて、健康寿命延伸のための

フレイル啓発を行い、早期の疾病の予防、重症化予防につなげていくことも同時に考えてい

るところです。 
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  このように、既存事業を十分活用することで一体的実施に対応できる、ある程度は対応で

きるのではないかなというのが、現在の基本的な考え方となっております。 

  続きまして、問１の２問目でありますけれども、まさに重層的支援体制についての質問で

ございます。 

  今後、当町がどのように重層的支援体制整備事業を捉まえて、取り組んでいくかという話

でありますが、重層的支援体制整備事業は、社会福祉法の改正によりまして、市町村の手挙

げに基づく任意の事業ということで、令和３年４月から施行されております。 

  この事業は、既存の相談支援や地域づくり支援の取組を生かして、地域住民の課題に寄り

添う制度ということが言えると思いますが、地域住民の課題は複雑化、そして複合化してい

るという中で、一つの世帯に複数の課題を抱えていることも最近多いということで、従来の

子供、障害、高齢、生活困窮などの分野別の支援体制では、十分対応がし切れないケースが

出てきたというふうに認識しております。 

  現在町は、このようなケースに福祉係、地域包括支援センター、学校教育等と連携し、そ

の都度、相談支援等を行っているところです。既存の体制を活用しながら、住民サービスの

向上や問題の早期解決を視野に、当町に合った形での体制の構築に向けて、関係各課で調整

をこれから図っていきたいというふうに考えております。 

  続きまして、問１の３番目であります。 

  決議書に関する質問で、決議書が５点ありますので、それぞれお話をさせていただければ

と思います。 

  まず最初に、決議書について、５点の中の１点目ということで、これは新型コロナワクチ

ン接種会場確保のために一時的に拠点が分かれている地域包括支援センターと健康増進係、

保健福祉センターですけれども、ここの業務の効率化についての御指摘だというふうに捉ま

えております。 

  それで、決議書１点目についてのこちらの答弁ですけれども、まず、地域包括支援センタ

ーと健康増進係を同一拠点で一体的な業務運営が行えるよう調節を図るということについて、

地域包括支援センターの業務内容については、地域内の高齢者に対する総合相談、介護予防

ケアプランの作成支援、地域ケアマネジャーのサポートが主な業務であり、65歳以上の高齢

者への支援が今のところ中心になっているということであります。 

  健康増進係の役割について再確認をすると、介護予防に対する業務も必要と考えるが、生

活習慣病の改善を図るための健康指導など、健康づくり事業に対しての対応が求められ、高
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齢者以外の幅広い年代に対しても、健康増進メニューを実践していくことが望ましいと考え

ております。 

  地域包括支援センターと健康増進係の関係性については、高齢者の保健事業と介護予防と

の一体的実施の中で連携できるものと考えておりますが、今後、関係機関と協議をし、必要

性を検討していきたいというふうに思っております。 

  決議書の２点目についてであります。 

  地域包括支援センター係に事務作業等を補助する職員の増員を検討することについてであ

りますが、高齢者人口の増による業務量の増加に対応しております。事務を補佐する会計年

度職員を１名準備しておりましたが、介護保険係の職員１名が急遽不足状態となったことか

ら、その業務の一部に当たらせるため、地域包括支援センター係を補佐するまでには至って

いないという状況です。 

  昨年、地域包括支援センター職員として、保健師や介護支援職員の募集を行いましたが、

応募は残念ながらなかったという中で、今後も引き続き募集を行うなど、体制を整えてまい

りたいと考えております。 

  続きまして、決議書３点目について、専門的な職員が管理職となった場合、そのスキルを

十分に生かせる人事制度を検討することということについて、これは、管理職とは東伊豆町

の職員の給与に関する条例に規定する等級別基準職務表に掲げる職務の級が６級の者をいい

ます。これに該当するのは、課長、局長、防災監、参事、技監の職務でありまして、東伊豆

町職員の職の設置に関する規則等により、課長、局長、防災監は所掌事務を掌理し、所属職

員を指揮することとなっております。一方、参事、技監は、特定の重要事項を処理すること

となっているということでございます。 

  これにより、課長、局長、防災監は、所掌事務を掌理し、課員を取りまとめ、指揮をして

いきますが、参事、技監は、特定の重要事項の処理に専念するため、その専門能力を生かす

ことができるよう配置をすることができます。これまでも、土木技師が技監となり、その能

力を発揮したという事例がございます。 

  続きまして、４点目、健康増進係の管理栄養士の増員等、専門的職員も含めた健康増進係

の体制強化及び配食サービスの対象拡大等を検討することについてですが、管理栄養士につ

いては、保健予防係に１名、健康増進係に１名おり、連携しながら業務を進めております。

介護予防のためのフレイル事業を今後進めていくには、保健師同様、管理栄養士についても、

さらに補充していく必要があると考えております。 
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  今後、必要な専門職については、募集をかけ、体制の整備を進めていきたいと考えており

ます。 

  配食サービスの対象拡大についての検討についてですが、この事業は、業者に委託し、実

施されております。現状、特段問題は生じていないことから、対象の拡大は考えておりませ

ん。必要があったときに検討し、対応していきたいというふうに思っております。 

  決議書の５点目であります。 

  重層的支援体制整備事業の事業実施に向けての組織体制の再編・再構築について取組を推

進することについては、先ほど２点目で申し上げたとおり、住民サービスの向上や問題の早

期解決に向けた体制づくりに向け、庁舎内及び関係者と研究し、検討していこうと考えてお

ります。 

  高齢期の支援を地域で包括的に確保する地域包括ケアシステムの構築が進められてきまし

たが、この必要な支援を包括的に提供するという考え方を、障害のある人、子供等への支援

にも普遍化する視点が重要ではないかなというふうに考えております。 

  高齢の親と無職独身の50代の子が同居している、いわゆる8050の問題とか、介護と育児に

同時に直面する世帯、いわゆるダブルケアなど、課題が複合化していて、高齢者に対する地

域包括ケアシステムだけでは適切な解決策を講じることが難しいケースにも対応できる体制

をつくることが重要だというふうに考えております。その体制を構築することで、地域共生

社会の実現に向けた包括的な支援体制の構築につながっていくものであるというふうに考え

ております。 

  以上でございます。 

○議長（笠井政明君） ６番、稲葉議員。 

（６番 稲葉義仁君登壇） 

○６番（稲葉義仁君） 答弁ありがとうございます。 

  すみません、ちょっと欲張り過ぎたというか、質問内容が広かった部分もありますので、

混乱を避けるために一つずつ整理して、少しお伺いしたいと思います。 

  最初の質問、介護予防と保健の一体化の部分なんですけれども、この部分でいきますと、

まさに、フレイルという言葉も出てきておりましたけれども、既に現実問題としては、必要

に迫られという部分も、あと準備というところも含めて、各部署が連携して動き始めている

ものであると私も認識をしております。 

  実際問題、私どもがこの決議を出すときに行った包括や増進、その他、福祉係等々のヒア
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リングのときにおいても、既にこのお話も出ておりましたし、その中で、こんな形でやって

いくんだよということで、それがそもそも私どもが文教厚生常任委員会として、介護・保健

の切れ目ないというか、町民の方をずっと１人の人を軸にして見守っていくという部分で、

関心を持ったきっかけにもなっております。 

  そういった意味で、具体的に、本当に対応していただいているのはありがたいんですが、

なかなか先ほどもあったように、人的な体制等も含め、決して十分ではない中、これを形上

の話というか、事業化というか、具体的な形としてもう少し整理をしていく、そういった視

点に立っていくと、もう少し上の方々、課長、場合によっては、それより上の方々で組織的

な対応をして、この事業というものの全体の運用、そういったものをきちんと固めて、安定

的に運用していけるような形に持っていく。このあたりが、実際の事業化という意味での一

番重要なポイントではないかと思うんですけれども、このあたり、いかが御認識いただいて

おりますでしょうか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 御質問ありがとうございます。 

  保健事業と介護予防についてというのは、そこだけで切り取ると、健康づくり課がメイン

になってくるような話になるかもしれませんけれども、人的体制の問題は随分前から御指摘

をいただいている中で、しかるべき適切な体制づくりをやらなければいけないとは思ってお

ります。 

  現状、その前段階で、今、町全体の在り方みたいなのを、まちづくり指針というのを今つ

くり始めました、理論を。その中で、東伊豆町の中で、それぞれのエリアがどういうような

役割を担っていくかみたいな話も含めて、当然、そこに保健センターの話も絡んでくるとは

思いますので、そこの辺をしっかりと決めながら、そこの中で、どう組織的な配置を決めて

いくかという議論が進むと思っております。 

  なので、今すぐ慌てて、そこの形だけ捉われてやるというよりは、現状、既に必要に駆ら

れて連携は取っているというお話も議員のほうからありましたので、そこは維持しながら、

受皿のところについては少し時間をいただきながら、まちづくりと併せて、よりいい配置関

係とか、そういうのを考えていけたらいいのではないかなと思っております。 

○議長（笠井政明君） ６番、稲葉議員。 

（６番 稲葉義仁君登壇） 

○６番（稲葉義仁君） ありがとうございます。 
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  そうですね、別に無理やり、すぐにやれとか、そういうことを言うつもりも全くなく、き

れいに、今できたものがよりスムーズに流れるようにつくっていくということが、効率化に

つながる部分もあるかと思います。そういった意味合いで、管理職の方々含め、全体の運用

を整理していくという意味合いでは、いろいろ出番というか、この部分について果たせる役

割って結構あると思うので、そのあたりはちょっとやはり、今ある部分の効率化を図るとい

う意味合いでの組織の運用の見える化ではないんですけれども、きちんと整えていくという

部分。これを整えることが、実際の事業化、こういったところに結びついていくものだとも

思っておりますので、そのあたりは、先々の話としての大きな意味での再編というのとは別

にして、そのあたりもしっかりと対応していただければと思います。 

  同じく、かなり話が似通ってしまっているので、一気にいきますけれども、先ほどの重層

的支援体制整備事業、こちらもかなり話は、分野は違いますが、既存の事業を生かしていく

という意味では同じような話でございまして、そもそも地域包括支援センター、これは、先

ほど町長の答弁にもありましたが、介護、医療、保健、福祉などの側面から高齢者を支える

総合相談窓口、それで町民に安心して暮らしてもらおうというような窓口でございます。 

  一方、重層的支援体制整備事業、こちらですが、こちらは端的に言うと、属性を問わない

相談窓口、先ほどは高齢者というくくりがありましたけれども、そこが取っ外れた話で、言

ってみれば、困ったことは何でも、まずはここで相談しましょうというような窓口であると

理解しております。 

  町長のお話にもありましたとおり、既に地域包括ケア会議、こういったところで対応して

いる案件の中には、現実問題として、こういう複合的な課題というものを抱える住民が既に

おられるということで、機能としてはかなり近いことを既に実際果たしている部分はあるの

ではないかなと。 

  決議書の中でも、そういう意味合いも含めて、そこをもう一回見直して、よく整理すると、

要はそのまま重層のほうに持っていけるのではないかなというところも含めまして、こうい

う形での提言をさせていただいたという経緯がございますが、この辺はいかがでしょうか。

ちょっと１回、考え方を伺っておきたいんですけれども。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） ありがとうございます。 

  ほぼ考え方は近いものがあるのかなと思っていまして、まさに地域包括ケアシステムにお

ける対象というのは高齢者というところを、これを、先ほど少し答弁でも言ったかもしれま
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せんけれども、対象を障害の方とか子供とか、より幅広く対象を増やすことによって、結果

的にはそれが重層的な支援になってくるという認識であります。 

  余談でありますけれども、この辺の介護とかこの辺の話についていっても、結局、やはり

人手不足というところが多分根底に流れていて、先ほどの午前中の答弁でもお話ししました

けれども、マンパワーが足りないところに関してやることは大体決まっていて、先ほどはシ

ェアリングと平準化と、あとはＤＸという話をしたと思いますけれども、多分ここも同じよ

うな感じだと思っています。 

  つまり、シェアリングという部分において、高齢者だけではなくて、ほかの世代にもシェ

アをしていくという考え方を入れることによって、限られた人材をどう適正に配置していく

かというような課題解決の方向性が、ここにあるのではないかなと、ちょっと感じておりま

すので、そこについては、その認識をしっかり持ちながら、とはいいながらも、現場の声を

大事にしながら、検討を進めていきたいと思っております。 

○議長（笠井政明君） ６番、稲葉議員。 

（６番 稲葉義仁君登壇） 

○６番（稲葉義仁君） ありがとうございます。 

  この辺は、ややもすると、少し先、あるいはずっと先を見据え、整理していかなければな

という部分であったかと思います。町長の考え方も非常に、私のほうも腑に落ちるというか、

分かりやすい御説明をいただいたなと思っております。 

  包括と増進の、今度、決議書の拠点の話がございました。このときは拠点をということで、

こういう形で一応要望というか、意見をさせていただきましたが、ここの背景にあったのが、

ヒアリングを行ったときに聞いていた、やはり現状の体制の問題でございます。 

  ちょっと以前の資料があったので、軽く御説明をさせていただきますけれども、まず地域

包括支援センター、こちらでいきますと、これは令和２年度の地域包括支援センターでの総

合相談、これが約2,400件、その前の年が2,000件ぐらい。高齢者の相談が全体の７割、２割

ぐらいはマンション分譲地からの相談。２年前から一方で、行政、それから成年後見関係機

関、こういったところ、本人以外からの相談が、令和２年の時点で増加を始めていると。さ

らに言えば、認知症関連の相談が全体の７割。先ほどちょっとありましたけれども、具体的

に成年後見制度に関する相談がこの年で300件弱と、大幅に増加しているというような話を

伺いました。 

  これを、体制でいきますと、保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員、３名がセンター
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ということで対応しているということで、なかなか大変だなというのを感じた記憶がありま

す。 

  地域包括支援センターの業務としては、そのほかに介護予防、ケアマネジメント業務、こ

こが、それこそ増進なんかとの連携で行っている部分ですね、介護予防事業。こういったと

ころ、フレイルなんかも、このあたりに多少絡んでくるのではないかと思います。 

  包括的・継続的ケアマネジメント業務、これはケアマネ等への間接的な支援、さらには、

認知症対策として、ニューサマーカフェや認知症サポーター講座など、こういった講座の開

設、さらに、あんしん見守りネットワークというのがございます。関係の民間団体と連携し

まして高齢者を見守るような仕組み、それの事務処理と、さらに、先ほどから何度も話に出

ております地域包括ケア、こちらの部分の業務、それに地域ケア会議、これは、先ほども出

ておりましたが、総合相談を通じて把握したケースを支援するために、必要な関係諸団体と

連携して、会議をして、課題解決を図るというような形になっているかと思います。 

  さらに、先ほど、すみませんね、増進とという話もありましたので、増進との連携という

意味では、先ほどの健康づくり教室の部分、それからフレイル、ライフプランセミナーは名

前が変わりましたけれども、こういったところ。あと、マンションや別荘地への同行訪問に

よる介護予防への取組、低栄養と思われる方への食事指導のための同行訪問、それから、ケ

アマネへの食事に関する講義、こういった形でいろいろ、何か３人で行っているとは思えな

いぐらいの、一気に見てしまうと、自分でも把握はできないんですけれども、こういった広

範な業務を専門家の方々で行うのは、もちろんありがたいことなんですが、やはり外部との

連携がかなり多い部署でもあるという意味でいうと、先ほど残念ながら、１名の事務員がう

まくいかなくてということがありましたけれども、そのあたりで、やはり他部署、他部門、

他団体との連絡調整等々、そういった部分については、それを行える方というのは、やはり

別に用意していくべきなのかなと感じております。 

  この辺がなかなか、皆さん頑張っていただいて、状況は分かった上でやっていただいてい

るとは思うんですけれども、どうしても人は人ですから、あまりきつい状況が続くと、気持

ちが切れてしまうということもあろうかと思うので、そのあたり、きちんとやはりフォロー

できる体制をつくっていくということは必要でないかと思うんですけれども、そのあたり、

いかがでしょうか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） お話を聞いた限り、例えば、地域包括支援センターの仕事の内容が莫
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大にあるよねという話と、あと同時に、健康増進係の業務というのもあるんですけれども、

その辺の人材をお互いに融通できるような環境でフォローし合うというのも大変重要かなと

思いましたし、今言われていた連絡調整をやる人材というところに関しては、とても重要な

ポジションだと私も感じているので、その人材をどう確保するかというのは、恐らくほかの

自治体も同じようなことをやっている中で、東伊豆町として、具体的にどういうようなアイ

デアがあるかということについては、関係部署とも相談しながら、ちょっと考えていかなけ

ればいけないなというふうに思っております。 

○議長（笠井政明君） ６番、稲葉議員。 

（６番 稲葉義仁君登壇） 

○６番（稲葉義仁君） ありがとうございます。 

  そうですね、連絡調整とか、この辺がかなり、ある意味肝で、あと、逆に包括、それから

重層の今度は窓口という部分でも、窓口に専門家が入ってしまうとバックがいないという意

味合いで、育てるのは大変なんですが、たしか先進地では、窓口がある程度網羅的に広範な

知識を持って、上手に振り分けられるような方を置いて、その後ろの課題解決の部分に専門

家を配置していくというような形を取っているようなケースも見受けられるように記憶して

おります。 

  なかなかこの辺、そうはいってもというところで、難しいんですけれども、そんなところ

も含めて、うまい仕組みをつくっていただければなと思っております。 

  その意味で、ちょっと先ほども出ましたけれども、専門職の人事制度という話の中では、

課長をはじめとする職務の部分と参事、技監というところで、ある程度すみ分けが図れると

いう話がございました。 

  一方で、このあたり、小さな自治体ではあまりまだ見られないですけれども、人事制度自

体を複線化を行いまして、専門職、こういった部分は、それ用の人事制度というか、コース

を大体３コースぐらいにパターンを分けて、それぞれを一定程度経過したところから選択を

していただいて、キャリア形成につなげていただくというような試みも見られているように

見受けられます。 

  このあたり、専門家の方、それ以前に、普通の職員もなかなか集まらないという話がある

中で、それぞれの考え方に合った働き方を用意する、そういう意味合いにおいては、それぞ

れ複数のコースを設けてというのも、検討していってもいいのではないかなと思うんですけ

れども、そのあたりに対して、町長はどのようにお考えでしょうか。 
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○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 今、時代の流れは、どっちかというと集約とか、一本化とか、シェア

リングとかという方向に流れている中で、あえてそこを複数のコースというところが、どこ

まで現実と合ってくるかというのは、少し検討が必要かなと、あまりよく分からない中での

意見でございます。 

  ただ、必要であれば、その辺は、専門性を生かしたコースをしっかり考えていくとかとい

うのは、ちょっと考えてみてもいいのかなというふうに思います。 

  それと、先ほどの話に少し戻るんですけれども、連携の中で調整役みたいな話がありまし

た。今の議論の中だけでも、どちらかというと、人が足りないという議論が先行するんです

けれども、よくよく考えてみると、最近どこの民間企業も、クエスチョンをするのって、全

部ＡＩとか、そっち系で全部振り分けていると思うんです。質問事項をしたら、そこで答え

が返ってくるという、人を介さないで。 

  例えばそういうような取組が、もしこの分野にも少し入ってくるとすれば、もしかしたら、

そこの部分の人材というのを補完できるのではないかなと、ちょっと今の議論の中で単純に

思っただけです。なかなかハードルは高いと思うんですけれども、ただ、それをやれば自治

体で共有、共有というのは、やり方は全部、システムは同じものを使えばいいので、という

ふうにもちょっと思ったりもしたので、今後そんなのをちょっと念頭に置きながら、いろい

ろ考えていきたいと思っております。 

○議長（笠井政明君） ６番、稲葉議員。 

（６番 稲葉義仁君登壇） 

○６番（稲葉義仁君） そうですね、人事制度のところはちょっと補足をします。 

  多分、今、民間では割と普通かなと思うんですけれども、ごくごく簡単な言い方をしてし

まうと、経営者的なところにばりばり働いていきたい人のコースと、こつこつ働いていれば、

給料そんなに上がらなくてもいいよというコースと、自分のスキルを徹底的に磨いて、その

技術だけで飯を食っていければ、別に出世しなくても給料もらえればいいよと、大体そうい

う形にコースを分けた上で、それぞれの中を選んでいただいてというようなことをしている

というケースが結構、民間では多分、普通にあるのではないかなと。 

  試しに調べてみたら、自治体の中でも、そういう試みがちょっと増えているというような

ところもありましたので、専門職がなかなか見つからないという中で、こういうものがどの

くらい利くのか分からないんですけれども、少し研究をしてもいいのかなと思った次第でご
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ざいます。 

  人が足りないとか、なかなか厳しいと言っているところであれなんですが、最初の介護と

保健の一体化の話でいけば、これも先進的な地域でやっているところでよく見ていると、見

落とされがちなのが、74歳以下の部分は、ではフレイル対策みたいなものは要らないのかと

いうような話が、あまり制度を重視し過ぎると、ここが落っこちてしまうというケースが実

際あるようです。 

  私どもの町の中の決算審査なんかでも、この辺て、多分副町長がおられた頃とかに何度か

話に出ていたと思うんですけれども、74歳以下はフレイル対策をしなくていいのかというよ

うな話に対して、必要なんだけれども、そこまで広げていくとやはり人手が足りない、とて

もではないけれども、そこまで回らないので、そこは意識しながら頑張っていきますみたい

な話があったかと思うんですけれども、現実問題として、認知症予防という意味でいうと、

先々はそういったところも含めて全部網羅していく、少なくともそこを狙っていくこととい

うのは必要だと思っております。 

  そうすると、やはり、また堂々巡りになってしまいますけれども、今度は保健センターの

ほうの栄養士さん、保健師さん、いずれにせよ、そういうのを面倒見る人が必要になってく

るよねというところで、なかなかやはり、どこから手をつけていいのかなというところもあ

るかとは思うんですけれども、ただ、現実問題として、日は１日１日、毎日過ぎていくもの

ですし、先を見据えつつもやはり、あしたどうする、来月どうするという意味合いで、きち

んと面倒見ていかなければいけないところも多いかと思いますし、全てに対応するのは本当

に難しいことだとは思うんですけれども、難しいと言っていてもしようがないので、ここは

何とか、解決策が思い浮かばないまま、こうやって質問していて、申し訳ないんですけれど

も、やっていかなければいけないなとは思っております。 

  その意味合いにおいて、先ほど町長から御答弁いただいたＡＩの活用とか、そういったこ

とも必要でしょうし、場合によっては、これも考え方なんですけれども、社会福祉協議会も

ありますから、ああいったところを逆に少し強化して、ああいったところに中心的な役割を

担ってもらえるような体制をつくるというのも一つの考え方でしょうし、何が一番いいのか、

その辺を現場の担当を含め、皆さんで議論していただいて、ちょっと先に向けた、これいい

ねというものを少しつくっていっていただければ、ありがたいと思っておりますが、そのあ

たりいかがでしょうか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 
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○町長（岩井茂樹君） ざくっとした感じなんですが、多分、ちょっとずれていたらごめんな

さい。究極の問題って、やはり人口減少があって、人口が減ってくるけれども、この役場も、

役場の職員がかなり減っている、100人単位で、もっと減っているのかな。という中で、で

も、実際やらなければいけない仕事の種類というのは変わらないんですよね。そこがむちゃ

くて大変であると。それをどう乗り越えようかというところが、本当に大事なところだと思

います。 

  人が減ってもやることは変わらない。10人相手にしていたのが２人になったとしても、で

も、やる内容は同じということだと思うんですけれども、その辺をどう乗り越えるかという

ことであるかなと。 

  あと、技術的な職員がやはり、特に土木については、多分、全国的にこれ、新聞紙上でも

そんな記事をよく見ますので、技術系の職員が役場に入らないという話があると思います。 

  今、静岡県の中で、発注業務については、県の団体がそれを請け負うということをやり始

めていると思います。つまり、ノウハウを持った人のところをみんなでシェアして、そこを

活用していくというやり方。人口減で、でも、やらなければいけないことは変わらないとい

うことにおいては、やはりそのような工夫が必要なのかなという気もちょっとします。 

  ただ、この分野に関しては、介護とかその辺の分野に関しては、なかなかそういう意識が

まだ広がっていないのかなという印象を受けるので、稲葉議員の御提案も踏まえながらも、

これからのこの分野に対する課題を乗り越える方法として、先ほどの繰り返しになりますけ

れども、物事を共有していったり、シェアをしていったり、最新の技術、ＤＸ、ＡＩ等を使

って、マンパワーが少ない部分を補完していくというやり方は入れざるを得ないのかなとい

う気は、ちょっとしております。 

○議長（笠井政明君） ６番、稲葉議員。 

（６番 稲葉義仁君登壇） 

○６番（稲葉義仁君） ありがとうございます。 

  そうですね、ちょっと、すみません、忘れていたことがあったので、というか、先ほど配

食サービスのことで、民間にやってもらっていただいていて、今は十分なのでという話があ

ったかと思います。 

  ここ、ちょっと出たのは、以前にも多分、栗原議員なんかも質問で出しておられたんです

けれども、フレイルとか食生活という意味合いでいくと、配食をそういったサービスに使え

る可能性って、ゼロではないと思うんですね。結局、買物に行けないから、食生活がかなり
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極端に偏ってしまうという方もいるように伺っておりますので、このあたりを拡大して、逆

にこの方々が、配りながら少し面倒見てもらうというのも、フレイルとか、面倒を見るとい

うか、気を遣わなければいけない町民の方がたくさんいるという状況で、使えるものを使う

という意味合いにおいては、そういった使い方も一理あるのかなと思って、先ほどちょっと

聞いてみようかなと思ったのを忘れていましたけれども、そのあたりいかがでしょうか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 私のあくまでも印象を述べるんですけれども、多分それが正しいとい

いう保証がいまいちないので、後で担当課にそこの部分について、ちょっとコメントもらお

うかなと思うんですが、今の部分、配食サービスにほかの機能を付加させるということだと

思います。まさに先ほど私が言っている、人が減ったときにいろいろな機能をシェアして、

一つだけではなくてという方向性は、これは正しいのかなと、ちょっとそういう印象を受け

ますので、担当課と相談をしながらですけれども、もし検討の価値があるということであれ

ば、検討したいと思っておりますが、担当課は何と答えるんでしょうか。 

  今、ちょっとすみません、横からプロの方から教えていただいたんですけれども、現状な

んですけれども、既に弁当の手渡しをしているときに安否確認をやっているということ、あ

と、利用者の身体状況に応じて、関係機関への連絡を取るということをもう既にやっている。

ただ、それは多分、制度の中でというよりは、現場サイドの判断とか、必要に迫られてみた

いなところがあると思うんですけれども、既にそういうことはやっているということでござ

います。 

○議長（笠井政明君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（鈴木尚和君） 今、町長の答弁にありましたように、配食サービスをしなが

ら安否確認をしまして、関係機関に連絡を取っている状況でございます。 

○議長（笠井政明君） ６番、稲葉議員。 

（６番 稲葉義仁君登壇） 

○６番（稲葉義仁君） ありがとうございます。それは伺っております。 

  ただ、対象が今、どちらかというと、配食ってすごく絞られていると思うんですよ。当面

それも、拡大する予定もないというような話を聞いた記憶もございます。どちらかというと、

独居とかで、自分でちゃんと御飯が作れない方にとかだったのかな、そこをだから、逆に対

象者という意味合いで、逆に食生活が不安だという意味では、フレイルの予備軍に当たる方

というのも、そういうところに当たるという意味合いにおいては、こういったサービスを使
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って何か改善を図るというのも一つの在り方ではないのかなと思って、このような質問をさ

せていただきました。 

  もちろんこの辺、実際の効果がどうとかこうとか、あと、もちろん経費的な部分もござい

ますし、担当課がどう判断するかというところが一番大事なところだと思いますので、決し

てこれを押しつけたりするつもりはございません。あくまでも材料の一つとして、こういう

考え方はあるのかなという意味合いで、今回は挙げさせていただきました。 

  いずれにせよ、いろいろ、すみません、取り留めもないような質問にちょっとなってきた

ようなところはあるんですけれども、今回はたまたま、こうやって介護、健康づくり、こう

いったところを中心にいろいろ調べたということを背景に、こういう質問をさせていただき

ましたけれども、同じぐらい大変な部署が実はほかにもあったりとか、全庁的に見渡せば、

いろいろな課題というのは当然あるかと思います。 

  全体を見回した中での介護の健康づくり、フレイルというところにもなるかと思いますの

で、なかなかここだけに突っ込んでという話ではないというのも承知しておりますので、そ

のあたり、よりよい東伊豆の未来に向けて頑張っていただければと考えております。 

  もちろん役割は違いますけれども、議会もそういった意味合いで、何かこの辺調べてきて

くれよとか、お手伝いできることがあれば、もちろんこちらも協力をいたしますし、とにか

く最後は、町民が笑って暮らせる、そういった町をつくるというところが最後の目標になる

かと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） 以上で稲葉議員の一般質問を終結します。 

  この際、14時５分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 １時５２分 

 

再開 午後 ２時０５分 

 

○議長（笠井政明君） 休憩を閉じ再開します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 栗 原 京 子 君 
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○議長（笠井政明君） ７番、栗原議員の第１問、住民参加のまちづくりについてを許します。 

  ７番、栗原議員。 

（７番 栗原京子君登壇） 

○７番（栗原京子君） こんにちは。 

  今回、２問を質問させていただきます。よろしくお願いします。 

  それでは、１問目、住民参加のまちづくりについて。 

  人口減少と少子高齢化が進む中、行政と地域が協働してまちづくりを進めることは今後ま

すます重要となってくると考え、以下の点を伺います。 

  １、地域の課題の共有や課題解決に向けて、行政と町民が協働するための仕組みは現状ど

うなっているのか。 

  ２、愛知県新城市の「若者議会」のような取り組みが必要だと考えるが、いかがか。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（笠井政明君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） 栗原議員にお答えをいたします。 

  １問目の最初の質問でございますけれども、地域の課題の共有や解決に向けて、行政と町

民が協働するための仕組みということでございます。 

  まず、行政と町民が協働するための最も重要な仕組みは、議会だというふうに考えており

まして、まずは議会の皆さんと地域の課題などを共有することが大切だというふうに思って

おります。 

  それ以外にも様々な機会を捉えて、町民の意見を聞く機会を増やそうと取り組んでいると

ころです。昨年の12月に６回、先月２回、「町長と語ろう まちづくりの会」を開催いたし

ましたが、今後は、これからまちづくり指針というのをつくろうと思っておりまして、それ

を策定する過程でも、様々な団体から御意見を聞いていきたいというふうに考えております。 

  また、広報ひがしいず６月号に「町民の声」という意見提案用紙を折り込ませていただき

ましたが、これは年に３回実施する予定でございます。また、役場の２階、熱川支所、図書

館、保健福祉センターには、町に対する意見をいただくための町民の声投書箱を設置したの

で、ぜひ気軽に御意見をお寄せいただければというふうに思っております。 

  続きまして、２問目の愛知県新城市の「若者議会」のような取り組みということでござい
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ますが、今、町に必要なのは、町民１人１人の行動であるというふうに考えております。行

政がお膳立てしなくても、若い人が行動してくれることを期待しているということでありま

して、そういう若者がいれば、町としても積極的に支援をしていきたいというふうに考えて

います。 

  新城市の若者議会も、若者の提案から始まったというふうに聞いております。町が実施し

ている公募型補助金交付制度には、子育て世代のグループの応募もあるので、そういった動

きを後押ししていきたいというふうに考えています。 

  新城市では、平成26年４月に機構改革で、市民自治推進課に若者政策係を置き、若者政策

を推進していると聞いております。若者議会は、１年間を通じての取組の中で、かなりの労

力が必要となりますが、当町の規模で同じような職員配置をして、若者議会のようなものを

運営するのは、現状では少々困難な面があるのかなというふうに思っております。 

  まずは、現在取り組んでいる町長と語る会や各種団体との意見交換などを充実させ、若者

からの意見も、そういうような機会を通しながら、積極的に酌み取れるようにしていきたい

というふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） ７番、栗原議員。 

（７番 栗原京子君登壇） 

○７番（栗原京子君） 今、町長の御答弁にありましたように、昨年が６回で、今年の５月に

２回、町長と語る会という会合が開かれて、12月の語る会については、各区でどういったや

り取りがされたかというものも、ホームページ上で拝見することができました。本当に各区

の皆さんから様々な声が上がって、まず、やはり町民の声を、直接生の声を聞いていこうと

いうこの姿勢というのは本当に大事だなと思った一方、また、そういう会合に参加しづらい

状況の方たちもいらっしゃる。また、参加してもなかなか、みんなの前で意見を言うという

ことに抵抗があるというかハードルが高い、特に女性なんかは、なかなかそういう区の皆さ

んが集まっている中で意見を言うというのは、何となく言いづらいものってあると思うんで

す。 

  そういった方たちでも、いろいろな考えを持って、いろいろな意見を持っていらっしゃる

方が多いと思うんですけれども、そこら辺の声をどう拾っていくかということも、一方で大

事なのかなというふうに思いました。 

  それに対応できるのが、今回、広報ひがしいずに挟まれていた、町長に直接、自分の町に
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対する意見とか要望を、無記名でもいいという形がとてもいいなというふうに思いました。

この形だと、誰でも本当にいろいろな意見が遠慮なく書けて、また、それを町長が直接見て

くれる、町政に生かしていけるということで、本当にこれは大事な取組をしていただいたな

というふうに思います。 

  ただ、その一方で、そういうことに全く興味がない層っていらっしゃると思うんです。恥

ずかしながら、私も若かりし頃は、全く興味がない１人でありました。本当に日々の生活や

仕事のことで頭がいっぱいで、町がどういうふうに運営されていくのかとか、将来どうなる

かということは全く考えの中になかったんですね。 

  これから人口が減って、職員の数も減って、先ほどから町長がシェアリング、町も頑張る

んだけれども、町民の皆さんにも頑張っていただきたいということは、当初よりおっしゃっ

ていましたけれども、そういう仕組みをつくっていく中で、いかに町民の皆さんの意識を、

町の運営だったり、いろいろな住民サービスに向けていくかというのは、本当にこれからと

ても必要な視点になってくると思うんですね。 

  こういう意見を言う機会を町民の方が得るということも、その一つの方法でもありますし、

また、先ほど新城市の若者議会の話が出ましたけれども、これもその一端ではありますけれ

ども、私が考えたのは、まず最たる議会が、町民の代表である議会との連携というか、意見

の声を聞くことがという、町長おっしゃいましたけれども、一緒に町の運営だったり、そう

いうものを、要望とか意見を言うだけではなくて、一歩進んで、まちづくりに一歩自分も参

加していく。言ってみれば、今度町にできた政策推進係でしたっけ、いろいろな政策を練っ

ていく。そういう感じで、要望を言って、それを解決、地域の課題であったり、そういうも

のを解決するために政策を練り上げていくのを、一緒に町と共にやっていけるような、そん

な仕組みがあったらいいのかなというふうに思いました。 

  要望や意見を言う、返事をもらうというだけだと、なかなかやはり、自分に関係する要望

だけ声を上げるだけで、町全体のことに対しての意識というのが、なかなか向かなくなって

くるのかなというふうにも考えたりもしました。なので、これ、代表で新城市の若者議会を

取り上げましたけれども、町民の皆さんが一緒になって、いろいろな政策や課題解決に向け

ていろいろ考えていけるような、そういう仕組みが大事なのではないかなというふうに思っ

て質問をさせていただきました。それが行政と住民との協働のまちづくりにつながっていく

と思います。 

  また、総務省における自治体戦略2040構想では、行政が新たな公・共・私相互間の協力関
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係を構築するプラットフォーム・ビルダーに転換することが求められています。これは、

公・共・私の間の新しい協力関係を構築する土台や場であるプラットフォームをつくるビル

ダー、役割を行政が持っていくという考え方ですが、こうした果たすべきとされる役割に対

する町のお考えというか、現状どうなのか。また、これからそういうふうに、プラットフォ

ーム・ビルダーとして、どういうふうに町は対応していくのかという取組などの考えがあり

ましたら、改めてお示しをいただきたいと思います。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） ありがとうございます。 

  政策の練り上げの段階で、町民も一緒に入ってくるという話でありますが、今ちょうど、

まちづくりの指針というのを今年中につくろうかという話があって、まちづくりの指針とい

うのは幅広いですよね。例えば地区でいえば、東伊豆は大川から始まって、稲取まで各地区

があって、観光地として、観光地の中で温泉街といっても、ぱっと考えただけでも熱川と稲

取があって、それぞれのまちづくりが、またちょっと変わってくるのではないかなという話

の中で、幾つかって結構な数なんですけれども、テーマを分けさせていただいて、それぞれ

のテーマごとに会議体というか、今、そういう会をつくらせていただいております。つくり

始めました。 

  基本的な考え方としたら、行政だけではアイデアもマンパワーも足りないので、当然、町

民、民間の皆さんの御意見もそこに入れていくという基本的なスタンスが既にありますので、

それに基づいて、今、組織体を既につくって、その議論を始めたところであります。 

  公・共・私のプラットフォームについては、何か近いものがだんだんできてきているので

はないかなというふうに、役場としての考えもあるし、町民の考え方もあるし、場合によれ

ば、ほかから来ていただいて、違う考え方をそこに入れていただくということも必要な場合

もありますし、そういうことをそれぞれのパーツでやりながら、一つの指針にまとめていき

たいなというふうに今考えているところです。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） ７番、栗原議員。 

（７番 栗原京子君登壇） 

○７番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  一応そういう会議体をつくって進めていっているということで、よかったなというふうに

思います。 
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  町が抱える課題というのは、これから介護の問題もそうですし、少子化の問題もそうです

し、本当に様々な分野で、またケースがいろいろ、それぞれに違ってきている中で、この体

制の中で、住民サービスを低下させないように維持していくというのは厳しいことだと思う

んです。私たち町民側のほうでも、やはりいつまでもお客さん気分だと、そこに対して不満

が出るばかりになってしまう。自分たちの町を自分たちでどうしていくのかという視点とい

うのは、本当にこれから大事になってくるし、また、では自分にできることは、その中で何

があるのかと考えていく感覚というか、そういう物の見方というのは本当に大切だと思いま

す。 

  そういう会議体をつくっていくことによって、また、その人たちが核となって、そういう

考え方が浸透してくるといいなと思いますし、また、この後に移動支援の話も出ますけれど

も、いろいろな場面、場面で担い手不足が言われています。例えば、各地域で活躍してくだ

さっている民生委員さんなんかも本当に成り手がなくて、次の方を探すのが大変だという声

がよく聞こえます。そこら辺もやはり、誰かそこに関係する人がやればいいという形ではな

くて、それぞれの地域の課題を、ではそれぞれでどうしていくんだというのを、町からの受

け身でなく、自分たちも考えていけるような、そういう土壌をつくっていくために、今、各

地域でそれぞれの会議体をつくって進めていくということで、それが浸透して広がっていけ

ばいいなというふうに思います。 

  また、今回、特に介護とか介護予防とか、そちらのほうで担い手不足というのは強く感じ

ているところではありますけれども、そこら辺もしっかりと併せて進めていただきたいと思

いますし、また、町民の方々の意識を変えていくというのは本当に大変なことで、少しずつ

あると思うんですけれども、またどういう形で、そういう意識が変わるような仕組みづくり

というか、きっかけづくりとなるような仕組みをつくっていただけたらなというふうに思い

ますけれども、そこら辺は、ほかには何か、町長として考えていらっしゃることって、あっ

たらよろしくお願いします。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 意識を変えるためのやり方というよりも、これからまちづくりをどう

していこうかというところの考え方で、ちょっと質問と違うかもしれないんですけれども、

行政は行政で一生懸命やるんですけれども、いかんせん人材、マンパワー不足というのは否

めないと。ただ、それでできないというわけにもいかないというところの中で、やはり町全

体が全ての課題に対して、それぞれ町民お一人お一人がやれるところをやっていただくこと
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によって、少しでも乗り越えなければいけないハードルというのが低くなってくるのかなと

いう認識でおります。 

  簡単な話で言うと、道路から生えている草木の伐採とか、町がやらなければいけないとこ

ろも確かにあるんですけれども、様々な制約条件でなかなか進まないところにおいては、既

にボランティア的なところでやっていただいていると。そういうのは大変感謝をしつつ、町

民全体がそれをやる、多少やっていただけると、またそれもいいのかなと思いますし、子育

てにしても、町民全体が温かい目で子供たちを見るとか、そういうような町民全体の政治と

いうところをやれると、多難な将来が待っているかもしれませんけれども、何とか乗り越え

ることができるのではないかなというふうに感じております。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） 次に、第２問、高齢者移動支援サービス事業ついてを許します。 

  ７番、栗原議員。 

（７番 栗原京子君登壇） 

○７番（栗原京子君） 次に、高齢者移動支援サービス事業についてを伺います。 

  町は、外出に困難を抱える高齢者の移動支援サービス事業「支えあう東伊豆」を昨年末か

ら行っているが、満足度向上のため、次の点を伺う。 

  １、現在までの利用者数とサービス提供者数は。 

  ２、利用できる行き先が限定されているが、この先広げていく考えは。 

  ３、利用条件等により利用を諦めている方もいるが、そのような声は届いているか。 

  以上３点、よろしくお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） 御質問ありがとうございます。 

  第２問の答弁を行わせていただきます。 

  まず最初に、高齢者移動支援サービスの中で、現在までの利用者数とサービス提供者数、

そのバランスも含めてだと思うんですけれども、まず、令和４年度の利用件数は69名、延べ

103名の方が高齢者移動支援サービス事業を利用されました。また、サービスを提供する支

援者については、現在９名の方が登録をしておりますが、実際に活動されている方は８名と

いうふうになっております。 
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  また、２番目でありますけれども、利用できる行き先が限定されているということで、こ

の先、行き先を広げていく可能性はあるのかということでございますが、この事業は、介護

保険制度における地域支援事業の中の包括的支援事業に位置づけられておりまして、生活支

援サービスの一環として行われておりまして、社会福祉協議会に委託をして、事業を今進め

ているということでございます。 

  高齢者移動支援サービス事業の変遷について、少し触れさせていただくと、令和４年４月

にこの事業がスタートしましたが、スタート当初は、奈良本サロンの送迎のみに限定して実

施されました。同年８月からは、大川・北川地区を新たに事業対象エリアに追加し、また、

これまでサロンに限られていた行き先に、新たに町や社会福祉協議会が主催する各種教室、

またはカフェ、健康診断、あとは買物、ただし、町内で買物をする場合ということなのであ

りますが、などを今、追加したところでございます。 

  同年12月からは、さらに片瀬・白田地区を事業対象エリアに追加し、本年、令和５年２月

からは、稲取地区を新たに事業の対象エリアとして追加をさせていただいたところです。こ

のように、事業の対象及び行き先を順次追加している段階であります。 

  一方で、本事業の事業規模がまだ定まっていないこと、また、事業を支えるサービス提供

者が８名と限られていることから、今後行き先を広げるかどうかというのは、これからの推

移を見て判断をさせていただければというふうに思っております。 

  続きまして、利用条件等により利用を諦めている方がいるということでございますが、そ

のような声は届いているのかというお話であります。 

  ２点目で申し上げましたとおり、利用できる行き先については、範囲が限定されているこ

とから、利用条件に当てはまらない駅や病院への送迎を求める声があったことは聞き及んで

おります。また、予約期間が１週間前であることの不便さについても、そんな御意見が出て

いるのも存じ上げております。 

  予約の件については、事業開始から１年が経過し、委託先の社会福祉協議会が事務の執行

に慣れてきたことも踏まえまして、今後の対応を修正できるかどうかも含めて考えていきた

いというふうに思っております。 

  以上でございます。 

○議長（笠井政明君） ７番、栗原議員。 

（７番 栗原京子君登壇） 

○７番（栗原京子君） ありがとうございます。 
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  移動支援については、１年前に私、ちょうど昨年の６月議会で、移動支援事業については

質問をさせていただきました。やはり運転ボランティアさんの担い手の不足が、そのときも

深刻だなというふうに感じまして、それを質問したんですけれども、当時の課長から、その

とき開催されたセミナーに20名ほどが申し込んでいたので、そこから広げていきたいという

御答弁をいただきました。 

  実際、では、その20名参加したセミナーの中から、当時何人ぐらいの担い手が、セミナー

は受講するんだけれども、運転手さんになるというところまでなかなかいかないんですね。

その20名のセミナーのうち何人ぐらい、新しく運転手さんとして誕生したのか、そこら辺を

ちょっと確認させていただきたいと思います。 

○議長（笠井政明君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山田義則君） セミナーに参加され、その後、運転手、ボランティアにな

った方は５名ございます。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） ７番、栗原議員。 

（７番 栗原京子君登壇） 

○７番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  では、そのときに５名新しくなって、今現在が８名ということで、本当に少ない８名の中

で回しているという感じでしょうかね。 

  本当にやっていて、最近依頼のほうも急遽増えてきています。一昨日12日に、今度こうい

う依頼がありました、運転士さん、行ける方いますかというのを、グループのＬＩＮＥのほ

うで連絡のやり取りをしているんですけれども、一昨日来た依頼では、16日が３件、20日が

４件、21日が３件、22日が２件、30日が１件という非常に多くの依頼がありました。これ、

たまたま今、健診が始まった時期でもありますので、その影響もあると思うんですね。 

  ただし、利用者が使う頻度が多くなったということで、目にする方も増えて、これから、

では私も使ってみようかしらという人が増えてくる可能性もありますし、また、これから介

護予防事業とか各種健康教室、また、教育委員会でも何かお教室が始まるということで、そ

こら辺の利用者さんで、やはり使いたいという人は増えてくるのではないかなというふうに

思います。 

  ここの担い手の部分をしっかりと増やしていかないと、本当にこれから、そういう要望に

対応し切れなくなってしまう危機感というのを感じています。実際、その前のときの依頼の
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中でも、どうしても見つからずにお断りしたケースもあります。本当に、高齢者の外出を促

して、健康寿命の延伸ということでやっている移動支援でありますけれども、やはり対応し

切れない件数がちょこちょこ出てきてしまうと、使うほうも何となく、やめておこうかなと

いうふうになってしまうと困るので、せっかく利用者が相当増えてきている状態の中で、も

っともっと、外に出づらかった高齢者の人に外出の機会が増えていってほしいなというふう

に思うので、そこら辺の運転手の担い手の広げ方というか、どういうふうにしていくかとい

うのは、もっと真剣に考えていかなければいけないなというふうに思うんですけれども、今

後そのような担い手の推進というか拡大については、どのようにお考えかをちょっと伺いた

いと思います。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） ありがとうございます。 

  何度か同じような趣旨の御質問をいただいていたかと思います。担い手、当時も本当にボ

ランティアドライバーがいないという話も伺っていて、その問題意識もある中で、確かに高

齢者移動支援というところは、成果としては非常に、今まで欲しかったところを実現してい

ただいている、制度的にはですね。例えばドア・ツー・ドアであったり、非常に使い勝手が

いいところも実はあるという中なんですが、先ほどお話ししたように、予約時期が１週間前

であるということも、ちょっと懸念事項だと。 

  それに加えて、一番問題なのが、やはりドライバー不足ということもあったので、今回、

ノッカルを考えさせていただいたのは、まさにそこを補完したいという思いの中で、ノッカ

ルというやり方を少し入れさせていただければと思っております。 

  ノッカルも100％ではありません。乗降場所が、今のところですけれども、停留所という

のを幾つかつくって、そこを回るというような形になると思いますけれども、ただ、圧倒的

に違うところがあって、それは何かというと、結局、先ほどもお話ししたように、人口減の

中で労働力が少なくなってきたところをクリアするには、さっきから繰り返しになりますけ

れども、シェアリングと平準化と、そしてＤＸ、これを入れることによって乗り越えられる。

それをまさに公共交通に移し替えていうと、まさに究極のシェアリング、つまり車の運転免

許証を持っている方が、それぞれが全員でシェアをしていくというスキームを入れられる可

能性があるということです。 

  限られたボランティアの方を頼りにするのではなくて、先ほど、全員野球ではないですけ

れども、町民全員で物事をクリアしていく、解決に向けて取り組んでいくことが大変重要だ
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というお話をした中で、まさにその基本的な考え方に基づいて、ノッカルという制度を入れ

させていただいて、これ恐らく、いろいろ見ながら、状況を変えていかなければいけないと

思います。移動支援のいいところ、悪いところ、ノッカルのいいところ、悪いところ、それ

ぞれを出し合って、さらにそれをうまく一緒にしていって、より町民が使い勝手のいい交通

体系というのをつくっていくというのが、今のところの目標であります。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） ７番、栗原議員。 

（７番 栗原京子君登壇） 

○７番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  基幹交通である電車とかバス、また、生活交通ですね、例えばノッカルとかも、そういう

ふうになってくると思います。あとは、今の高齢者の移動支援のような福祉交通、それぞれ

がどうすみ分けながら、どう協力し合いながら、町民の方に切れ目のない交通サービスを提

供していくかという、非常にこれ、大変だなというふうには思うんですけれども、この仕組

みが出来上がると、本当に移動しやすい、外出しやすい、それは足の悪い高齢者もそうだし、

一般の町民の方もそうだし、うまくこれが回っていくようなシステムができるといいよなと

いうふうには思います。 

  先ほどからお話に出ているノッカルですけれども、これは、公共交通の話になってしまう

んですが、町民の方が、では自分、これから買物に行くけれども、乗りたい人いますか、一

緒にどうぞという、乗り合いのような形で進めていくような形だと思うんです。 

  高齢者の移動支援については、本当に足が悪くて、バス停が結構何か所にもできるようで

はありますけれども、そこまで行くのも大変だという方たちが対象になっています。なので、

どれか一つに力を入れてということよりも、一つ一つの持つ役割分担を明確にして考えてい

くのかなというふうには思うんですけれども、違いますか。そこら辺、町長の考えを伺えた

らなというふうに思います。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） いろいろな考え方があるのかもしれないんですけれども、今までの経

験上、今考えているのは、役割分担、すみ分けという世界ではなくて、共有、シェアリング

の世界。それぞれ同じようなものが２個も３個も必要なくなって、それを維持するだけの人

がいないので、なので、共有して、シェアリングをして、例えば一つにある程度まとめたと

したら、それがちゃんと維持できるようなところに注視をするというのがこれからのやり方
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だと、私はちょっと思っております。 

  なので、いろいろな移動手段があるとは思いますけれども、それが本来ならば、確かにそ

れぞれが全部あって、使い勝手がいいというのがいいんですけれども、それは多分、昭和の

時代の話。令和になって、これだけ人が減ってきて、労働力も2040年にかなり厳しいことに

なると言われている中で、どうするかというのは、そろそろ真面目に考えて、理想を言えば

切りがない。でも、やれるところで、どれだけ町民の幸福度を上げていくかということも考

えなければいけないのかなというふうに、ちょっと思っております。 

○議長（笠井政明君） ７番、栗原議員。 

（７番 栗原京子君登壇） 

○７番（栗原京子君） ありがとうございます。 

  シェアリングということについては、私も理解しているつもりではいます。でも、現実は、

本当に動けない、お家から出るのが大変な高齢者もいっぱいいるので、そこら辺も絡めて考

えていったほうがいいのではないかなというふうにも思いました。 

  本当に人がいなくなってきて、労働力というか担い手がなくなっていく中で、サービスを

提供できるようにするにはどうしたらいいかという、あっちもこっちもではなくて、一つに

まとめていく、できる人がいろいろなシェアリングをしながらということなんですけれども、

現実にノッカルだったりとか、地域公共交通を今進めている中で、明日出かけるのも大変だ

という方がいらっしゃる中で、やはり今できる移動支援の部分については、ちょっと力を、

公共交通が整うまでというか、力を入れていただけたら、ありがたいなというふうにも考え

たりもします。 

  また、国のほうも地域公共交通を活性化させるために、法改正を何回かしていますね。

2020年に改正地域公共交通活性化再生法というのが施行されまして、そこの中では、スクー

ルバスや民間の送迎バス、自家用有償旅客運送、また、貨物混載等の地域における輸送資源

を総動員して、地域の移動手段を確保することが掲げられています。 

  また、その分野は国交省のほうですけれども、厚生労働省のほうでも、介護予防・日常生

活支援総合事業という新たな事業の中では、訪問型サービスＤに分類されて、一定の条件を

満たせば、市町村が介護保険事業の財源から、介護福祉事務所だったりＮＰＯ、また自治会

などに補助金を交付することができるようになりました。出かけられない、出かけるのが大

変な高齢者という意味では、そっちの訪問型サービスのＤを使うというのも一つの手なのか

なというふうには思います。 
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  本当にこれ、財源が、市町村が介護保険の中から出さなければいけないという部分で、な

かなか進めるところはないようではありますけれども、本当に今、外出支援が始まって、皆

さんが使い始めてくれて、うまく回り始めたけれども、担い手でちょっとうまく回り切って

いないという部分を、せっかくなので、ちゃんと回れるようにしていただけたらなというふ

うに思って、この質問をさせていただきました。 

  また、これから地域公共交通の形なんかも整ってくるにつれて、そこら辺もいい形になっ

てくるのかなというふうには思いますけれども、また住民の足として、先ほど来タクシー、

また夜間の交通の質問もありましたけれども、住民があまり不便を感じなくて済むような仕

組みをぜひつくっていただけたらなというふうにお願いして、質問を終了したいと思います。 

○議長（笠井政明君） 以上で栗原議員の一般質問を終結します。 

  この際、14時55分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 ２時４１分 

 

再開 午後 ２時５５分 

 

○議長（笠井政明君） それでは、休憩を閉じ再開いたします。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 山 田 豪 彦 君 

○議長（笠井政明君） １番、山田議員の第１問、選挙の投票率を上げるための施策について

を許します。 

  １番、山田議員。 

（１番 山田豪彦君登壇） 

○１番（山田豪彦君） 皆様、こんにちは。 

  本日最後の一般質問の席に立たせていただきます、新人の山田と申します。勉強不足な点

が多く、まだまだこれからですが、町のことを思う気持ちは人一倍のものがあるつもりでお

ります。町民の期待に沿えるよう頑張りますので、よろしくお願いいたします。 

  それでは、通告してあります質問は２問あります。一問一答でお願いいたします。 
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  初めに、１問目の選挙の投票率を上げるための施策についてです。 

  直近の令和５年県議選における当町の投票率は37.79％であり、近隣市町に比べ、異常に

低い状況にありました。投票率が下がると、民意を反映していると言えなくなるおそれがあ

り、また、関心を持つ人が減るということは、町政を進めるに当たり、問題が出てくると思

っています。 

  そこで、以下の点について伺う。 

  １点目、当町の投票率の向上に対する啓発運動等はあるか。 

  ２点目、ポスターの掲示場所は、何年前から現在の場所になっているか。また、掲示場所

の見直しは考えているか。 

  ３点目、買物などをする際に期日前投票ができる移動投票所を導入する考えはあるか。 

  以上３点を伺います。 

○議長（笠井政明君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） 山田議員の初質問にお答えをいたします。 

  当町の投票率の向上に対する啓発運動等はあるかということで、恐らく山田議員の日頃の

問題意識を基に、この質問を考えられたのではないかなと思いました。 

  ただ、ちょっと選挙に関する事務ということでありまして、細かい話をすると、選挙管理

委員会の管理のところということで、選挙管理委員会に確認した内容をお話しするというこ

とになってしまうと思います。ただ、その後に、追加の何か御質問等があれば、それなりに

アドリブでお話をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  まず、投票率向上に対する啓発運動として、常時啓発と選挙時啓発を行っているというこ

とでございます。 

  常時啓発として、毎年、町民の皆様の意識向上につながることを目的に、明るい選挙の啓

発標語を募集し、推奨作品を選出し、表彰を行っているというふうに聞きました。推奨作品

は、選挙啓発ウエットティッシュや新聞の折り込みの選挙のお知らせ等の選挙啓発時に使用

しているということでございます。 

  選挙権を得る若い世代に対する啓発運動として、稲取高校の２年生を対象に出前授業、内

容は講義をやったり、選挙クイズや模擬選挙等を行っているということでございますが、そ

んなことを行っていると。また、旧成人式である20歳参加者に選挙啓発パンフレットを配布
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しているということでございます。 

  ２問目の質問でございますが、ポスターの掲示場所は何年前から現在の場所になっている

か、また、見直しはどうかというお話でありますが、現在のポスター掲示場所は、令和３年

に１か所、稲取郵便局の来客用駐車場の向かいガードレールに変更した事例があるが、それ

以外の掲示場所55か所については、平成９年度の静岡県知事選挙時からずっとそのままだと

いうことでございます。 

  ポスター掲示場所数は、投票区ごとに選挙人名簿、登録者数及び面積に応じて決まってお

りまして、また、ポスター掲示については、民間の方の土地をお借りしている場所があると

いうことで、これ15か所でありますが、設置には民間の皆さんの協力が必要ということでご

ざいます。 

  掲示場所の見直しについては、設置場所の確保、私有地であれば、所有者の承諾というこ

とが必要になってくるということでございます。現在の掲示場所からの撤去という課題があ

る、これは地元との協議もしなければいけないということであります。 

  ３問目のお答えですが、買物などをする際に期日前投票ができる移動投票所ということで

ありますが、現在、東伊豆町では、期日前投票所として、東伊豆町役場と町立図書館の２か

所を設置させていただいております。県内の町レベルの状況では、複数の期日前投票所を設

置かつ選挙期間全ての日で受付をしているのは、実は東伊豆町と川根本町のみであります。 

  令和元年度より、期日前投票システムを導入しました。これにより、事務の負担軽減が図

られております。新たに期日前投票所を開設するためには、投票所の確保とともにシステム

のネットワーク環境整備、これは工事が必要になってくるということであります。 

  また、事務従事者、投票管理者、投票立会人、合計５名を確保する必要があるということ、

移動投票所を設けるに当たっては、ネットワーク整備のための財政負担、また、現在の町立

図書館の投票日の設定、例えば新たに設ける投票所と重複しないようにとか、いろいろ検討

しなければいけないことがどうもありそうです。 

  以上でございます。 

○議長（笠井政明君） １番、山田議員。 

（１番 山田豪彦君登壇） 

○１番（山田豪彦君） どうもありがとうございました。 

  ここ最近の国政、県政の投票率は、近隣の１市４町と比べると、大体１割前後、差が多い

ときだと１割以上の差があります。私が今回の、この何年かの投票率を見る限り、多分うち
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の町は、リゾートマンションが多かったり、主産業である観光業が多いために、ホテルの従

業員等に住所を移してくれた方々が多いという面で、私、二、三軒マンションを実は回りま

して、聞いてみたところ、確かにと思うようなことを言われまして、候補者の名前すら分か

らない、候補者の顔写真も分からない。確かに告示になって、街頭で演説するなりポスター

が貼られて、それから初めて分かる。しかし、この人が近所の人なのか、はたまた稲取地区

の人なのか、そういった面があるから、実際には投票に向けて、管理組合とかが行きましょ

うねとか、町のほうの方もいらしてくれて、例えば広報ひがしいずだったり、いろいろなの

を置いていく際に、声をかけてくれるらしいんですけれども、実際にはそういう状況がある

と。確かにそうなんだろうなということを思いました。 

  そこで、私なりの解決策をちょっと考えてみまして、町には今、マイクロバスとかいろい

ろありまして、イベントのときには、町のほうも協力して、出してもらっているのを見かけ

ます。そういったバスを使った循環バスを投票所に向けて走らせるとか、それは一日中走ら

せるのではなくて、ちゃんと知らしめて、何時と何時には循環バスが走っていますというよ

うな提案をしたらどうかなと思ったり、今、町のほうで、私も登録してありますけれども、

ＬＩＮＥでいろいろなことが流れてきますけれども、そのＬＩＮＥに、私もちょっと素人な

もので、選挙管理委員会の細かいことは分かりませんけれども、ポスターの掲示板の写真だ

ったり、告示日には、せめて顔とか分かるようなことをやったら駄目なのか、その辺も分か

らない中で、ちょっと提案させてもらって失礼なんですけれども、そういうことができるの

か聞いてみたいなと思って。 

  これは、今日答えが出るものでなくて結構ですので、すみません、ひとつ、御意見という

か、いかがでしょうかという中で教えてください。 

○議長（笠井政明君） 総務課長。 

○総務課長（村木善幸君） 選挙に関わることですので、後々誤解が生じないように、しっか

りと確認をした中で正確に回答させていただきたいと思いますので、ポスターの顔写真の掲

載については、後日回答させていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

  それで、巡回バスですか、それにつきましても、私が即答しかねますので、ちょっと選挙

管理委員会のほうに相談させていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（笠井政明君） １番、山田議員。 

（１番 山田豪彦君登壇） 

○１番（山田豪彦君） すみません、初めての登壇から、この場で答えられない質問ばかりに
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なりまして、結局は、私からの提案という形に１問目はなってしまいますが、まず、ありが

とうございました。この先また、選挙管理委員会のほうで検討していただければ、ありがた

いなと思っております。 

  実は私、今回無投票になりました関係で、１日目の選挙活動しかしていないんですが、選

挙活動している中で、稲取地区で街頭演説をしました。そのときに小学生が、女子の児童だ

ったと思いますけれども、２人ちょうど歩いてきまして、立ち止まってしまって、私の話を

聞くために来た人がちょうど歩道を塞いでいたのかなと思って、その子たちに話しかけに行

きまして、ごめんね、すぐ通すからねと言ったら、その子たちが何か、勉強のために来まし

たと、２人で演説を聞きに来ましたと言われてしまいまして、私もびっくり、周りの聞きに

来た人もびっくりで、こんな子たちがいるうちの町ってすごいなと、ちょっと感心させられ

まして、こんなことが授業で行われているのか、分からないところがありますけれども、実

は中学生になると、公民という授業で政治の勉強をしていると聞いております。 

  私が調べた中では、静岡県の選挙管理委員会から「中学生のための選挙ガイド」という冊

子も出ていますので、答弁を求めたわけではないんですけれども、教育長、こういった中学

生になると、政治の勉強もできたりして、みんなで町のことを考えられる体制になってくれ

れば、投票率を上げたいというのは、私の中ではあくまでもサブタイトルのようなものでし

て、みんなで町政というか、町のことを考えられる体制ができてくるのではないかというこ

とで、今回質問させていただいていますので、それは答弁求めないほうがいいんですかね。

分かりました。ありがとうございます。 

  今回の１問目の質問は、ちょっと答弁を求めるような…… 

（「議長、町長」の声あり） 

○１番（山田豪彦君） ありがとうございます。一度座ります。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） せっかくなので。 

  選挙制度については、確かにちょっと触れられないというところがあるんですけれども、

皆で町のことを考えるということについて、個人的に思っていることを少し。 

  今、町長としていろいろな施策を進めている上で、全く同じ感覚を持っています。みんな

で、それは子供たちだけではないんですけれども、皆さんが東伊豆の将来をしっかり考えて、

そして、考えた次に行動に移すという、そういうことができて初めて、この町は維持できる

というか、次の世代に渡せるのではないかなと思っておりますので、山田豪彦議員の言われ
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ていることは大変よく分かると思います。 

  誰かが言っていましたけれども、子供たちという切り口でいうと、大人が自分のふるさと

をよく言わないまちに、子供が自分のふるさとに誇りを持つはずがないと言っている方がい

て、まさにそうだと思います。大人の私たちとしては、子供たちに対して、自分たちのふる

さとに対して、愛着と思いをしっかりと日頃から伝えることによって、それが政治に対する

意識にもつながってくるのかもしれないと思いました。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） １番、山田議員。 

（１番 山田豪彦君登壇） 

○１番（山田豪彦君） 町長、ありがとうございました。お答えいただいて、私もこの質問を

出した甲斐があったなと、うれしく思っております。 

  最後に、先ほどの移動投票所の件、せっかく私も質問するに当たって、いろいろお勉強さ

せていただきましたので、ちょっと参考までに言っておきたいと思います。 

  総務省から平成29年３月に、投票環境向上に向けた取組事例が出ております。結構な事例

が出ていますけれども、私が目に留めたのは、その中から、当町の人口とほぼ近い環境で、

長野県にあります高森町というところの取組が記載されておりました。商業施設に期日前投

票所を設置した結果、平成23年の県議選10.76％から平成27年県議選では18.36％に向上した

こともあって、さらに、もうちょっと頑張ってみようという機運になったそうです。 

  選挙当日における投票外投票という投票所を設けて、自ら希望する投票所に行けるという

ことをやっている町がありました。 

  確かに、先ほど町長が言っていらっしゃいましたけれども、コストもかかります。ただ、

そういうことにチャレンジすることによって、補助制度もあるということが書いてありまし

た。実際に、最近の高森町の議会とか選挙のところを見ましたら、全体の投票数の投票率、

商業施設の投票率が、全体の投票の４分の１になっていると書いてありました。 

  確かに、投票率を上げるばかりが町の活性化につながるわけではないので、あれなんです

けれども、一応そういう取組があったというのを、また選挙管理委員会のほうでも分かって

いただければ、ありがたいなと思っております。 

  最後に聞かせていただいて、私の１問目を終わりたいと思いますけれども、よろしければ。 

○議長（笠井政明君） 教育長。 

○教育長（横山尋司君） せっかくですので、学校での取組ということで、自分は中学校にい
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たもので、熱川中学校でも稲取中学校でも生徒会選挙というのがあって、そのときに役場か

ら、ジュラルミンの投票ボックスというのかな、と書くやつの、そういう機材を借りまして、

本物の投票のような形でやらせてもらっています。もう10年以上前からやっているかな。そ

んな形で、選挙の実際の投票を体験するという形で、そういう意識を高めようなんていうこ

との取組は、10年以上前からやっております。 

○議長（笠井政明君） 総務課長。 

○総務課長（村木善幸君） 先ほど、期日前投票所の先進的な取組ということで、高森町です

か、御紹介いただきましたが、県内の状況をちょっとお知らせさせていただきたいと思いま

すが、県内におきましては、浜松市で２か所、三島で１か所、富士宮、富士でそれぞれ１か

所、近隣ですと１か所、皆さん御承知かと思いますが、ショッピングモールのデュオですか

ね、そちらのほうで、計６か所で設置をされているということで、確かに選挙日当日の投票

率と期日前投票率を比較しますと、ほぼ半分半分ぐらいの割合になっておりますので、期日

前投票の投票機会を増やすということは、大変重要なことだなというふうに思っています。 

  ただ、うちの期日前投票所の役場と買物に行く場所が、割と近いかなという、そんな状況

もありますので、これからちょっとその辺も検討はさせていただきたいと思います。 

  それから、先ほど、ＬＩＮＥとかで候補者の名前を紹介するという提案があったんですが、

選挙が近づきますと選挙公報で、新聞折り込みで、皆さんのほうに顔写真付の候補者の一覧

が配られるかと思います。それから、たしか平成23年から、候補者と政党によるインターネ

ットを使った、メールを使った選挙活動も解禁されておりますので、そういったことで候補

者の方の紹介も、それぞれの取組になろうかと思いますが、そういった若者の投票に関心を

呼ぶような法改正もされておりますので、一応紹介させていただきます。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） 次に、第２問、移住者への対応についてを許します。 

  １番、山田議員。 

（１番 山田豪彦君登壇） 

○１番（山田豪彦君） 次に、２問目の移住者への対応についてです。 

  人口減少、少子高齢化は全国共通の課題であり、町長が選挙公約に挙げていました人口の

増加や維持の観点から伺うものであります。 

  当町の基幹産業であるホテル・旅館の従業員は、二、三年での離職が多いと関係者から聞

いております。昨年、たしか旅館組合が、町内のホテル・旅館の従業員の交流を図るために
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バーベキューパーティーを実施したと聞いたが、町内の若者やマンション等の移住者も含め

て、町が中心となって３か月に一度程度の交流イベントを実施してはいかがか。 

  １点目、町の名所巡りや一次産業の現場、名産品の加工所などを町民が案内して、町の良

さや休みの過ごし方を提案してはどうか。 

  ２点目、商工会などと連携して、飲食店などの割引券を発行してはどうかの２点を伺いま

す。 

○議長（笠井政明君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） 第２問、御答弁申し上げます。 

  まず、町の名所巡りや一次産業の現場、名産品の加工所などを町民が案内して、町の良さ

や休みの過ごし方を提案してはどうかということでございますが、ホテル・旅館の若手従業

員の離職問題については、町としても以前より問題意識を持っております。よく３年ぐらい

経つとというお話があろうかと思います。 

  旅館組合の交流イベントは、2017年から開催をしておりまして、当初から町も協力をして

おりますが、現在では、町、商工会、観光協会、農協、漁協から構成される産業団体連絡会

として協力をしております。 

  交流イベントは、バーベキューなどの懇親会を行うだけでなく、昨年の場合だと、参加者

がグループに分かれて、町内の様々な職業や立場の人の話を聞き、意見交換などを行うなど、

山田議員の御提案の趣旨にかなり近い内容ということを少しやらせていただいております。

運営は、元地域おこし協力隊の荒武さんが担っておりますが、非常にすばらしい取組だと思

っております。 

  このように、現在すばらしい取組が行われておりまして、今年度も実施予定であることか

ら、町は引き続き協力をしながら、民間の皆さんの動きを見守っていきたいというふうに思

っております。 

  そして、２番目、商工会などと連携して、飲食店などの割引券の発行をということでござ

いますが、商工会と連携して、飲食店などの割引券を移住者に対して発行することは、仕組

みとしては可能であるとは思います。町内には多くの移住者がいることから、対象者、期間、

費用負担、継続可能性などについて、このあたりは少し検討が必要ではないかなと思います。 

  交流会に参加した若者が後日、再度集まるきっかけにすることを目的に、割引券を発行し
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て交流を促すことは可能であると考えますが、いずれにしても、費用負担や仕組みづくりな

どについて、商工会を交えて検討する必要があるとは思います。 

  クーポンや割引券などを使って、ホテル・旅館の従業員の皆さんを応援するというのは、

一つの考え方だとは思いますけれども、個人的には、多分、ふるさとから離れてではないで

すけれども、こちらに来て、こちらのホテル・旅館で働いている皆さんが少しでも過ごしや

すいまちづくり、気の置ける仲間が増えるとか、安心してくつろげる場所があるとか、そう

いうところも、一緒にまちづくりとして取り組むことも必要ではないかなというふうに思っ

ております。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） １番、山田議員。 

（１番 山田豪彦君登壇） 

○１番（山田豪彦君） ありがとうございました。 

  確かに、この質問を出した後に、私もいろいろ調べて、企画課長のところにもちょっと顔

を出したりしましたけれども、実際に、既にいろいろなイベントを町のほうでやってくれて

いるんだなと、今回この質問を出したことによって、自分もいい勉強になったことと、あと、

町の職員の皆さんも、商工業だけでなく、いろいろな提案をしてくれているんだな、知らな

かったことも大変失礼だったなと、反省をしたところであります。 

  ただ、今町長が答弁してくれた内容の中に、私、ちょっと隠れてしまっているところが、

言い方の問題だと思うんですけれども、地元の若者とかという言葉も入れてありまして、観

光の従業員とか特化したところの人たちのためにというよりは、商店街の活性化とか、そう

いう意味も含めまして、そんな大きな割引率のあるものを提案しようと思ったわけではなく

て、例えば３％とか何％、例えば１か月に飲食店やお土産屋さん、そういうところで売り上

げるのが、１億円あったとしても300万円ぐらいで済むとか、計算が違うかな、そんなもの

で済むような何かといったら、飲食店もにぎやかになったり、そして、ホテル従業員や地元

の若い人、そしてマンションの移住者、要は東伊豆町の住民だよと証明できるものを出して、

住民みんなが多少の割引を得られるような活性化策ができないかなと。 

  特定した人にやると、また難しい面がありますので、お金のかかることですから、財政が

潤沢ではないと私も思っていますので、またこういうことも検討していただければと、すみ

ません、かすかな望みも込めまして、もう一度お答えをお願いします。 

○議長（笠井政明君） 町長。 
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○町長（岩井茂樹君） これ、言い方が非常に難しいところがあるんですけれども、補助金と

か、いろいろなクーポンとか割引の何か、町の支援策というのは、確かに状況に応じては非

常に効果的で、困っている方々を救うという側面はあると思います。 

  一方で、それに慣れてしまうと、本来やるべきことの活力が失われるというか、そういう

ところがあるので、何でもかんでもクーポンとか、何でもかんでも補助という発想はやめた

ほうがいいのではないかなと。しかるべきときに、必要なときに的確なタイミングで的確な

規模をやるということ、昨年から今年にかけて、燃油高騰で、商工会の皆様方に対する支援

というのをかなりの規模でやらせていただきました。 

  そういう必要なときに必要なものをやるということは大事だと思っておりまして、多分こ

れからいろいろな政策を考えていく上で、いろいろなアイデアが出てきて、いろいろな優先

順位が出てくると思うんですけれども、そこはしっかりと優先順位を決めながら、優先順位

の高いものからしっかり手を打っていくということが重要なのかなと、ちょっと思った次第

です。 

○議長（笠井政明君） １番、山田議員。 

（１番 山田豪彦君登壇） 

○１番（山田豪彦君） ありがとうございました。 

  そういえば、先ほども町長おっしゃっていたのを思い出しました。午前中の答弁の中にも、

ただ出せばいいというものではなくて、自分たちの努力をまずはしてから、それから、本当

に必要なときに出すのが補助だったりというのを言われて、確かになと私も思っております。 

  また、そんな中で、今回のいろいろなイベントなり企画をされているという中で、いろい

ろなイベントがあると思いますけれども、例えばバーベキュー、去年やったというイベント

は、どのくらいの参加人数があったとか、それは荒武君が企画したイベントですから、町の

ほうはそこまで把握できていないのか、ざっくりで結構ですので、何人ぐらいイベントに参

加してくれたのか、分かれば教えてください。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 若者を対象にしたイベントということで、2017年に開始されて、同期

会が５回行われたということで、宿泊を伴う新人研修が３回ということで、昨年度の参加者

ということだけでいうと、56名ということになっているということでございます。 

○議長（笠井政明君） １番、山田議員。 

（１番 山田豪彦君登壇） 
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○１番（山田豪彦君） ありがとうございました。 

  バーベキューとか、飲食を兼ねた交流イベントとしては、かなりの人数が集まったんだな

と思いました。このイベント等を企画しているのが、地域おこし協力隊だった彼が起こして

いるということは分かりました。 

  そんな中で、やはり私もちょっと、ホテルのほうに出入りする仕事が多い関係で、若い従

業員に、こういうことがあったもので、いろいろな話をする機会がありまして、聞いてみた

んですが、実際には、よく町長が言っておりますが、できなかった理由をやはり言うんです

よね。だから、できる理由を考えるという方向に持っていけないかなと思った中で、ちょっ

と私が、一次産業、農業に関しては、私の地域は農業が盛んな入谷地区ということで、若い

従業員たちに、カーネーション農家は母の日が終わると、次のカーネーションを作るために

抜いてしまうんだよ、抜くときには咲いている花も全部捨ててしまわなければならない。イ

チゴ農家も、次の年のイチゴを取るために、新しい苗を植え付ける土壌を作るために、最後

は実がなっていても抜かなければならない。えーっということで、そういう収穫体験とか、

まだ農家の了解を得たわけではありませんが、イチゴに関しては、取ったイチゴをジャムに

して食べる体験だったり、そういうことができたら参加してみたいと、ちょっと聞いてみた

ところ、それは行ってみたいですよと。 

  ですから、１日限定だと、多分お休みの関係とか、そういったことで出られない人も出て

くるので、今後またそういったことも、これは一次産業だけに限らず、私の知っている先輩

のお菓子屋さんとかも、お菓子を作るときの切れ端は使えないから持っていくかとかと言わ

れたこともありますし、いろいろな名産品のところ、そういうのを見て、従業員の方たちが

観光客にそれを教えてあげるということだけでも、この地域の産業が分かったり、この地域

の良さが分かったりするのではないかなと思いました。 

  それで、企画の段階からの話なんですけれども、企画も、こちらが企画したものに参加し

ませんかというよりも、先ほどから私も町長も、同じ考えのようでありがたいんですが、企

画の段階から地元の若者も入れたり、ホテル・旅館の従業員の代表、多分休みの関係で出ら

れない人が多くなるので、割と多めにそういう従業員の方を入れたり、マンションの方も、

やはり地元のそういうのに出てみたいという声もゼロではないと聞いておりますので、みん

なで企画すると、多分企画したときの人間は、面白いから来てみなよと、そういう人たちが、

こんな時代ですけれども、１人１人が誘うことによって、そのイベントがもっと大きく膨ら

んだり、もっと夢のあるイベントになっていくと思います。 
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  私たちも、ずっとイベントとか町おこしに、いろいろな企画をしてきた中で分かったこと

ですけれども、自分たちがつくった企画を投げるだけでは、参加者というか、楽しみが大き

くならないというのを今までも実感しておりましたので、その辺の考えというのはいかがで

しょうか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） ありがとうございます。 

  それとちょっと付随するんですけれども、実はホテル・旅館で働いていただいている若手

の方というのは、東伊豆町にとって宝だと思っています。というのは、これだけ高齢化、少

子化、人口減少が進んでいる中で、かなりの数の若手がここにやってきて、住んで、そして

仕事をしているというのは、多分なかなか観光地以外はあり得ない状況。であれば、彼らを

しっかりと東伊豆町の一員として、東伊豆町の宝であるというふうな思いで、やはり応援を

してあげなければいけないのかなというふうに思っています。 

  収穫体験は非常にいいと思います。ここに住んでいるからこその応援の仕方だと思います

し、ホテルや旅館で働いている方々も、貴重な人生をここで費やしているわけなので、ここ

に住んでいる限り、充実した毎日を送っていただきたいというのが私の思いです。 

  ただ、一方で、ホテル・旅館は特殊な仕事環境で、たすき掛けもあるし、よく夜、私も仕

事終わりにコンビニに寄ると、10時、11時に寄るときにいるんですよね、若手が。まだ着物

を着たままでコンビニに行っているとかという話があったり、あとは直接的に聞いたら、や

はり自分で料理をしたいんだけれども、自分は仕事終わりで、そういうのを買う場所がない

とか、いろいろなニーズがあるので、その辺は行政としても少し考えて、やれるところがな

いのかなと工夫をしながら、民間企業の皆さんとも連携をしながら、応援していければとい

うふうに思っております。ありがとうございます。 

○議長（笠井政明君） １番、山田議員。 

（１番 山田豪彦君登壇） 

○１番（山田豪彦君） ありがとうございます。 

  本当に私も宝だなと思って話を聞きました。若い、私としてみれば息子、娘の世代と、仕

事の上とかで話をすることはなかなかないので、純粋な気持ちが聞けただけでも、今回また、

それもいい勉強になったかなと思っております。 

  先ほど聞いた企画の段階から絡んでいくのは、確かに、たすき掛けという時間の制約だっ

たり、いろいろなこともありますけれども、若干、議場で言っていいのか悪いのか分かりま
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せんけれども、嫌らしい気持ちの中で、地元の若者と、そういった町の宝でもあるようなホ

テル・旅館の従業員の若者の、多分いろいろな考えが融合した結果、町の活性化につながっ

たり、もしかしたら新しい家庭ができたりとか、ちょっと夢があるのではないかなと思って、

企画の段階から入ることが非常に大事なのではないかなと私は感じております。 

  いずれにしても、今回、２点の質問をさせていただきましたけれども、いろいろな方が絡

んで東伊豆町というまちづくりに参加していっていただけたら、多分まだまだ、うちの町も

闘っていけると思っておりますので、いろいろな意味で今日は、教育長やら総務課長やら、

イレギュラーなところで質問に答えていただきまして、本当にありがたかったなと。次の定

例会の一般質問に向けては、もうちょっと勉強して、もうちょっといろいろな話をしていき

たいと思います。 

  短い時間でしたけれども、私的には、本当に第１回目の質問で、いい経験をさせていただ

きました。 

  以上で私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（笠井政明君） 以上で山田議員の一般質問を終結します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（笠井政明君） 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  御苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時３５分 
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令和５年第２回東伊豆町議会定例会会議録 

 

議 事 日 程（第２号） 

 

                     令和５年６月１５日（木）午前９時３０分開議 

日程第 １ 一般質問 

    ６． ２番 鈴 木 伸 和 君 

     １）白田川橋の対応について 

     ２）危険な空き家等への町の対応について 

    ７．１０番 須 佐   衛 君 

     １）アフターコロナの観光誘客について 

     ２）景観への取り組みについて 

     ３）支障木の伐採について 

     ４）平和教育の推進について 

    ８．１４番 山 田 直 志 君 

     １）医療充実と健康について 

     ２）町の観光資源について 

     ３）学校統合について 

日程第 ２ 議案第３４号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

日程第 ３ 議案第３５号 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び 

             規約の変更について 

日程第 ４ 議案第３６号 東伊豆町道路線の廃止について 

日程第 ５ 議案第３７号 東伊豆町道路線の認定について 

日程第 ６ 議案第３８号 令和５年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号） 

日程第 ７ 議案第３９号 令和５年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ８ 議案第４０号 令和５年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第 ９ 報告第 １号 令和４年度東伊豆町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい 

             て 

日程第１０ 同意案第１０号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第１１ 同意案第１１号 東伊豆町教育委員会委員の任命について 
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日程第１２ 諮問第 １号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第１３ 諮問第 ２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第１４ 諮問第 ３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

日程第１５ 静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員選挙 

日程第１６ 陳情・要望等の審査について 

日程第１７ 発議第 ２号 議会改革特別委員会の設置について 

日程第１８ 議員派遣について 

日程第１９ 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査について 

───────────────────────────────────────────────── 

出席議員（１１名） 

     １番  山 田 豪 彦 君      ２番  鈴 木 伸 和 君 

     ３番  楠 山 節 雄 君      ５番  笠 井 政 明 君 

     ６番  稲 葉 義 仁 君      ７番  栗 原 京 子 君 

     ８番  西 塚 孝 男 君     １０番  須 佐   衛 君 

    １１番  村 木   脩 君     １３番  定 居 利 子 君 

    １４番  山 田 直 志 君 

欠席議員（１名） 

    １２番  内 山 愼 一 君 

───────────────────────────────────────────────── 

地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町 長 岩 井 茂 樹 君 副 町 長 鈴 木 嘉 久 君 

教 育 長 横 山 尋 司 君 総 務 課 長 村 木 善 幸 君 

防 災 課 長 国 持 健 一 君 企画調整課長 森 田 七 徳 君 

税 務 課 長 木 田 尚 宏 君 住民福祉課長 鈴 木 尚 和 君 

健 康 づ く り 
課 長 

山 田 義 則 君 
健康づくり課 
参 事 

柴 田 美保子 君 

観光産業課長 梅 原   巧 君 建設整備課長 村 上 則 将 君 

教 育 委 員 会 
事 務 局 長 齋 藤 和 也 君 水 道 課 長 鈴 木 貞 雄 君 
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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（笠井政明君） 皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は11名で、議員定数の半数に達しております。 

  よって、令和５年東伊豆町議会第２回定例会２日目が成立しましたので、開会します。 

  なお、12番、内山議員より本定例会を欠席するとの届出がありましたので、御報告します。 

  これより、直ちに本日の会議を開きます。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（笠井政明君） 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  議事日程に従い、議事を進めます。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１ 一般質問 

○議長（笠井政明君） 日程第１ 昨日に引き続き一般質問を行います。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 鈴 木 伸 和 君 

○議長（笠井政明君） ２番、鈴木議員の第１問、白田川橋の対応についてを許します。 

  ２番、鈴木議員。 

（２番 鈴木伸和君登壇） 

○２番（鈴木伸和君） 皆さん、おはようございます。新人議員の鈴木でございます。 

  初めてここに立って、つい３年ぐらい前まで向こう側でこっちを見て10年近くしゃべった

ことを考えますと、ここの位置のその責任の重さというのを痛感しているところでございま
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す。 

  これから町長以下当局の皆さんとともに、安全安心の確保、それから、未来に向けてのま

ちづくりのために微力ではございますが、御尽力、皆さんと協議・検討をしていければと思

っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、第１問、白田川橋の対応について。 

  昨年４月１日に全面通行止めとなりました白田川橋につきまして、日常生活に支障を被っ

た片瀬区、白田区の区民の皆さんが署名を添えて、両区長連名で町長と議長宛てに要望書の

提出がされました。あれから１年以上をたちますが、いまだに回答が出されておりません。

そこで、以下の点についてお伺いいたします。 

  １点目、検討結果の公表までのスケジュールにおいて、現在の進捗率は何％ぐらいのとこ

ろにいらっしゃいますか。また、公表の時期はいつ頃とお考えでしょうか。 

  ２点目、昨年12月に開催されました町政報告会の中で、翌年３月に両地区区民を対象とし

た白田川橋についての説明会を開催するとの御発言でしたが、いまだ開催されておりません。

なぜ開催されなかったのか、また、その理由をお示しにならないのはどうしてですか。 

  ３点目、本年度の事業に土質調査の業務委託がありますが、その財源内訳と結果の利用目

的をお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） 鈴木議員の初めての質問ということで、誠意をもってお答えをさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

  御質問の内容白田川橋については、過去の経緯もある中での対応ということで、少し、一

から、白紙ベースから進んでいくという話とはちょっと違うという、そんな背景もあるとい

うことをぜひ御理解いただければと思っておりますが、まず御質問の中で、質問要旨の中で、

全面通行止めになり区民が日常生活に支障を被ったという表現がございました。これ大変反

省というか、どうしてそういうふうになったかということは考えなければいけないというこ

とで、そのような御指摘を踏まえると、次の２点が、２つ問題だったかなというふうに、個

人的には今感じております。 

  まず最初に、白川橋の通行止めに関して、事前に区民の方々にどこまで説明が本当にされ

ていたのかということであります。ちょっと私の、ちょっとだけ前の話なので、そこの経緯
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は自分自身がよく分からないというところがあるんですが、いろんな地区の方にも少しお話

を聞く限り、少しそれが足りなかったのかなというふうに思っております。その反省に立ち、

今後は機会が許す限り情報共有と、地区の方とか意見交換というのをやらなければいけない

なというふうに思っております。 

  そして、もう一つなんですけれども、白田川橋を通行止めにする前に、多分、老朽化、築

何十年もたっている橋なので、どこかのタイミングでもうかなり古いよねというような情報

共有されているはずで、それに対して何らかの手だてが講じられればよかったのになという

ふうに少し思っております。 

  白田川橋が老朽化しているということは、もう何年も前に認識をされていたはずでありま

して、なぜ、確か法定点検が令和３年だと思いますけれども、法定点検、国交省の指針に基

づいて法定点検をやるんですけれども、その法定点検で通行止めと判定をされるまで、どう

してそのままほったらかしになっていたのかということ。もし通行止めに、そういう判定が

くだされる前に何らかの対応が、具体的な対応というのはいろいろあると思うんですけれど

も、その何らかの対応が図られていたとすれば、今回とは違った結果、つまり、地区の方々

に支障を来すことがなかったかもしれないし、支障を来す割合が少なくなったかもしれない

ということで、その辺り、少し課題というふうに思っております。 

  そんなことを反省に、今後は課題はなるべく先送りをしないで、やれることはしっかりそ

のタイミングでやっていくという基本的な姿勢で臨んでいかなければいけないのかなという

ふうに、今感じているところでございます。 

  以上を踏まえ、これまでの白田川橋に関わる経緯を説明させていただければと思います。 

  昭和25年に建設されてから73年が経過をし、老朽化が進んでいた白田川橋ですが、今から

２年前の令和３年度に実施された法定点検により、危険な橋であるため緊急に対応しなけれ

ばいけない状態である。Ⅳ判定、つまり、結果的には通行止めということで診断をされ、そ

れを受け、昨年令和４年３月９日に町内の各区長に白田川橋を令和４年４月１日より通行止

めにすることが通知をされたと聞いております。 

  その後、私が町長に着任した後に、白田川橋に関する検討状況を確認をしたところ、工期、

工費及び住民への合意形成を図った経緯などの十分な、少しの検討あったのかもしれません

けれども、十分な検討結果を見つけることができませんでしたので、着任してすぐに工期と

工費等について概略検討した結果、事業費は５億円から７億円程度、事業期間は７年から10

年程度を要するということが判明をしたところであります。 
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  現時点での問題点は、事業に向けての検討が十分なされていないことだというふうに感じ

ておりまして、白田川橋を架け替える際の費用と便益などの情報に関して町民に共有をさせ

ていただき、議論を重ねながら合意形成を図っていきたいというふうに今は考えております。 

  ちなみに、共有する情報というのは費用や工期だけではなく、東伊豆町の人口が今後どの

ように変化していくか、特に白田・片瀬地区の人口がどう変化していくかなどの情報も提示

しなければならないというふうに考えております。 

  現状、検討が不十分ですので、検討をしっかり進めたいと考えております。また、現状の

橋には、ＮＴＴの管路、光ケーブルが橋に添架をされており、その撤去に１年から２年かか

るんではないかということが、昨年行った積算の中で、工期の検討の中で指摘をされている

ということもあります。その期間は、橋梁の撤去工事は当然できないということで、その期

間も活用して検討を進めれば、どのみちという言い方はあれですけれども、光ファイバーの

撤去のために、移設のために撤去自体が手がつけられない時間があるので、そこも活用して

やらなきゃいけない検討を少し進めたらどうかなと考えているところです。 

  御質問の検討の進捗ですが、ただいま御説明したように、これから検討を進めるという話

でありまして、検討する内容、項目についてもこれから絞ってまいりますので、現時点でそ

の進捗をお示しすることは物理的に無理かなという話と、公表時期についても同じ理由で、

現時点ではお示しすることがなかなか厳しいのかなというふうに思っております。 

  １の２番目であります。 

  町政報告会の中で説明会をやると言ったじゃないかという話でありますが、白田川橋に関

連する事業は、国県町の間で調整をしながら進める事業ということでありますと同時に、冒

頭お話ししましたとおり、ゼロからスタートしたというよりも、過去の経緯もある中での話

ということもあるということで、その関係で、３月に実施予定の説明会を延期をさせていた

だきました。たまたま年度末というのもかかって、人事がいろいろ変わったというのも実は、

それは当方もあるし、国・県のその辺の人事の変更もあったということも多分少なからず影

響しているのかなというふうには少し思っております。 

  説明については、説明会という形ではありませんけれども、少なくとも既に当該区長の皆

さんには、事業の経緯、概略検討、積算の結果等は説明をさせていただいておりますし、今

年の５月に町長と語る会、この間やらせていただきましたけれども、白田のまさに地元の保

健福祉センターでも行わせていただいて、本事業について質問もありましたので、そこでし

っかりと丁寧に説明をさせていただきました。 
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  区民の皆さんへの説明会ということについては、多分これ、予定でありますけれども、来

月７月中に開催をさせていただく予定となっております。 

  ３番目の件であります。 

  土質調査の業務委託があるがその内容は、目的はというお話でありますが、私ももともと

土木屋なんで、少し正確に言葉をちょっと考えたいと思いますので、ちょっと訂正をさせて

いただきます。土質調査ではなくて地質調査を上げております。土質と地質は用語は似て非

なるものでありまして、土質が土の性質を表しているのに関して、地質というのは地盤、岩

盤の性質を表すということで若干、多分その捉え方が工学的には違ってくるのかなと思いま

すので、そこは少し訂正をさせていただきます。 

  当初予算では、地質調査ということで予算計上させていただきましたが、橋台の形状や大

きさを確認するために、本年度は橋台の非破壊検査を行わせていただきたいと考えておりま

す。財源については、国の道路メンテナンス事業補助率55％を活用するということになって

いると思います。ちなみに、非破壊検査は、橋台の形状を把握し、工事の影響範囲を確認す

るためのものということであります。 

  以上でございます。 

○議長（笠井政明君） ２番、鈴木議員。 

（２番 鈴木伸和君登壇） 

○２番（鈴木伸和君） 御答弁ありがとうございます。 

  この１点目、２点目につきましては、今回、私の議会への挑戦をする前から地区の役員を

やっておりまして、行き会う人がみんないろんなことを、元役場の職員だからということで、

技術屋だからということで、このような内容もずっと聞かれてきた内容を盛り込んで、今回

質問させていただきましたけれども、今、町長の御答弁の中にありますように、情報の伝達

の仕方について非常に認識をしていらっしゃるというのは、今日の一般質問の状況を見た町

民の方々もそれなりに町のほうの姿勢というのが、物すごく表れているんじゃないかなとい

うふうに思っています。 

  私もそちら側にいたときに反省しなきゃいけないんですけれども、今、町長が言われるよ

うに、今、ゼロベースではなくて平成17年の耐震診断、これによって、当時はまだ定期検査、

長寿命化計画という方向がない中で、阪神淡路の大震災の後で、主要路線の橋梁の耐震診断

という形で白田川橋を含めて確か３橋やったと思うんですけれども、そのときも既に17年に

ＮＧが出て、我々の職員の担当のほうからはいろいろ説明したんですけれども、なかなか橋
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についてのお金の問題とか理解の問題もなくて、重量規制だけ、18年に重量規制だけしまし

た。 

  ただ、そのときも、あの橋を取り巻く両側に建設業者の方、それから病院、いろいろなも

のがありまして、日々いろんなところへ説明をしに行って、手前どもの自主運行バスも重量

規制に引っかかるのでそこを通らないように今検討していますよという中で、説明をしなが

ら回った記憶があります。 

  ですから、今、町長の答弁にあったように、これから町が今どういうふうに考えて、これ

の最後の結論を出すんだよというのは、非常に皆さん興味を持たれているところで、実は今

回、新聞にこの一般質問の記事が載った後、私も驚いたんですが、奈良本の分譲地の方から

も数件、知らない方ですけれども電話をいただきまして、その方々もあの橋、生活の中の一

部ということで、歯医者さんだったり美容院だったり郵便局もあったりする中で通っていら

っしゃるという形の報告がありました。 

  今回、まず一つには結論の出し方というんですか、いろいろ検討されていく中で、最終的

に架け替えをする、あるいはしない、これらを当局のほうでいろんな観点からお決めになっ

た中で、議会、あるいは町民にお示しをしていくのか、その途中でパブコメみたいのは、こ

ういうのはちょっと合わないとは思うんですが、その辺のお考えを再度お願いします。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 役場サイド、行政サイドで全て決めてしまってから落とすというやり

方だと今までと変わらないので、当然、その検討過程の中で町民の関係者の方の御意見を聞

いたりとか、こちらの説明をさらにしたりとかというところを重ねながら、結論というか、

そういうのを見つけていくという過程になるかと思っております。 

○議長（笠井政明君） ２番、鈴木議員。 

（２番 鈴木伸和君登壇） 

○２番（鈴木伸和君） ありがとうございます。 

  そうしていくと、非常に住民にとっても安心というか、そういう情報はこれから来るんだ

なということで、もう既に新しい区長のほうには担当課のほうで説明に行かれているという

ことも聞いています。 

  ただ、この橋梁の事業というのは非常にレアなケースで、なかなか小さな町で新しく橋を

架ける、あるいは今まで生活道路の一部となった橋を架け替えるというのは、なかなかエネ

ルギーがいる事業でございまして、当町においても架け替えという経験はないわけでして、
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保健福祉センターの前のしらなみ橋、あそこは２径間の橋なんですけれども、あの新設がも

う最後だったと思います。 

  昨日の一般質問の中からありますように、職員のマンパワー不足もそうなんですが、もう

何年も前から土木の技術者が少ない中で、ましてや橋を経験している職員なんて誠にいない

わけで、今回いろんな説明をしていただけるという話の中で、私は個人的に思ったのは、今

回いろんなところで、議会に対してでも、住民に対しても使えるようなフローチャートを作

っていただいて、そのフローチャートの中に、今ここでこういう検討をしているとか、結論

はこういう出し方があるよというのも一つの方法かな。橋のことなかなか皆さん御存じない

ので、橋梁の架け替えをするためには、国交省の外郭団体の技術センターで出しています３

つの３要素というのがありまして、延命・交換・補修をしても長くもたないとか、もともと

もう躯体が今の白田川橋みたいにレベルⅣの状況になっている。それから、もう一つ言われ

ているのが、今、町長が言われるように非常に重要な点で、30年後にこの橋が必要とされる

かという項目もあるわけですね。これらについて、やっぱり全国の小さな自治体が、もう

50％以上、町内の50％以上が老朽化しているというインフラの橋をどうしようかと、首長さ

んたちが首をかしげています。 

  そうした中で、今言うように、この橋をもう今レベルⅣで通行止めにするしかない。もう

爆裂していて鉄筋も見えているような桁でもう危ない。ここがスタートになってそのフロー

を作ってくると、例えば架け替えする場合の下に、今と同等の場合とか、ダウンサイジング

をする場合とか、もうそういう形で、何て言うんですか、流れが分かるような形にしてあげ

ると、予算を組む職員の方でも、町の職員でも、これがこういうふうにかかっていくんだね。

ましてや、町長は当然御承知でしょうけど、川の事業というのは当然、雨季には全然手がつ

けられませんので、渇水期しかならないということで、非常に工期もお金もかかる。これら

についても、やっぱりそういうところの中で示してあげると、簡単なフローチャートでもい

いんですけれども、そういうものがあったりするとどうなのかなというふうに思ったんです

けれども、いかがでしょうか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） ありがとうございます。 

  検討を進めていく上で、こちらサイドとしてもどういう手順で進めていくかというのは一

度考えなきゃいけない。当然考えないとできないというふうに思っておりまして、それが議

員の御提案のフローチャートに当たるのかもしれないんですけれども、何らかのその何です



－89－ 

か、根拠のあるものについては考えていきたいなというふうに、まず思っているのと、単純

に架け替えというだけの話ではなくて、今回、私の個人的な問題意識の中でいうと、当然、

白田・片瀬の人たちの人口が減っていくという話は以前どこかでしたかと思います。そんな

ことを考えながら、その地区全体の今後のあるべき姿というところも少し皆さんで話をしな

がら、それに伴ってインフラをどうすべきかという話も同時にするというふうに、そういう

ふうにしなければいけないのかなというふうに思っていまして、若干検討自体も幅広になっ

てくる可能性はあるのかなと。 

  架け替える、架け替えないありきではなくて、ちゃんとその辺の話をして、その地域にと

って必要だという結論がもし、当然まちづくりと併せてそのインフラが必要だという答えに

なるんであれば、それは当然前向きに考えていくということになると思いますし、その辺の

まず、いろいろテーブルの上に、いろんな課題とか、みんなで一緒に考えるという、そうい

う機会をつくっていこうかなというふうに思っています。 

○議長（笠井政明君） ２番、鈴木議員。 

（２番 鈴木伸和君登壇） 

○２番（鈴木伸和君） ありがとうございます。 

  今まさにおっしゃっていただいたとおりのことを私も考えていまして、今の現状、現場に

行かれれば分かると思いますけれども、去年通行止めしたままの状況になっています。これ

から検討されて、架け替えるにしてもよすにしても、今御答弁でありましたＮＴＴの光ファ

イバーケーブルで手がつけられない状況の中が２年間、それから撤去するにしても工事をす

るにしても、長い時間あのままで、あの状態で現状置かなければならないというのは、これ

はもうしようがない話ですよね。 

  その中でやはり考えるのは、もともとあの橋を中心とした、あの辺の左岸、右岸の道路の

ネットワークが非常に、多分見て分かると思うんですけれども、あんまりセンスのいい設計

をされていないのが実情なんです。それはもうたられば言ってもしようがないんですけれど

も、左岸側と右岸側で時間の差があって、土地区画整理事業でやられたということがあるの

で、その辺の影響もあるのかなと私は思っているんですけれども、ただ、今の状況の中で、

何年も何年もあのままで置きますよという状況の中で、もう少し架け替えない場合にも使え

ると思うんですが、あの辺の道路のネットワークの在り方というんですか、左岸側にしては、

例えば国道側からも入れるし、止まっている橋のほうからも左岸側の町道へ入れるんですけ

れども、幅員がなくて、対面通行ができない。 
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  この間やった指定方向外の公安委員会の看板は取りましたけれども、右岸側のほうにもセ

ンターラインのない道路で、すぐさまＴの字になるんですけれども、橋が止まって、一旦停

止のラインがいまだに残っていると。ああいう状況の中で、やはり今、町で出していただい

ている木製のバリケードで白田川橋の通行止めの明示を両側しているんですけれども、それ

をもう少し、道路管理者がするべき表示の方法、あるいはそういうものというのは、道路法

によって多分基準があります。特に道路管理者が交通規制を伴う通行止めのような場合は、

何メーター手前に何を出してとか、迂回路の表示を出してとかという、そういうのも少し検

討していただいて、例えば特に歩行者ですよね。歩行者のその案内、迂回路、そういうもの

が、おとといもしらなみ橋から湯ケ岡赤川橋までぐるっと回ってきたけれども、何も出てい

ないので、やはりそういうものも含めると、上から下ってくる人が今まであそこを使ってた

という、奈良本の先ほどの電話の件もありますけれども、トータル的にやはり長期間あのま

ま置かなければならないので、少しちゃんとした標識、看板を現地に出してはどうかなと思

いますが、いかがでしょうか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 一度現場を担当課と確認をする等やった後に、具体的なやれることを

少し考えてもいいのかなと思います。 

  ただ、何ですか、看板程度の仮設的なものだったら比較的動きが取りやすいと思うんです

けれども、道路自体の幅員を広げるとかということになってくると、先ほど言ったまちづく

り全体の話と関わっているので、そこはちょっとどうなるかというのは分からないのかなと

いうふうには、思っております。 

○議長（笠井政明君） ２番、鈴木議員。 

（２番 鈴木伸和君登壇） 

○２番（鈴木伸和君） ありがとうございます。 

  ぜひちょっと一回り、あのセブンイレブン近辺を回っていただいて、現状の把握というの

はまず一つ必要かな。 

  それで、昨年、要望に我々が来たときに、セニアカーの話ですぐ対応ができるように、左

岸側の歩道ののり下げをしたよというふうなお話もしていただいたんですけれども、あのと

きにしたと思うんですけれども、右岸側のセブンイレブンの前になりますけれども、あれは

県の側道橋になりますけれども、そこに段差がまだ全然残っていて、セニアカーの性能は勾

配とか段差が7.5センチ以下とかといろいろ基準がありますので、それらもセニアカーの通
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る案内もないですし、そこの段差がいまだに残っているので、この段差はちょっと白田側か

ら来るときついのかななんていう細かいこともあるので、ぜひとも今言うように、長い間あ

のままの状況を置くということであれば、ちょっと少しはいろいろ、そういう迂回路的なも

のも含めた中の方法を見せていけたらと思います。御回答のほうは十分でございますので。 

  引き続いて、３点目のことなんですけれども、自分もこの議員になって、５月に新人議員

のいろいろ説明を予算の説明とか受けたんですが、その中で、骨太のこの方針ですとか、当

初予算の概要という形で渡されたんですが、担当のほうから時間の制約もあって、説明とい

うよりも、ほぼ抽出して朗読というふうな形だったんですけれども、その中に今回の業務委

託がありまして、架け替え工事に伴うという文言がありまして、これを町内会の総会のとき

に質問をした方がいるんです。架け替え工事に伴う業務委託を町が出すんだったら、架け替

えるのかということを聞いた方がいらっしゃったんですけれども、区長さんもそこは、いや、

架け替えじゃなくて、いろんなことの条件をそろえるためにこういう文言になっているんじ

ゃないですかというような言い方したんですけれども、その辺でちょっと私も違和感があっ

て、自分も専門が構造力学で対象構造物、橋梁やっていたもんですから、さっき言いました

しらなみ橋も、当時、先輩の技術者のお手伝いをしながら下部工、上部工と架けた関係があ

りまして、ボーリングも仕事柄、何本もやって、杭の本数だとか構造を決めて打ち方を決め

てという形でやってきました。 

  ですから、ここの架け替え工事に伴うというのは、そのままストレートに読まないほうが

いいのかなという再質問と、それから、この結果の使い方、非常に詳しく教えていただいて

ありがとうございます。ただ、ボーリングをやるとなると、さっきも言いましたけれども、

当然、渇水期になってからの話だと思いますので、このデータが上がってくるのが早くて２

月の後ろとか、そんな感じになってくるのかな。ボーリングの方法、当然、川の中に入って

やらねばいけないでしょうから、そういう観点の中から、そのデータがまた後々遅れてくる

のはちょっと懸念されるけれども、その辺の認識はどうなんでしょうか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） ありがとうございます。 

  まず、架け替え工事という項目で上がっていたということですけれども、先ほどからお話

しているように、白田川橋についての架け替えをやるのかやらないのかというのを決めたわ

けではなくて、検討結果を踏まえた対応を図っていきたいということであります。 

  ボーリング調査の工期的な話については、少し担当課から説明をさせていただければと思
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います。 

○議長（笠井政明君） 建設整備課長。 

○建設整備課長（村上則将君） ボーリング調査の関係ですけれども、先ほど町長の当初の答

弁でもありましたが、当初予算の中では、今回、地質調査という形で予算を計上させていた

だいたんですけれども、今年度につきましては、地質調査ではなく、非破壊検査、橋台の大

きさとか形状がはっきり分かっていないということがありまして、ボーリング調査だと本当

は橋脚の場所とかそういう場所でやるのが一番いいということもありますもので、今年度に

つきましては、予算のほうは地質調査で計上させていただいたんですが、橋台の非破壊検査

という形で実施をしていきたいと考えています。それは超音波で形が分かるというものです

ので、ちょっとそちらのほうに予算のほう変えさせていただいて、実施したいと考えており

ます。 

○議長（笠井政明君） ２番、鈴木議員。 

（２番 鈴木伸和君登壇） 

○２番（鈴木伸和君） ありがとうございます。 

  地質、土質ではなくて非破壊検査で詳細を見ようということですよね。分かりました。あ

りがとうございます。 

  橋について最後になりますけれども、先ほど言いました、架け替えないにしてもあの辺の

インフラの交通、拡幅しなくても、今のまんまでも町を残していく形の中で、どういうふう

に歩行者、あるいは車を誘導しようかというのは、当然、道路管理者として、国道管理をす

る県と一緒にあの辺の、必要ならば公安委員会もいるかもしれませんけれども、交通規制を

踏まえた中で、安全に人々が歩ける、渡れる、走れる、そういったような地域があそこにで

きればいいなと思っていますので、今後そういう検討もよろしくお願いしたいと思います。 

  以上で１問目を終了します。 

○議長（笠井政明君） 次に、第２問、危険な空き家等への町の対応についてを許します。 

  ２番、鈴木議員。 

（２番 鈴木伸和君登壇） 

○２番（鈴木伸和君） ２問目、よろしくお願いします。 

  危険な空き家等への町の対応について。 

  全国的に放置されたままの空き家が増え、周辺住民に悪影響を及ぼすことが社会問題化し、

空き家対策基本法が制定されました。 
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  当町でも人口減少や相続等の問題に伴い、各地区で見られる空き家の増加状況は大変深刻

な状態です。その中でも倒壊家屋や危険な空き家、また、衛生上有害のあるおそれのある空

き家等、問題となる建物が見受けられます。このような空き家について、町としてのどのよ

うな対応を行っているのかを伺います。 

  １点目、固定資産税を非課税としている建物は何件ありますか。 

  ２点目、倒壊のおそれのあるもの、また、近隣住民に被害が及ぶおそれのある建物は何件

把握されていますか。 

  ３点目、平成28年に当町で空家等対策協議会が設置されていますが、今までどのような案

件で開催されましたか。また、個別の建物について協議したことはありますか。 

  ４点目、本年３月に片瀬地区で崩壊した空き家がありますが、現在の状況はどうなってい

ますか。よろしくお願いします。 

○議長（笠井政明君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） 第２問、答弁させていただきます。 

  まず、２問の最初、１番目ですけれども、固定資産税を非課税としている建物は何件ある

かということでございまして、一般論で言うと、固定資産税が非課税となる建物というのは、

公共施設や宗教法人がもっぱら本来の目的に使用する境内の建物とか、社会福祉法人等が運

営する一部の施設などとなります。一般論で。 

  危険な空き家等に関して言うと、空き家等の建物は老朽化しても課税をされますが、固定

資産税課税標準額20万円未満の免税点以下の建物については、実質課税されないということ

になりまして、東伊豆町において、その数は1,408棟ということになります。 

  ２番目の御質問ですけれども、倒壊や倒壊のおそれのあるもの、その把握ということであ

りますが、町民の皆様から相談があったものに関して言うと17件であります。その際は、所

有者に対し任意の行政指導を行っております。 

  平成25年度に実施した空家等実態調査において、一部破損があると認められたものが289

件ありました。現在は２件改善されておりまして、その数が287件ということになって、そ

れが一部破損があるというふうに認識をしている状況です。 

  ３番目の御質問でありますけれども、空家等対策協議会の実際にどのように運営されてい

るかというような話につきまして、平成28年度に２回、平成29年度に２回、空家等対策協議
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会を開催をしております。東伊豆町空家等対策計画の策定に関する協議会の開催ということ

でありまして、平成28年の９月23日には委嘱状交付、法律の説明、翌年の平成29年２月20日

には計画案の検討と、２か月後の４月21日には同じ計画案の検討、そして、平成29年５月17

日には協議会としての計画案の決定という順番を経ております。 

  個別の建物についての協議ということでありますが、個別の建物について協議した案件は

ございません。 

  ４番目であります。 

  実際に、この間も片瀬地区の国道から少し下がったところの空き家が少し崩壊をしている

というところで、地区の方からも御要望もいただいたというのは認識をしております。３月

に連絡を受けた後、現地を確認をし、所有者に対し、普通郵便にて状況と改善をお願いする

文書を発送をさせていただきました。片瀬区からの要望書を受けた後、再度、町から配達証

明郵便にて任意の行政指導を送付。下田土木事務所についても、急傾斜地管理と建築指導の

立場から、配達証明にて改善を依頼する文書を送付していただいております。町にも下田土

木にも所有者から連絡は来ていないという状況で、連絡先を調査し、電話で接触を試みよう

ということで予定をしているところです。 

  また、片瀬区の皆様から要望書を提出された際、通知を発送済みであることをお伝えをし、

相手に強い印象を与える発送方法で送付するということを協議をさせていただきました。配

達証明郵便にて町からの任意の行政指導を送付ということでありますが、４月21日に受け取

ったことを確認をしております。配達記録郵便にて、下田土木事務所維持管理課、都市計画

課の文書を町を経由して発送をしております。５月17日に受け取ったということを確認をし、

その後、残念ながら町にも土木にも連絡が来ていないという状況であります。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） ２番、鈴木議員。 

（２番 鈴木伸和君登壇） 

○２番（鈴木伸和君） ありがとうございます。 

  危険の認識、非常に町長には持っていただいているなというのも分かって、ほっとしてお

りますが、つい先日も瓦礫の一部が軒先に落ちてきたということで、その家主さんが自分で

もって自らどかしたと。 

  実際に、この片瀬の崩れた空き家について、実害がもう既に出てしまっていて、落ちてく

るたびに御本人が危険な崖を登って、県の土地にあるものとか、自分の地所の中に落ちてき
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たものを廃棄をしていらっしゃるんですけれども、これ前、お聞きしたときに、当然、税金

はかからずにというお話だったと思うんですけれども、ただ、今回、特にこの片瀬の問題に

ついて、一歩間違えると、熱海の伊豆山の話のようになってしまわないかなということで、

非常に危惧をしております。 

  というのは、その崩れた廃屋のところがスタートで、急傾斜の事業をやっておりまして、

毎年６月にそこから急傾斜のパトロールをします。私も町内会の役やっていましたので、毎

年６月にそこ出ていて、そういう話も世間話の中で、この家屋危ないよねという話は幾度と

なく現場でもしております。 

  そういう認識が県も町も以前から知っているよねというのは、今回の熱海の事件と同じよ

うな感覚を私は持つんですけれども、もう一つ、この地域というんですか、３年前に地籍調

査がもう既に終わっていますので、そのときにもう既に所有者に何らかのアプローチがいっ

ているでしょうし、そうしないと、地籍調査の筆界の確定はできませんので、その時点から

も、もっと積極的な働きかけもできなかったのかなと。 

  空き家全般に関して言うと、非常に早いうちから当町については空き家バンクを設立して、

移住も絡めて、非常に有意義な制度をたくさん御用意していただいて、ウエルカムな姿勢を

やろうという空き家のほうの姿勢と、もう一つは、こういう問題になっている、今回あげま

せんでしたけれども、空き家の関係については、また何件かの方から電話で相談を私受けて

いますので、それはまた別の機会にやろうかと思うんですけれども、何か今回、ウエルカム

な空き家はこういう、何ていうんですか、いろいろなお土産をつくって町は迎えるけれども、

こういう不適切な空き家についてはもうちゃんとしたＮＯという姿勢を見せるよという形で、

あのガイドライン見ても、これに当てはまるので特定空家に指定していただいて、町では前

例がないかもしれませんけれども、全国的にはもう幾らも前例があります。ただ、それをし

たからすぐ代執行というわけではないので、その間、そういう強い姿勢は逆に、管理されな

い空き家はちゃんとしてくださいね。でも貸したい、売りたいところはバンクでちゃんと面

倒見ますよと、両方の姿勢でいったほうがいいんじゃないかなと思っています。 

  この危ないほうの今の空き家なんですけれども、昭和の30年代頃からやっていない旅館の

名残という形で、おとといも見に行ってきたんですが、この時期ですので、雑草とかそうい

うもので今止まっているというんですか、崩れたものが抑えられている、見えなくなってい

るような状況ですけれども、これから台風シーズンになりますので、ぜひとも住んでいる

方々に安全安心をしていただくためにも、少し強めじゃないですけれども、そういう空き家
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に指定していただいて、この法律を読んでいくと、請求ができるじゃないですか。相手が分

かっている。支払いがない場合は、その分の財産の差押えまでできますよね。だから、その

辺の法律もよく相手の方も分かっていただかないと、御承知のとおり、民法が改正されてい

ますので、来年の４月１日から相続が義務づけになります。そうするとやっぱり相続の問題

も出てきますので、早いうちに、代執行まではうんと時間がかかりますので、その前に町は

こういうところ、危険な空き家についてはちゃんとした対応を見せてくよというのも、ほか

の空き家をお持ちで管理されない方にもちょっといいＰＲになるのではないかなと思います

けれども、いかがでしょうか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） ありがとうございます、御質問。 

  まず、ちょっと気になったのが、本案件と熱海の伊豆山を同一視するのはすごく間違って

いるんではないかなと思います。それは規模、工法、斜面の状況、そこに住んでいる方々の

世帯数、様々なものが違うので、それを比較対象として、危ないということを認識するとい

うのは大変重要なんですけれども、何て言うんですか、危険なのをあおるというか、現状よ

りも何か不安を増長させるような表現というのはなるべく避けながら、でも、適切な安全対

策というか安全ということは言っていくというのはいいと思うんですけれども、まずそこを

一点、お話をしたいと思いました。 

  特定空家に指定するというのは、技術的には可能かと思いますけれども、実際に伊豆半島

において特定空家に指定して除却したというのは、ほとんど事例がないんじゃないでしょう

か。ということはつまり、自治体が同じような課題を抱えている中で、この案件だけではな

くて様々な対応を図らなきゃいけないということとか、全体のバランスの話とか、当然財政

の話も絡んでくるかもしれませんけれども、なかなか難しい問題ではあると思います。 

  将来的には何らかの対応を図っていかなきゃいけないと思いますが、ホテル・旅館の除却

にしても、国のほうがやっと少しずつ追いかけているような感じで、なかなかそれを地方自

治体の中で先進的にやるというのは、なかなかハードルが高いところはあろうかと思います

が、現状把握を含め、今後どういうことができるかというのは検討していかなければいけな

いなとは思っております。 

○議長（笠井政明君） ２番、鈴木議員。 

（２番 鈴木伸和君登壇） 

○２番（鈴木伸和君） ありがとうございます。 
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  ニュアンスのちょっと若干、町長のニュアンスと違った、さっきの伊豆山の話なんですけ

れども、物理的な、ハード的な一緒じゃなくて、私が言いたかったのは行政側、行政側があ

の現場の危険度の認知はしていますよね、以前からというのが、伊豆山のときと一緒なのか

なという、そういう意味合いで、現場の条件は同じじゃなくて、そういう形でちょっと言わ

せていただきましたので、御理解ください。 

  なかなかの他人の財産に手をつける、非常にハードルの高い法律だと思うんですが、これ

だけやはり切羽詰まった、もう台風が、大雨がという状況の中で、やはり怖い思いをして住

んでいる方々のことを考えますと、やはりそこについては何らかの助言があってもいいのか

なというふうに思って、今回、特に４点目で具体的にさせていただきましたけれども、今言

われるように、物すごい数の予備軍がいっぱいあって、町もそれらがどんどんなっていくの

かなというところで、先ほども言いましたとおり、私のとこにも電話が何本か入っています。 

  ですので、税の通知を出すときに、そういう方々への注意喚起といいますか、お願いを一

緒に入れていくとか、何ていうんですか、空き家で今もう一つ問題になったのが、放置され

た植木というんですか、あれが道路にはみ出て通行に支障が出ていると、そういうところも

ございまして、どっちにしろ、今回の特定空家をするしないというのは、最終的にこれを読

んでいきますと、特定空家のつくられました協議会、この中で一応決めるよというふうに書

かれていますので、どうなんでしょうか。これも29年の計画以来、具体的なことをされてい

ないというようなものですから、例えばこういうところにも諮っていただいて、こういうと

ころの意見も仰いでもらってという形もオープンにしていけば、下に住んでいる方々も何ら

かの形で町のほうも親身になってくれているよねと思うと思うんですけれども、いかがでし

ょうか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 特定空家指定については多分いろんな条件があって、自治体ごとにい

ろいろ変わるかもしれませんし、対象となる物件の規模とか状況とか、いろいろ考えなきゃ

いけないのかなというふうにまず思ったのが１点と、あと、財産に手をつけるという話につ

いては、戦後日本が高度成長終わって、人口が減り始めて、いろんな課題が産出していっぱ

い出てきている中で、財産権については、例えば所有者不明の土地については、かなりいろ

いろな法案のところで第三者が手をつけられるようにはなってきています。 

  一方で、それは今まで財産権の侵害ということで法律で守られているところを踏み越えた

というふうに私は感じているんですが、同時に、これ非常に誤解を恐れず言うならば、国土
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交通省のほうで流域治水法案というのが出ました。あれの基本的なコンセプトは何かという

と、今までは河川の近くに、危ないところに住んでいる人がいれば、莫大な予算をつけて堤

防を造って、それを守っていこうという基本的な考え方だと私は認識をしているんですが、

ただ、ここのところの異常気象とか気候変動、台風、豪雨災害の激甚化、頻発化等を踏まえ

ると、なかなかそれを全部やり切るのは難しいというところに直面をしています。その中で

できたのが、実は流域治水法案なんですけれども、画期的なところは何かというと、これは

誤解を恐れず言うと、危ないところにはなるべく住まないようなインセンティブを考えてい

くということです。 

  今までの延長線上で話を進めると、これ多分解決できないですよ。御存じのとおり、御自

身が議員をやっているときにも同じ課題にぶち当たっているはずです。それからずっと同じ

状況が続いているんです。解決ができないんです。新しいやり方とか、新しい考え方を入れ

ていかないと、多分この地方の課題は解決ができないのかなという中で、これから考えなき

ゃいけないという意味で、コンパクトシティという考え方もそこでちらちら見えてくるんで

すけれども、皆さんと一方的に進めるんではなくて、皆さんといろいろ協議をしながら、新

しい東伊豆の姿というのを考えないといけないのかなというふうに今思っております。 

○議長（笠井政明君） ２番、鈴木議員。 

（２番 鈴木伸和君登壇） 

○２番（鈴木伸和君） ありがとうございます。 

  今もう既にお分かりになっているとおり、非常に困っている自治体のためにこの空家特措

法もやっと立ち上がったという背景もありますけれども、取りあえず、今言われたとおり、

町内に、私もびっくりしたんですけれども、放置されている空き家が、その景観も含めて、

衛生上の状況も含めて、こんなにあるなんていうのは初めて私もちょっと聞かされたような

状況ですので、この辺はちょっと継続的な課題として、私も町内を見てまいりたいし、それ

が安心安全につながらないのであれば、お示しするなり、担当のところに110番させていた

だくみたいな形でしていければいいのかなと今思いました。 

  以上で私の一般質問を終了させていただきます。ありがとうございました。 

○議長（笠井政明君） 以上で鈴木議員の一般質問を終結します。 

  この際、10時40分まで休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時２３分 
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再開 午前１０時４０分 

 

○議長（笠井政明君） 休憩を閉じ再開します。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 須 佐   衛 君 

○議長（笠井政明君） 10番、須佐議員より一般質問で掲示板の使用、資料配付の申出があり

ましたので、これを許可します。 

  10番、須佐議員の第１問、アフターコロナの観光誘客についてを許します。 

  10番、須佐議員。 

（１０番 須佐 衛君登壇） 

○１０番（須佐 衛君） 10番の須佐でございます。４期目当選させていただきました。また

どうぞよろしくお願いいたします。 

  今回４問通告させていただきましたので、また御答弁のほうをよろしくお願いいたします。 

  第１問、アフターコロナの観光誘客についてということで、今年のゴールデンウイークは、

宿泊施設、観光施設とも思ったほどの入り込みを見せず、コロナ禍前の水準には程遠いと実

感した。これまで国・県からの手厚い支援が誘客の後押しをしたが、今年度についてはその

ような施策も聞こえてこない。夏が一番の入り込み期であるが、町独自の宿泊キャンペーン

やクーポン等の発行を考えているかということでございます。 

○議長（笠井政明君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） 須佐議員の質問にお答えをいたします。 

  まず初めに、質問の中でコロナ禍前の数字に程遠いということだったんですけれども、数

字で見ると、令和４年度の入湯客数というのが前年度比で138.6％、令和元年度、コロナ前

の話で比較すると83％ほどまで回復しておりますので、これは言葉の話なんですけれども、

程遠いというほどでもないのかなと。まだ伸び悩みというのはあると思うんですけれども、

比較的回復はしているんではないかなというふうな認識でおります。それを踏まえて御答弁
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を申し上げます。 

  まず、新型コロナウイルス感染法上の５類に移行してから１か月ほどが経過をいたしまし

て、経済が正常化に向けて動きを出しております。消費は回復をいたしましてインバウンド

観光も本格的に、東京出張が多々あるんですけれども、新幹線に乗ると外人の数がむちゃく

ちゃ増えて、新幹線も普通の席に座るんですけれども、結構座れそうになかったり、隣の人

がいたりとかというふうに、随分変わってきたなというふうに印象を受けております。 

  ただし、これからが勝負で、夏以降は観光地間の競争が激化をして、適切な集客戦略とい

うのが重要になってくるというふうに思っております。ただ、問題は、適切な集客戦略とい

うのはどこか。議員が御指摘のように、キャンペーンやクーポンが正しいのか、はたまた違

うやり方がいいのかというところだと思うんですけれども、それを踏まえると、コロナ禍で

は国民が気軽に旅行や観光に行けなくなったということで、観光はあのとき本当にダメージ

を受けました。政府はそれで落ち込んだ観光を復活することを目的としてＧｏＴｏキャンペ

ーンを開始したというのは御存じのとおりだと思います。 

  それがきっかけで、全国の自治体においても地域の住民や観光事業者を支援するためのキ

ャッシュバッククーポンとか、宿泊割引などのキャンペーンが開始をされることになりまし

た。当町においても、コロナ禍で厳しい状況を強いられている観光事業者を支援のために、

町民を対象に宿泊代割引などのキャンペーンを実施したというのは記憶に新しいかと思いま

す。 

  実は、宿泊の割引に関しては、コロナの前の2019年の台風15号、19号の影響で、町内の宿

泊客数が激減をした際の支援策として、割引宿泊クーポンの発行というのがされたことがご

ざいます。台風にしてもコロナにしても、想定外の要因で観光業が大きなダメージを被った

際に、短期的な支援策として実施されたのが宿泊キャンペーンとかクーポンではないかなと

個人的には認識をしております。 

  今、先ほど冒頭のお話にもありましたとおり、コロナ禍からの回復基調の中で宿泊キャン

ペーンやクーポン等などの対策を打つべきかというのは、現状は町内の観光事業者の皆さん

から、そのようなキャンペーンとかクーポン等をやってほしいという声は、実はまだ具体的

にはいただいていないということもありますので、これは状況を見ながら適切な対応を図ら

せていただければいいのかなというふうに思っておる次第です。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） 10番、須佐議員。 
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（１０番 須佐 衛君登壇） 

○１０番（須佐 衛君） 答弁ありがとうございます。 

  今、町長が言われますように、本当に今、東京辺りは非常に外国人の旅行客が増えてきて

いる中で、なかなかこの地方までその余波がまだ来ていないなという実感はあります。 

  そして、先ほど私が程遠いというようなことを申しまして、その辺のところの言葉のニュ

アンスの違いがあるということだと思うんですけれども、実感としては、まだまだその水準

に至っていないなというふうに思っております。 

  今、お手元に資料をお配りしてあると思いますので、そちらのほうも合わせて見ていただ

ければと思います。 

  こちらの伊豆新聞さんと静岡新聞さんの新聞記事を、ゴールデンウイークが終わった後の

ことで記事にしてありますので、ざっと見ていきたいということでありますけれども、例え

ば、右側の伊豆新聞さんのほうで利用伸び悩むということで、観光施設利用伸び悩むという

ようなことが出ております。 

  大体各地の様子がそこに出てきているわけなんですけれども、この左下のところに県立大

学の八木教授のコメントが出てきております。大型連休を総括したということで、この八木

先生という方は賀茂カレッジ、下田のほうに何度かお見えになって、私も講義を聞きに行っ

たことがございます。 

  その先生が言われている中で、一番最後のところ、今後の見通しでは、所得の向上、感染

状況によって方向が変わると、この夏が一つのポイントになるだろうというようなコメント

を出されております。 

  また、その左側の静岡新聞さんの記事を見ますと、こちら静岡経済研究所がコメントされ

たということですけれども、県内全体の動向ということで、非常に伸びている地域もあった

ということであります。ただ、19年比では28％減というようなことがあります。 

  こちらのほうも最後のところをちょっと読みますと、首都圏をはじめとした主要の観光地

と比べ県内の集客が苦戦していることを念頭に、同研究所の担当者はということで、夏以降

は観光地間の競争が激化すると、適切な集客戦略が重要だというようなことも述べられてい

るということが客観的にあるということであります。 

  それで、今、町長のほうからもクーポンがどのような形で発行されたというようなことが

ありましたものですから、私も観光協会の今年の総会の資料等をちょっと見ながら、どのよ

うな形でこのクーポンが出されたかということも調べてみました。 
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  その中で、これまで、そのクーポン、町内で発行しているその施策の中で、国と県とが非

常にだぶっていると、国、県、町がだぶっていて、何となくそのありがたみが薄れてしまっ

たというようなこと、これしようがないです。時期的なものが重なるということは、皆さん、

行政のほうもこのタイミングでということもありましたから、あったと思うんですけれども、

「今こそしずおか元気旅」じゃないですけれども、今こそ東伊豆でも、この時期に、ゴール

デンウイークが少し思ったほどじゃなかった、夏に向けて心配だといったような中で施策を

打っていくということが非常に大事なんじゃないかというふうに思っているんですね。 

  今、町長のお話ですと、事業者からまだ声が上がっていないということがありました。そ

ういうこともあるかと思うんですけれども、先々を見据えた中で、先手を打ってそういう形

で考えていくことも必要なんじゃないかなというふうに思っております。 

  例えば、ちょっと私もびっくりしたんですけれども、この間、大川のホタル祭りがありま

した。その中で、行政報告の中で2,080人という数字があったかと思います。この2,080人と

いうのは、昨年が2,775人だったんですね、入場者。約700人ぐらい減ってきているというこ

とがありまして、私も事業者の一人としてお手伝いさせていただきました。最終日の日曜日

だったんですけれども、日曜日でも200人程度だったというようなことがございまして、例

年に比べて少ないねと。その辺のところが、これから先々、夏を見据えたところで、ちょっ

と怖いなというような印象を受けております。また、夏の入り込みのほうもさほどでもない

のかなという、いろいろ観光事業者の方から聞いてもそんなふうに思っておるところです。 

  そんな中で、昨年やられたクーポンの中で、東伊豆地元割キャンペーンですとか、元気は

ここから伊豆○キャンペーン、これは今年になってからですね。これなんかも非常に有効的

だった。３時間ぐらいでもう売り切れてしまったというようなことがあったり、また、観光

施設のほうでいきますと、オトクーポンですか、1,000円のお土産のクーポンですとか、元

気はここから伊豆○に合わせまして、伊豆○クーポンというのも発行されたりとか、非常に

効果的だったのかなというふうに思ったものですから、この辺のところの検討も必要なのか

なと思ったものですから、ちょっとお話させていただけたらと思います。その辺ところで町

長のお考えを聞かせてください。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） ありがとうございます。 

  幾つか論点があるかなと。決してキャンペーンやクーポンを否定するわけではなくて、ま

ずは状況を見ながらというところで、次の手だてと、予算的にはなかなか組立てもちょっと
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厳しいところもあるかもしれませんが、それはちょっと置いておいて、基本的な考え方なん

ですけれども、確かにキャンペーンクーポン発行は、短期的ではありますけれども、一定の

効果があるというふうに思っております。それは先ほどお話したとおり。 

  ただ一方で、これは議論をするところだと思うんですけれども、割引的なやり方というの

が、どこまでその観光地の足腰を鍛えるかどうかというところ。これから日本の中で観光地

として、もっと言うと静岡の中で、伊豆半島の中でということかもしれませんけれども、東

伊豆町の観光地がやっぱり足腰が強く力を蓄えていくためには、分からないですけれども、

割引的なやり方は、ある意味、もしかしたら安売り競争みたいな感じになって、その地域の

観光のブランド力というのを上げる方向に決していくだけではないのかな、逆にブランド力

を少し下げる方向にも働く可能性もあるのかなという気もちょっとしたりしております。 

  持続的な観光地をつくるためには、合間、合間でキャンペーンとかクーポン等は必要なの

かもしれませんけれども、そもそもほかにやり方があるのかなというふうに考えておりまし

て、当然、今年は集客戦略として、海水浴場とか海辺のプールとか花火大会、これは夏期の

誘客対策ということでしっかりとやらせていただこうと思っております。 

  一方で、アフターコロナに向けて勝ち抜ける観光地をつくるためには、多くの観光客が本

当に訪れたくなる魅力的なまちづくりを進めることが必要ではないかなと思っています。安

いから行こうぜというのもいいかもしれませんけれども、それが本当に未来永劫というか持

続的にその辺につながってくるかというのは、両方考えていかなければいけないのかなと思

っております。 

  ただ、魅力的なまちづくりと一言で言っても、これは一朝一夕にできるはずもありません

ので、そこは一歩一歩やれるところから、今の段階から進めていかなければいけないのかな

というふうに思っております。東伊豆町の皆さんに加えまして、多くの皆さん、町外の方の

お力添えも必要だと思いますので、ぜひ魅力ある持続的観光地をつくり上げるために、皆様

方の御協力をお願いしたいというふうに思っております。 

○議長（笠井政明君） 次に、第２問、景観への取組についてを許します。 

  10番、須佐議員。 

（１０番 須佐 衛君登壇） 

○１０番（須佐 衛君） 景観への取組ということで、第２問、お願いします。 

  当町の景観への取組について、町長の考えを伺う。 

  （１）当町は景観行政団体に移行したが、方向性や景観計画、景観条例の制定等について
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示されていない。策定状況はどうなっているか。 

  （２）旧大川グランドホテルの廃屋については、何度も議論してきたところであるが、事

情はどうあれ、いつまでもあのような廃屋を町の入り口に放置しておくのは、町民感情とし

て許されるものではない。町は今後、どう対応していくのか。 

  また、町長は昨年６月議会において、東伊豆の玄関口ということで、公共性の高い利用方

法が望ましいのではないかと答弁されているが、具体的な利用法について考えはあるか。 

  以上でございます。 

○議長（笠井政明君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） 第２問の答弁を申し上げます。 

  当町が景観行政団体に移行した、その後の対応ということでございます。 

  令和２年４月１日に景観行政団体に移行させていただきました。協議書を提出する際には、

令和５年度に景観計画と景観法委任条例の制定を予定しているというふうに協議もさせてい

ただいております。 

  計画を策定する際には、町民の声を広く聞き、方向性を決定していきたいと考え、令和２

年度に景観講演会というのを開催することになっておりましたけれども、御存じのように新

型コロナの影響で延期となり、開催できていないという状況であります。令和３年６月議会

にて、計画策定については予定より遅れているという答弁もさせていただいております。 

  計画を策定するということは、少なからず、これ法律の趣旨とかも考えると規制も入って

くる側面もありまして、今年度策定をすることになっておりますまちづくり相互指針という

のを、今年度つくろうということになっております。まだ具体像というのは出てきていない

んですけれども、東伊豆町のそれぞれの町のあり方みたいなところも考えて、まちづくり指

針というのをつくろうということになっておりますけれども、その辺の兼ね合いもあるので、

景観部分というのも当然まちづくり指針に大きく影響してくるということがありますので、

その進捗状況にも併せて、当然、景観行政団体に移行しておりますので、その後の対応とい

うのを図っていかなければいけないというふうに思っております。 

  また、２番目の旧大川グランドホテルについてであります。 

  確かに、本当にあそこを通るたびに、いきなりあれが見えてくるというのは、地元の方か

らも早く何とかしてほしいという声をすごく聞いております。そういう御意見も踏まえまし
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て、町としてはまずは、本来ならば所有者が取り壊すのが原則、本来ならばというかそこが

基本的に、先ほども空き家の話もちょっとありましたけれども、その辺の話は所有者が取り

壊すというのが原則であります。しかし、場合によっては町が取壊しを行わなければならな

い可能性もあると考えています。危険性ということもありますし、公共性とか、そこの規模

の大きさ、先ほども話をしましたけれども、そんなことがある中で、その場合は土地の取得

とか取壊し、跡地の利用に関する目的や費用について検討した上で、具体化する必要がある

のかなというふうに考えております。 

  実現には多くのハードルがあります。これは財産に絡む話でもありますので、時間がかか

る可能性がありますけれども、何としてでも廃虚を除却したいという気持ちは持たせていた

だいております。 

  現時点で、跡地の利用方法の検討が具体的に進んでいるということではございません。あ

くまでも、イメージをこの間お話をさせていただいたかもしれませんけれども、当然、これ

からどうするかということはあるんですけれども、まずは民間企業などの知恵なども借りな

がら、観光客や町民の皆さんと有益な方法を考えなければいけないのかなというふうに思っ

ておりますが、いずれにしても、廃虚の除却、撤去が、まずはやらなければいけないことだ

と思います。それができて初めて、次どうするかという話になると思うんですけれども、ま

ずはあそこの景観を害する老朽化した廃屋というのを撤去していきたい、そこに集中をして

いきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） 10番、須佐議員。 

（１０番 須佐 衛君登壇） 

○１０番（須佐 衛君） 町長から今、景観の関係のお話ということ、少し遅れて講演会の話

も、やはりコロナの関係でということで私もそれは認識しておるところです。 

  非常に、今、町長の話にもありましたように、景観法というのを私もざっと見てみますと、

非常に規制が多いんですよ。何かその規制の中で、では町はどうするのかということで、そ

れに準じて町はどういう規制をするのか。例えば、県のほうから看板の問題だとかというこ

ともあったり、そういうことを言われてきています。ですので、その規制の中でこの観光地

の景観をどう生かしていくのかということが、これから私なんかは大切なことなのではない

のかなというふうに思ったりします。 

  例えば、景観法の中で景観重要木というのが、これを指定してそれを保護するということ
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が出てきてあると思います。それは保護するのは大切なことかもしれないんですけれども、

ただこれだけうちの町も、この後でも出てくるところですけれども、非常に緑を豊かにとい

うか何でしょうか、大切に森林を守って緑を守ってとかというような話では解決できないよ

うな、この最近の環境の変化によって雑木が生い茂ったりして、それによって景観が乱れる

といったような側面も多々あるのではないかというふうに思っています。 

  ですので、その辺のことというのは、景観条例ですとか町長が考えるまちづくり、これか

ら景観を守っていくためにどういうふうに、そういう負の景観と言ったらおかしいですけれ

ども、そういうものをある意味、そっちのほうを規制していくということも大切なのかなと

いうふうにも思うんですけれども、その辺は町長、どういうふうにお考えでしょうか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 樹木に対してということですね。 

  これも同じ議論に近いところがあると思うんですけれども、除却したいものについては、

除却できるものであれば除却をしたいということがありますけれども、様々なハードルがそ

こにはあるということであります。 

  県のほうも、観光地エリア景観計画策定みたいな話を進めている中で、少し県の力も借り

ながらやるという動きも出ているというふうに認識をしておりまして、その辺は、町ができ

ることはなるべく頑張ってやるということだと思いますけれども、県とも連携をしながらや

っていくということになっていくのではないかなというふうに思っております。 

○議長（笠井政明君） 10番、須佐議員。 

（１０番 須佐 衛君登壇） 

○１０番（須佐 衛君） 今、観光地エリア計画ということで、町内では４か所、細野高原と

稲取温泉、熱川温泉、北川温泉と。指定されているということで、ホームページにもそれは

見ることができます。 

  そんな中で、やはりそういう景観を大切にしていくということ、エリアも策定される。で

すので、それを乱してしまう景観については、ちょっとどうにかしなければいけない、それ

は町長が県のほうにということでしたけれども、また引き続きその辺のところは検討してい

ただきたいなというふうに思います。 

  それと、旧大川グランドホテルのことにつきましては、今お話しされた中で、行政として

取壊しを考えていくかもしれないというお話でした。違いましたか。検討することもあると

いうことだったかと思います。そうしますと、昨年やはり６月に質問させていただいた、所



－107－ 

有している方が分譲型のリゾートホテルというようなこともおっしゃっていたと思うんです

けれども、そういうような形の中で、これからまた協議をしていきながら、そういうような

方向性にというふうに持っていくのかというのか、その辺のところはどうなんでしょうか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 分譲地との関わりがちょっとよく分からなかったんですけれども、所

有者との協議をするかということだということで。 

（「今譲型の何かリゾートホテルみたいなことをやるという」の声あ

り） 

○町長（岩井茂樹君） すみません、具体的なやり方については、まだここでは何とも言えな

いんですけれども、先ほどお話ししたように、あそこにある老朽化した廃屋については除却

をする方向で集中していきたいというふうに考えております。 

○議長（笠井政明君） 10番、須佐議員。 

（１０番 須佐 衛君登壇） 

○１０番（須佐 衛君） 分かりました。 

  今のお話、そうしますと昨年のお話の中で、観光庁の施策の中で、そういうような形で除

去できるようなというような話もされたかと思うんですけれども、国土交通省の関連で。 

  あと、私が思ったのは熱川のロイヤルホテルを、廃屋を撤去したときには防災関係の補助

金、あれは確か2014年、2015年だったと思いますけれども、今、しおかぜ広場になっており

ますが、あれは防災関係の、東日本大震災の後だったということでありました。防災公園と

いうことで、最初私もエッという形で、観光地に防災公園ということで思ったんですけれど

も、今、利用されていることを見れば、そういう方向性もあるのかななんということも思っ

たりするんですけれども、これから先々どういう形で撤去するのかという、これはまだ検討

段階だと思いますけれども、可能性としてはどんな感じでということはありますか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 可能性も何も、まだそこまではお話ができないんですけれども、事実

関係とすると、多分観光庁の補助金というのは来年あるかどうかというのはまだ認識してい

ないんですけれども、これまではあったというのはあるかと思いますが、いろいろな権利関

係とかもあると思いますので、そこら辺は慎重に対応しなければいけないかなと思っており

ます。 

○議長（笠井政明君） 次に、第３問、支障木の伐採についてを許します。 
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  10番、須佐議員。 

（１０番 須佐 衛君登壇） 

○１０番（須佐 衛君） 第３問、支障木の伐採についてということです。 

  近年、局地的な豪雨によって土砂災害が多く多発しているが、温暖化の影響で樹木の成長

が早く、倒木の被害も報告されている。また、公道にはみ出している樹木は通行の妨げにな

り大変危険であるが、町の対処法を問うということです。 

  よろしくお願いします。 

○議長（笠井政明君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） 第３問について御答弁申し上げます。 

  樹木の成長が早くて倒木の被害の報告をされている中で、そのような様々な町の対応をと

いうことでございますが、まず木が倒れ道路を塞ぎ通行の妨げとなったものについては、早

急に町で撤去をしているということでございます。基本的には、民地から生えているものに

ついては、先ほども少しありましたけれども、所有者が基本的にやるというのがスタンスな

ので、所有者に通知をし、対応をお願いしているということでございます。 

  町道湯ノ沢草崎線や稲取片瀬線など、主要な町道については草刈り業務の委託をさせてい

ただいております。町としても財政的な制約もあり、手が行き届かないところというのが正

直あるのも事実でございます。これからは議論のところなんですけれども、人口も減って、

労働力も足りなくなってきているという中で、諸課題をどうやって乗り越えるかというのを

考えたときに、やはり町民それぞれ皆さんが、皆さんができることを少しずつやっていただ

くということで、町民全体でそういう課題をクリアできればというふうに考えております。 

  以上でございます。 

○議長（笠井政明君） 10番、須佐議員。 

（１０番 須佐 衛君登壇） 

○１０番（須佐 衛君） ありがとうございます。 

  ６月２日、３日くらいですか、台風２号が接近しまして、思った以上に非常に風が吹いた。

その中で、倒木が原因で停電が奈良本地区でありました。東京電力さんのほうにちょっと問

い合わせてみたところ、今年になりまして停電が17回発生したということを聞きました。そ

の17回のうち、ぱっと消えてまたすぐつくような停電、葉っぱが当たって、樹木が当たって
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一瞬停電するとかというような、そういうことが多いという話なんですけれども、その停電

も含めまして17回、そのうち２回が倒木の被害だったというようなことを聞きました。それ

が先ほど申しました６月２日の奈良本の千葉大の辺りですか、ヘルスケアマンションの周辺。

それから、２月28日に片瀬白田地区でやはり倒木が原因で停電があったということで、これ

結構、町民の皆さんも最近停電多いなということを感じられていること、多いかと思うんで

す。 

  そんな中で、これ本当に頭の痛い課題でして、道路に出てきている枝葉についてはやはり

伐採していくというようなことも、これまで令和２年３月に私、このような感じで台風15号、

19号災害の、あと令和２年３月に台風被害についてということで質問させていただいている

んですけれども、その中で、町道に関しては原則的に町費でやるというような町長の答弁を

ここでもらっているんですけれども、いろんな意味で考えると、今度民法が改正されまして、

民法233条ですか、民地であっても枝葉が出てきているものに関しては、その１、住民の方

の許可を得ないで切れるというような民法もできているということで、今年４月から施行さ

れているというような話も聞きまして、この樹木に関しては大変、町民の皆さんも関心が高

いことだと思います。 

  それで、令和３年の質問のときにも予防伐採について質問させていただきまして、これは

県が主体的にやっていることですので、今回質問の項目の中には入れていないんですけれど

も、そういった予防伐採も含めて、これからもやはり検討していくということは、静岡県で

あるとか国との協議の中で、これは樹木の伐採ということは、これから大変重要なことでは

ないかなというふうに思います。 

  ちなみにその予防伐採については、今、西伊豆町でやられているということを聞いており

ますが、これからの町の樹木について、いま一度、町長の御答弁をいただければと思うんで

すが。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 予防伐採だといろいろな関係者が出てくるということだと思います。

通告がなかったので、ちょっと無責任なことはなかなか言えないと思いますけれども、基本

的にやれること、県と国と連携をしながら、やれることでやっていくということになろうか

と思います。 

○議長（笠井政明君） 次に、第４問、平和教育の推進についてを許します。 

  10番、須佐議員。 
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（１０番 須佐 衛君登壇） 

○１０番（須佐 衛君） 平和教育の推進についてということで、第４問でございます。 

  今年のサミットは被爆地広島で開催され、岸田首相が各国首脳を原爆資料館前で出迎える

という演出でスタートした。 

  平和の尊さが叫ばれる中、中学校の修学旅行の日程を３泊４日とし、今の行程に加え被爆

地広島の訪問を提案したい。財源はふるさと納税から工面することが可能と思うが、検討で

きないかということでございます。 

  御答弁よろしくお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） 第４問の答弁を求めます。 

  町長。 

○町長（岩井茂樹君） この点につきましては、教育委員会の所管ということで、教育長に御

答弁願えたらと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） 教育長。 

（教育長 横山尋司君登壇） 

○教育長（横山尋司君） それでは、須佐議員の第４問、平和教育の推進については、１点の

質問となっておりますので、お答えいたします。 

  広島への修学旅行を実施してはどうかということなんですが、この件に関しましては、令

和３年６月議会定例会におきましても同様の質問を受けました。被爆地である広島を訪問し、

戦争の悲惨さや平和の尊さを学ぶことは、大変意義のあることだと思います。 

  しかしながら、前回にも答弁させていただいたとおり、修学旅行の日程に余裕を持たせて

３泊４日にしたとしても、広島までの東伊豆町からの距離など、移動にかかる時間もあり、

中学生の発達段階の体力等を考えると、スケジュール的に健康管理上厳しいものがあります。 

  また、現在２月後半に行っている賀茂地区は、ほとんど全ての中学校が２月後半に行って

いるその現状を考えると、その後の授業等に余裕がなくなってしまいます。 

  それらのことを考慮しますと、中学生の修学旅行は２泊３日で、自主研修も含めて京都、

奈良ぐらいまでが妥当だと思われます。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） 10番、須佐議員。 

（１０番 須佐 衛君登壇） 
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○１０番（須佐 衛君） 今回の通告は、議会運営委員会のほうから同じような質問だから、

またそれを踏まえての議論をやってくれというようなこともありましたものですから、それ

も踏まえながらやっていきたいな、質問させていただきたいなというふうに思っています。 

  前回の答弁の中で、20年ぐらい前なんだけれどもということで、稲取では平成10年から12

年ですか、熱川中学校では平成10年に、広島まで行った経緯があったというお話がありまし

た。私もそのときの熱川中学校の学年主任の先生方から、広島訪問の熱い思いなども伺いな

がら、ただ日程的には、今、教育長おっしゃられたように非常に厳しいものがあったという

お話がありました。 

  その中で、前回もそうなんですが、１泊を増やして行くことということの意味を、私はも

ちろん学校の先生方、思われているかと思いますし、町の皆さんも、それから保護者の皆さ

んも、その辺のところを共有したいなというふうに思いまして、今回質問させていただいた

んですが、今回そのことについて、日本修学旅行協会事務局の方にいろいろ資料を送っても

らったりしまして、その資料のデータの中から、またお手元の中に資料配付させていただき

ましたので、そちらも併せて見ていただきたいなというふうに思っています。 

  この教育旅行年報2020ということになるんですが、実はこの後にも年報は出ているんです

けれども、コロナ禍ということでしっかりとした数値が出てきていないという印象の中から、

2020年から抜粋しております。 

  その中で、表の８というところで見てみますと、平和学習というのが３番目に位置されて

います。これ、私も社会科の教員かじったものですから、もちろん史跡ですとか歴史的なも

のというのが重要なことだというのは分かるんですけれども、今、京都や奈良といったとこ

ろは個人でも非常に旅行しやすくなってきているという一方で、なかなか平和の尊さを学ぶ、

また今、ウクライナの問題なんかもある中で、これはやはり学校として、そういう機会をつ

くってあげるということがまた必要なんではないかなというふうに思っているところであり

ます。 

  その中で、各地訪問している中で、やはり広島ですとか長崎、あるいは沖縄といったとこ

ろの訪問というものもまた注目されているというようなことも記述があります。 

  まず、教育長のお話は伺ったところで、町長にお伺いしたいんですけれども、平和教育、

町長も教育者であられたという一面もあったと思いますけれども、その被爆地の問題、原子

力という問題も含めまして、平和教育、平和学習について、町長どういうふうにお考えにな

るか、ちょっとその辺のところをお伺いしたいと思います。 
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○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） ありがとうございます。 

  平和教育は非常に重要だという認識でまず、あります。広島ということ自体でいうと、確

かあそこの原爆ドームというのは、昔、建設省の関係が入っていたというのがあって、私も

若干その辺の仕事をしていたので、その認識はしておりますし、実際自分でも訪問を何度か

したことがあります。実際に自分の目で見ることと、あとは教科書とか違う媒体で感じると

ころというのは、やはり全然違うのかなという認識はあるので、現地に行ってそういうとこ

ろを見るというのは重要かと思いますが、どこの段階で見るかのことかなというふうな気も

いたします。 

  小学校の段階で行く話なのか、中学なのか高校なのか、いろいろあるかと思いますけれど

も、その辺の、先ほど少し教育長の答弁でもありましたけれども、体力的な話とか、あとは

学校のカリキュラムの問題とか、そういうところを普通にちゃんと考えて、総合的に考えて、

しかるべきタイミングで行くということは、大変有効であるというふうに考えております。 

○議長（笠井政明君） 10番、須佐議員。 

（１０番 須佐 衛君登壇） 

○１０番（須佐 衛君） ありがとうございます。 

  私もオバマ大統領が来られたときに、折り鶴というのが置かれた、その後ちょっと伺った

ことがありました。やはり、実際に現地で見るということの大切さというのは、町長の言わ

れているとおりだと思います。 

  体力的なこととかタイミングとかというお話があったと思いますけれども、今すぐにとい

うことで私も言っているのではなくて、やはり、これから小中一貫教育が始まってきます。

そうした中で、カリキュラムの中でダブったところは少しつなげて、小中のカリキュラムを

つなげることによってダブりが生じるところも出てきて、多少そういったカリキュラムにゆ

とりも生じるんではないかなと。逆に、自主的な教育とか総合学習ですとか、そういったこ

とについてがこれから着目される部分でもあるし、特色のある学習というものを進めていく

意味でも大切なことなんではないかなと。 

  あと、１泊増やすということについては、これはまた町長に伺いたいんですけれども、今、

国の施策などで、給付型の子ども手当ですとか、子供に対する手当というのが増えてきてい

るように思いますし、それは非常に大事なことだというふうに思います。 

  その一方で、やはりこういう機会、教育の機会を与えるということについての町からの給
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付といいますか、いわゆる１泊分は町の中から出してあげる、１泊分を町が体験のために役

立てるために、例えば私が今ここで質問させていただいたように、財源はふるさと納税等か

ら出すことができるのではないかというふうに考えて質問させていただいたんですけれども、

その辺の答弁いただいていないものですから、そこのところをちょっとお願いします。 

○議長（笠井政明君） 須佐議員、小中一貫の質問に関しては通告されていませんので、そち

らに関しては、答弁はいたしかねると思います。 

○１０番（須佐 衛君） いつやるタイミングということで。 

○議長（笠井政明君） 小中一貫のカリキュラムに組み込んでというような通告はございませ

んので。 

○１０番（須佐 衛君） 通告外になります。 

○議長（笠井政明君） はい。そこに関しては、答弁はできないと思います。 

  それを踏まえて、町長、答弁があればお願いします。 

  町長。 

○町長（岩井茂樹君） まず、最初の御質問の中で、そのカリキュラムを含んで体力的な問題

でどうか、あとは効果も含めてということだと思います。 

  今、お話にあったところというのは、財源的な話が主だったと思うんですけれども、町と

してはまず中身について、このタイミングでやるべきかそうでないのか、やるんだったらこ

うしようというのが、決まった時点でその財源論なのかなと思います。現状で、まだお金の

話まではちょっと答えるのは、時期尚早かなという気がちょっとしております。 

○議長（笠井政明君） 10番、須佐議員。 

（１０番 須佐 衛君登壇） 

○１０番（須佐 衛君） 小中一貫というのは、そういう意味で先々を見据えてそういうよう

な形でカリキュラムの統合というのがあった中で、先ほど教育長が言われたように、今、こ

れ厳しい、カリキュラムの中でというようなことでちょっと質問させていただいたものです

から、何かそれが問題になってあるようでしたら訂正いたします。 

  私の質問は以上でございます。 

○議長（笠井政明君） 以上で須佐議員の一般質問を終結します。 

  この際、午後１時まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時２８分 
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再開 午後 １時００分 

 

○議長（笠井政明君） 休憩を閉じ再開します。 

  午前に引き続き一般質問を行います。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 山 田 直 志 君 

○議長（笠井政明君） 14番、山田議員より、一般質問で掲示板の使用、資料配付の申出があ

りましたので、これを許可します。 

  14番、山田議員の第１問、医療充実と健康についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） ３問通告してございますけれども、１問ずつ行いたいと思います。 

  第１問、医療充実と健康についてお伺いします。 

  健康志向の高まりの中で、町民の方々からは医療充実の声をたくさん聞くようになりまし

た。町民の健康のために、町が取り組んでいること、また、町民の皆さんに理解と協力を求

めることについて、伺いたいと思います。 

  １点目、町が医療充実のためにできることはありますか。 

  ２点目、痛いところ、悪いところがなければ健康だと言えるでしょうか。 

  ３点目に、健康に生きていくためにはどんなことが必要ですか。 

  ４点目、健康づくり、健康寿命を延ばすために、町はどんな事業を行っていますか。 

  以上、よろしくお願いします。 

○議長（笠井政明君） 第１問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） 山田議員にお答えをいたします。 

  １問目の１番でございますけれども、町が医療充実のためにできることはあるのかという

ことでございますが、医療基盤については、県の保健医療計画に基づき整備されるものであ
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るため、町が主体的に何か変えたりとか考えたりというのは、計画をしたりということがな

かなかできないという状況ではあります。 

  ただ、県が主催する医療関係の会議等の機会に、医療基盤についての意見、要望等は行わ

させていただいているところです。また、計画の中では、地域の課題として小児科医をはじ

め、そのほか全体的な医師不足の解消や救急医療体制の確保が、そんなことをちょっと課題

にさせていただいているというところでございます。課題への対応として、先端技術を導入

した新たな医療体制の充実が図れないかということとか、医療機関と連携をしながら調査、

研究をしていきたいというような、そんな話であります。 

  少ない医療基盤でも、予防に重点を置いて、地域の医師、薬剤師、歯科医師、行政の連携

による疾病対策を、さらに充実させていきたいというふうに考えております。 

  続きまして、２番目の悪いところや痛いところ、これがなければ本当に健康なのかという

すごく哲学的な感じなんですけれども、ＷＨＯの憲章では、健康とは肉体的、精神的及び社

会的に完全な良好な状態であり、単に疾病または病弱の存在しないことではないと既に定義

をされています。痛いところや悪いところがない状態であることは、健康であると言える一

つの要素ではありますけれども、身体的、精神的及び社会的な面での反映とバランスの状態

が非常に重要になってくると思います。したがって、痛い箇所や悪い箇所がないだけであっ

ても、それだけで健康というのはちょっと違うのかなというふうに、私としても捉えていま

す。 

  健康は、身体的な機能や能力、心理的な健康、社会的なつながりとか、あとはこれから町

政をやっていきたいというときに、幸福度みたいな話を考えているんですけれども、個人の

幸福感など様々な要素が組み合わさり維持されるものではないかと考えております。 

  また、３番目の問いについてですけれども、それでは、健康に生きていくためにはどんな

ことが必要かということでありますが、まず、健康に生きていくためには健康な身体をつく

り、それを長く保つことがまず重要。そして、そのための鍵となるのは、やはり生活習慣病

を知るということ。そして、その予防法を知るということだと考えております。 

  生活習慣病とは、食習慣とか運動習慣とか休養とか喫煙、飲酒等、それらの生活習慣が原

因で起こる病気でありますけれども、実際にどのような病気があるかというと、結構身の回

りにそういう方、多いかもしれませんが、例えば糖尿病、心臓病、高脂血症、高血圧、脳血

管疾患、痛風、そして呼吸器疾患、胃十二指腸潰瘍とか肝機能障害とか骨粗しょう症、かな

り多岐にわたるというのが生活習慣病と言われておりまして、肥満とか歯周病も含まれると
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いうことでございます。 

  ただ、これを改善していかなければいけないということで、生活習慣を改善するというこ

とで、例えば自身の健康に対する過剰な自信や無関心をなくすということとか、酒やたばこ

などの嗜好品を制限したくないというそんな気持ちを少し是正するとか、効果を実感できる

までに時間がかかるけど、モチベーションをしっかりと維持していくということも大事です

し、生活が忙しくて睡眠や運動の時間が確保できない、最近、若干、私がそうなんですけれ

ども、あとは仕事の付き合いで、もしくは総会が多すぎて飲酒の機会が多いと。その辺もど

うするかというような話が、もしかしたら入ってくるのかもしれません。 

  このような生活習慣病の改善や予防には、病気の温床となる生活習慣の見直しが不可欠と

いうことでございまして、適切な食事、定期的な運動、良質な睡眠などの生活習慣の改善を

深めるとともに、ストレスの管理、定期的な健康チェック、喫煙とか適度な飲酒、良好な人

間関係など、いろいろ考えることはあるのではないかなと感じております。 

  そして、４番目の答弁ですけれども、それでは健康寿命を延ばすために町はどのような事

業を行っているかということでございますが、健康寿命とは、個人が健康で活動的な生活を

送ることができる期間を示すと言われております。町は、健康寿命の延伸のための事業とし

て、疾病予防のための各種健康診査、がん検診、重症化予防事業等を行っているところでご

ざいます。また、介護予防のためのフレイル予防事業、運動教室、認知症対策事業も行って

おります。 

  町は、今年度第２次健康増進計画を策定いたしますが、これは国の健康日本21（第３次）

で示されている健康寿命の延伸、健康格差の縮小を基本方針として策定するものでございま

す。その中で、現状の課題を踏まえた健康づくり事業を計画していきたいというふうに考え

ております。 

  以上でございます。 

○議長（笠井政明君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町民の皆さん、一般的にも、今日本全体でも健康志向がある中で、

また、特にその中で高齢者が多いというところでは、特に健康に対する関心というのが高ま

っているというのが昨今の状況だというふうに思いますし、そういう中で、町民の皆さんが

普通に暮らしていく中の一番の要望というのが、やはり健康ということが関心事にもなって

いるのかなというふうに思います。 
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  しかし、今、町長言われたように医療法により、また、県の保健医療計画によって新しく

病院をつくるとかということはできることではありません。これは間違いないと思います。

むしろ、今この賀茂地域は県の保健医療計画から見ると、総体のベッド数が1,285という状

況でありますが、とりわけ精神病棟を除いた一般療養型病床等が847ですが、県の保健医療

計画が定める賀茂郡の２次医療圏の中でのベッド数は659ですから、現状でいくと188床の病

床増加地域というふうに、ベッド数はそういう規定になっていて、大変新しい医療を求める

というよりは、現在ある医療機関が縮小しかねないというような状況に、実はあるんではな

いかなというふうに私は見ております。 

  これは非常に、昨日も町長言っておりましたけれども、お医者さんは少ないけれども、ベ

ッド数自体は非常に、逆に言うと多い部分というのがこの地域の特徴としてあります。 

  そういう中で、町民の皆さんからの期待はあるんだけれども、国や県の法律、計画で決ま

っているということからすると、新たに医療機関や新たな医療を求めるというのは、非常に

困難であるというところを、共通認識にしていかなければいけないなというふうに思ってい

るところです。 

  そこで町長、健康の問題について、また、健康寿命について、御説明いただきました。資

料としても配付しましたけれども、国のほうで、厚生労働省が発表しているこれは数字です

けれども、個別に見ると静岡県は、2010年が71.68歳から73.45歳と1.75歳健康寿命は延びた

というふうにも言われておりますし、女性のほうは75.32歳から76.58歳と1.25％、約10年間

で健康寿命がアップしたというふうに聞いております。 

  町長、やはり今の私は問題として、町民の皆さんも非常に医療に対する、健康に対する関

心が高い中で、この健康づくり事業等どう進めていくのかなというところが、町として関わ

るべき大事な問題なのではないかなと。 

  昨日もいろいろ取組についての質問がありました。フレイルの問題もあるんだけれども、

最近はどうも、メタボはやはり10年ぐらいたってやっと一般的にはなってきたんですけれど

も、どうも最近、国の言葉とするとフレイルも含めて健康寿命というのが、一番言葉として

分かりやすい言葉になっているのかなというちょっと認識をしていますけれども、この健康

寿命、今、町長言われたように、今度つくる健康増進計画ではそこがポイントだということ

でしたよね、町長。そうしますと、町長、今の取組というのは、町民の皆さんの健康状況や

健康実態からして、どういうふうにてこ入れしようと見ていますか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 
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○町長（岩井茂樹君） 健康寿命に対するこれからの取組ということですね。 

  まずは、第１に高齢化が進んでいるということで、健康寿命をいかに維持するかというの

が、局面がまたある意味難しくなってきているというふうに思っていますので、これまでと

違うところと言えば高齢化率が増えているという中で、よりそれに適切に合ったものにして

いくということかと思っております。 

  具体的には、とにかくちょっとした運動とか、あとは先ほど少しお話をしましたけれども、

運動だけではなくて精神面とか、その辺をトータルとしていろいろ考えていかなくてはいけ

ないし、あとはまちづくりとも関係してくるような気がしているんですけれども、今度、旧

稲取幼稚園の跡地の利用について少し、今、いろいろな方々からご意見を聞いているところ

なんですけれども、まだ決めたわけでは全然ないんですが、可能性として、例えばそういう

ところに高齢者の方々がある程度集って、精神的に柔らかな気持ちになっていただくとかと

いう場になると、いいななんて思ったりもしています。ただ、これは今、皆さんからいろん

な状況を聞いている段階なので、決まったわけではないですが、ただ方向性としては具体的

な、肉体的な健康以外に、精神的なものとか、あとはやりがいとか、そんないろいろなこと

が複合的に関わってくるんではないかなというふうに感じております。 

○議長（笠井政明君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、医療というのは、現状からなかなかやはり、充実するという

ことは困難だという認識の上に立つと、町民の皆さんには適切に医療機関を活用していただ

きながら、今後町としての健康づくり、また健康寿命を延ばす取組に、積極的に参加してい

ただく必要があるんだろうなというふうに思うんです。 

  そこで、例えばさっき町長が言われた健康という要素の中で、当然医療という問題ではな

くて、予防です。検診、早期発見、早期治療というこの部分が、予防医療という部分があり

ます。だけど、あと後に町長が言われたように、運動であったりとか睡眠とか栄養とかとい

ういろいろな要素が絡んでくるということを考えると、今のうちの町の取組でみると、例え

ば検診なんという部分で見れば結構頑張ってきていて、40％、50％とか、検診率自体は数値

目標もあって高まってきました。メタボということが言われて、国全体で検診50％に上げま

しょうというような取組の中で、うちの町も取り組んできた。これは、この分野としては一

定前進はしてきたんだと思うんですよ。 

  問題は、それ以外の部分で見ると、運動だとか栄養だとか、いろんな取組はどうなのかな
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というと、先ほど町長が言われた部分もありますし、昨日の一般質問の中でも出たように、

高齢化率が47.1％、530人からの人間がいわゆる高齢者という形でいる中で、現状で昨日の

答弁であったように、対象者自体は141人ですか、非常にやはりここの部分というのは、町

として対象としている人たちが非常に多く存在している中では、非常に低い数字ではないの

かなと。当然、自分で運動している人たちもいます。いろんな人もいます。町長、先ほど答

弁したように、私、移動支援なんかを通じて、町の教室に行っている人たちを送迎したりも

しているんですけれども、大変喜ばれています、内容的にも。また、そこへ行く人たち自身

が、先ほど町長言われたように、社会的なつながり、そういうものも通じて、非常に楽しみ

にしてその教室にも行っています。 

  だから、あの町の教室というのは、体力、運動をするということ、また、そこで栄養士が

絡んで、食事のことをアドバイスしたり、そこで発見される病気もあるんです。でも、もう

一方で、先ほど町長言ったような社会的なつながりという面でも、そこに来る人たちにとっ

てもとても大きな存在になっています。 

  でも、現状は141人というのは、検診がもし40％、50％の人がいろんな意味で受けていま

すよとか、高齢者イコールではないんですけれども、受けていますよというような中で、健

康づくりやこの健康寿命を延ばそうよという形で参加している人たちが、この数でいいのか

なと。本当に、この先に町長言われたように、町民の幸せとかそういうものを考えたときに、

これはこのままでいいのかなと私は思うんですけれども、町長、どうですか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 少し数字的な話が出ましたので、担当課からその数字的な面も絡めて

少しお話をいただいて、その後にまた、こちらからお話をさせていただければと思います。 

  よろしいでしょうか。 

○議長（笠井政明君） 健康づくり課参事。 

○健康づくり課参事（柴田美保子君） 昨日、一般質問であった高齢者の健康教室の参加につ

きましては、本当に少ない人数ということであります。 

  やはり、待っているだけではなく、行政のほうから出向いていくということも今後やって

いかなければいけないなと思っていますし、新たに、健康に関心の薄い方たちにいかに健康

づくりに関心を持ってもらえるかということで、コロナ前はウオーキングのイベントを毎月

のようにやっていたり、きっかけづくりの健康チェックのイベントなども行っていましたが、

そういった新たな取組をまた実施していくということも必要ではないかなというふうに思っ
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ています。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 担当課からの御説明のとおりだと思うんですが、加えて言うならばな

んですけれども、健康教室の目的、私も見に行ったことがあるので大変いいと思うんですが、

そこで多分いろいろな人とのつながりが生まれているということが、精神的にもプラスにな

っていると思います。なかなかそこに行く方が増えないということに対して考えると、これ

はちょっと具体的に実行できるかどうかというのは、まだ分からないところがあるんですけ

れども、趣味とか楽しみと一緒に、何かそういうものが自然な形で取り込むことができると

か、そういう工夫が必要なのかなと。健康教室ありきという考え方もいいんですけれども、

場合によれば、先ほど少しお話ししたとおり、高齢者の方がどこかに集って、そこが基軸に

何かそういうような運動が広がるということもいいのかなと。 

  この間、実は大川で、旧グランドホテルの跡地で、ちょっとあそこいろいろこれから変え

たいなという思いの中で、あそこでイベントをちょっと、子供祭りでしたっけ、やらせてい

ただきました。それは、子供たちがあそこでイベントをやったらどれぐらいの子供が来るか

なと思ってやったんです。ところが、開けてみると高齢者の方が結構いらっしゃった。しか

も、子供用に用意をしていた変わった自転車のタイプをいっぱいそろえて、子供たちに乗っ

てもらおう、２人乗りでこいだりというのもあったんですけれども、それを高齢者の方が物

すごく喜んで乗っていたという姿を見て、何かここに一つのヒントがあるのかなとちょっと

思いましたので、そんな経験も生かしながら、担当課と調整しながら、何か実効的なことを

やっていければと思っております。 

○議長（笠井政明君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 大川の企画は私も見て、行ってまいりまして、確かに言われたとお

りだと思います。 

  町長、私はやはり町長が言われたように、これから健康増進計画の策定について見たとき

に、予防としての検診というものも大事だけれども、今、町民も健康にいたいというのは、

言葉の中では健康なんだけれども、よく見ると、聞くと、やはりそれは健康寿命と言うのか、

本当に病院だとか介護にお世話にならない健康でいたいわけで、だから本当はその意味での

健康寿命を延ばすというところは、町民の皆さんと共有できる目標なんだと思うんです。そ
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こで大事なのは、特に副町長が長い間関係してきて、栄養や健康づくりということに対して

仕組みをつくってきたわけですよ。立派な仕組みが町にはあるわけですよ。参加している人

たちが本当に喜んでいるわけだから、体年齢がうんと下がっているんだとか、90超えてもぴ

んぴん立って歩けているよとか、そういうシステムも町としてはある。 

  問題は、昨日町長も言っていたように、マンパワーだとかいろんな財源の問題もあるんだ

ろうなというふうには思うんですけれども、まずは計画の中で、こういう問題をやはりもっ

と位置づけて拡大をしていくという決意が、今後の健康増進計画には必要になると思うし、

これは町長、この間１年ぐらい前もやったので、見解の相違はあるかもしれませんけれども、

やはり私は、国保の基金は医療費軽減なり保険税の軽減のためということであるならば、医

療費を軽減するためには、何よりも町民の皆さんが健康になってもらうということが一番医

療費の軽減につながるわけで、町民の幸せと保険料の負担を軽くするために、適切な活用と

いうものも考えて、恐らく特にこの10年ぐらいだと思うんですよ。この10年ぐらいの間に、

システムをつくり、町民の皆さんに健康寿命を延ばすという町の取組に参加していただくと

いうことが、まちづくりの中では非常に大きいと思うので、形が、町長も言われたり、参事

からも言われたように、教室だけではないなと。一番年寄りがもしかしたら集まるのは、ク

ロスカントリーのコースだったりするわけですから。確実に行けばいるということもありま

すよ。だから、教室ではないんだよと。別荘地にもマンションにも行くよ。いろんな形をや

るにしても、当然マンパワーは必要になる。当然、その裏付けも必要になるんだけれども、

ぜひそういう志を持ってやっていかなければいけないんではないかなと思うんです。 

  そこでぜひ、通告にないと言われてしまうと困るんですけれども、関わってきた副町長、

やはりこの健康づくりの取組というのが、町民の幸せと医療費の軽減に非常に役立つと思う

んですよ。だから、そういうことについて、今後の計画の中で真剣に位置づけて取り組む必

要があると思うんだけれども、前担当者として御意見を拝聴させてください。 

○議長（笠井政明君） 副町長。 

○副町長（鈴木嘉久君） それでは、健康についてということで答弁を求められましたので、

考え方を少し申し上げたいと思います。 

  町が健康づくりに特化した形で取り組んだのが、平成15年ぐらいかなと思います。そのと

きに、やはり住民の方に健康づくりの意識づけをするためにどうするかということで、当初、

私、担当として町内で開かれる会議とか集まり、そういうところに年間70か所くらい出向い

て、お時間をいただいてお話をさせていただきながら、実演というか、こんな運動をしてみ
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てくださいというようなことをやりながら、町民の方に健康づくりの意識づけをしたという

記憶がございます。 

  それから、事業化を進めていった中で、個別のプログラムを立てながらやっていたという

部分もあるんですけれども、そのほかに、イベント、町の中にたくさんあるイベントのとこ

ろに健康コーナーを必ず設けて、血圧チェックとかそういうことをやりながら住民の意識づ

けというのを行っていった。 

  実際に教室だけを開いて待ち受けですと、当然キャパの問題もありまして、抱えてやれる

人数というのが非常に限られてくるのは、これ当然なんですけれども、ポピュレーションに

そういうアプローチをしていくことによって、個々が健康の意識を持っていただくというの

は非常に重要なことだと思います。 

  今後、今、高齢化率の話も出ましたけれども、そこで目指す健康づくりの位置づけは、ま

たちょっと目標的なものは変わってくるのかもしれませんが、大きな、大人数というか大多

数の住民の方にそういうものを意識して、健康づくりに向けて意識を醸成していくというも

のについては、担当課のほうとまた綿密に打合せをさせていただいて、そういう方向づけの

事業づくりをしていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 今、副町長のお話を聞いていて、ぜひ国がこの健康寿命についての

出し方というのは公式を示しているので、この町の健康寿命ってどうなのかな、寿命と健康

寿命ってどうなっているのかなというのは、具体的に把握できると思うので、ぜひそういう

データも把握した中で、町民の皆さんに、今後攻める事業としての健康づくりの取組を私は

期待して、１問目は私は終わります。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 締めに少し話だけ、今、副町長の御答弁を聞いていただいたと思いま

すけれども、この分野に関して、町としてもしっかり取り組んでいくという決意の証でもあ

るということで捉えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） 次に、第２問、町の観光資源についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 
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○１４番（山田直志君） 第２問、町の観光資源について伺います。 

  町長は、所信表明で「稼ぐチカラの復活」ということで、表明されました。また、町民が

町長に期待している課題の１つは、まさにここの問題ではないのかなというふうに私は思っ

ております。 

  しかし、観光業というのは、バブルが崩壊して一路衰退の坂を転がるように転がり続けて

いるように見えるんですよ。私からすると、観光宣伝の工夫はありましたけれども、観光資

源に目を向けられるということは、非常に少なかったというふうに思っております。 

  そこで、町の観光資源について、町長に伺いたいと思います。 

  町長は町の観光について、どんな魅力があるというふうに見ていますか。 

  また、誇れる観光資源には、具体的に何があるでしょうか。 

  町長が提唱する観光産業の磨き上げについて、この間どんな動きがありましたか。 

  以上、伺います。 

○議長（笠井政明君） 第２問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） ありがとうございます。 

  町の観光資源について、御質問いただきました。 

  稼ぐ力の復活というところで、観光資源すごく重要だよという認識は今でも当然持ってお

りまして、まず１問目の、第２問の最初の質問でございますが、どんな魅力があるかという

と、何かざくっとし過ぎていて、一般論的な話になってしまいますが、町の観光の魅力につ

いてといえば、東伊豆でいうと海があり、山があり、美しい景観があって、豊かな自然とか

あって、何と言っても温泉地があるということと、後は最近よくこれは感じるんですけれど

も、ワーケーションのことを考えてみると、都心部から訪れやすいという、伊豆急と言うか

電車に乗ってちょっとたったらすぐ来れるというこの地の利のよさというところも実はある

んではないかなというふうに感じております。 

  また、魅力と観光資源の違いがいまいちちょっと分からないところもあるんですが、例え

ば、資源ということで、目に見えるものということで考えたとすると、何と言っても細野が

あって、あとクロスカントリーの高齢者が集うクロスカントリーの話もあれば、熱川海岸の

砂浜も魅力的だし、しおかぜ広場、北川のムーンロードとか特色のある観光施設が町内には

幾つか点在をしているということもそうですし、地域ごとで特徴のある景観や町並み、特産
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品としての海産物、農産物、飲食店や宿泊施設、これは単純に言うと熱川と稲取だけ比較し

てもまた違う何となく雰囲気を醸し出していますし、後は何と言っても料理など全国的にも

有名な自慢のできるそういう資源がたくさんあるんではないかなというふうに思っておりま

す。 

  また、３つ目の観光産業の磨き上げということなんですけれども、この間というのは多分、

町長になってからということだと思うんですけれども、間接的な話を入れるとかなりやって

いるつもりでありまして、それを少し列挙と言うかお話をさせていただければと思います。 

  東伊豆町にとって、間違いなく観光産業は大きな柱であります。基幹産業でありまして、

その部分を磨き上げをかけていくというのがこの町の発展に直結をするというふうに思って

おりまして、先ほどお話しした細野に関して言えば、昨年度、この間の山焼きの際に観光の

お客様にも見学をしていただくプラン、これは議員もよくご存じのとおり、今までは細野は

保全というところが全面的に、あと維持管理的な話だったと思います。それを守る人手がい

なくなってきたよという中で、例えばそれを活用していくという方面も必要だよねというと

ころでこういう取組をしたりということも、まず磨き上げの一つではないでしょうか。 

  また、宿泊客の数を増やしていくためにも、何ていうんですか、今まではホテル、旅館の

それぞれの御努力で、例えば料理をよくしたり、おもてなしの心は日本一のものをつくりあ

げていったりというところがあったと思います。それでここまで東伊豆町は有名な温泉地に

なったと思うんですけれども、それに加え、これからは行政としては、やはり世界に自慢の

できるまちづくり、観光地としての、訪れたくなるようなまちづくりができる、されている

観光地を目指していきたいというふうにも思っております。 

  また、関連して一次産業の振興、これも何か重要だと思っています。農業、漁業、両方し

っかり応援をしなければいけませんし、間接的にそれに伴う支援もやっていかなければいけ

ないと思いますし、例えば、伝統文化でいうと、雛のつるし飾り、これはもう本当に世界に

自慢のできるものですし、それをただ一方で、それの作り手と言うか担い手不足の対応、こ

れをやるのも磨き上げの１個だと思っておりますし、今年はどんつく祭復活という話も聞こ

えてきますし、芸能といった分野でも、てこ入れをしていかなければいけません。日本国内

のみならず、海外の皆様からも選んでいただけるというそういうところの努力をしっかりや

っていかなきゃいけないなと思っております。 

  後は、今日の１日を振り返ると、景観の話がございました。景観の話一つとっても、例え

ば、廃墟となったそういうところの跡利用、跡地をどうするか、撤去していくのかというこ
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とも含めてしっかりやらなければいけませんし、築城石の話も出ていて、これ、この間、民

有地を通るからなかなかうまくできませんという話が答弁であったかと思いますけれども、

まだ確定はしていないかもしれませんが、何とかそこを通れるようになりそうな話があるの

で、もしそれができたのならば、来年あたりからその辺の整備できる範囲でありますけれど

も、やって、東伊豆町の中の観光ポイントというのを少しでも増やしていきたいなというふ

うに思っております。 

  本当に、語り尽くせば、尽くせないぐらいの話があるんですけれども、いろいろやってま

いりました。 

  今後ともよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長いろいろやっている割に、何となく磨き上げという方向性とし

て見ると、あまり、やっていないというわけじゃないんですけれども、形としてよく見えて

きてなかったなという部分もあります。 

  非常にだから、一つは細野の問題にしてもいろんな雛の問題だとかいろんなことを町長言

われたんだけれども、やっぱり新しい価値とか魅力をやっぱり発信するという部分は、確か

にこの間少しずつそういう機運が出てきているのはいいことだというふうに私も思っており

ます。 

  あともう一つ行政報告でもあったし、町長、予算の関係でも見ると、いわゆる地域力創造

アドバイザーの問題で、これはどちらかというと最近のあまり好きじゃない横文字なんです

けれども、地域のいわゆるブランディングみたいな形での手法を取り入れているんだよねと

いうのが今のところ見える私にとって見える２つの手法かなと思っているんですよ。 

  町長、言われた、最後のまちづくりだとか、一次産業だとか伝統というふうなこと大事に

しながらという中で、私ちょっと２つの点について町長に一つ御検討いただきたいことがご

ざいます。 

  例えば、ここに町長、資料としてお配りもしているんですが、これ、「しずおか元気旅」

と言って、県の観光協会とＪＲ東日本、ＪＲ東海で作っている観光パンフレットなんですけ

れども、2023年４月から９月の半期の東伊豆町の取り上げられたのは肉チャーハンだけです。

そのほか半期ごとやっていますけれども、取り上げられたのは、先ほど大体町長言ったよう

なムーンロードであったり、雛の館であったりとか、細野高原というような形が県とＪＲの
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中で見ると、資源としてやっぱりこういうふうに位置づくのかなというふうには見て取れま

した。 

  ただ、そこにある花ごのみなんか見ますと、東伊豆は花の中で売れているところというの

は、済広寺さんのヤコウジュぐらいしかなかったり、それを調べて公益社団法人の日本交通

公社さんが観光資源としての分類を出しているんですけれども、こういうちょっと観光公社

なんかの分類でうちの町の資源もやっぱり客観的に見てみると、町長言われるように世界に

情報発信をして、世界に冠たる観光地になりたいという部分はあったとしても、今のままの

観光資源では、なかなかそういう資源、世界に冠たるというような観光資源が、やっぱりな

いというのも、周りとの問題では、自分たちが海、山、いいよ、いいよと言っているのはそ

れはそれでそれぞれの思いなんですけれども、観光ということで、ライバルの観光地と競争

するという面で見ると、とりわけ特に強い観光資源があるのかというと、特段ないというよ

うなのが結論になるんじゃないでしょうか。 

  これまでの東伊豆町というのは、やっぱり、熱川の温泉と稲取の料理とかという、これや

っぱり二本柱だったと思います、ずっと。バブル前後からずっと。ここのところの磨き上げ

というのもやっぱり必要なんだろうなというふうな問題意識を客観的には見て取れるなとい

うふうに思うんですよ。 

  そこで町長、私、二つのことを申し上げたいんです。一つは町で観光振興計画というのを

つくったんです。だけど、絵に描いた餅であまり計画はつくったけど実行に移されなかった

のが観光振興計画なんですが、非常にこのときには丁寧に現状把握をしています。その中で、

東伊豆町の観光に対して、やっぱりアンケートの中で、改善点、要望事項として、大きなも

のに何があるか。道路の渋滞、道の駅など休息施設がほしい、観光地の雰囲気づくり、町中

を散策できる環境がほしい、というようなことが、上位の４項目ですね。観光振興計画を作

ったときの。こういうやっぱりマイナスの課題というのも、やっぱりつぶしていくというこ

とは、観光を磨き上げていくという視点から見ると、私は必要な視点ではないかなというふ

うに思っています。 

  町長、もう一つの視点は、県の場合、「ふじのくに食の都づくり仕事人」とかいう形の中

で、仕事人だとか、特産品だとか、いろんなものを認定をして評価していますよね。 

  うちの町も「ふじのくに食の都づくり仕事人」というのに、日本料理では８人の方が登録

をされています。全員、日本料理です。見る限りそれぞれ、やっぱりここに登録していると

ころというのは、実際、皆さん評判もいいし、皆さんよく利用されているところだよね、評
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価のいい旅館だよねというのは見て取れるんです。 

  例えば、お隣の伊東市だと、日本料理のほか、フランス料理、イタリア料理、中華料理を

含め、あとお菓子も含めて21人が登録してたり、河津、下田は６人、松崎も６人ですね。こ

ういう登録もして、やっぱりグレードアップやっぱり図っているんですよね。やっぱりそれ

ぞれ登録をするにはいろんな基準もあるし、それをクリアをして、そういうやっぱり肩書き

を受けるということの行為というのは、非常にやっぱり大事なことなんじゃないかなという

ふうに思いますよね。 

  特産品も東伊豆町の特産品というのは出て来ないんですよ。平成27年まで遡ると、若旦那

３人衆のビネガーというのが出てくるんですけれども、これ１つくらいしか出て来ないんで

すよ。なかなか新しいものを開発して商品化するというのは、手間もお金もかかる部分もあ

るんだけれども、私は、例えば食づくりの食仕事人ということを考えてみたって、もっとこ

ういうおいしいものを出している仕事人の方って町内にいるんじゃないかなと思いますよね。 

  こういうところもやっぱり、町長、昨日からの議論でも言っているように、町がいろんな

形で補助をするということだけでなくて、やっぱり観光の部分では、それぞれの商売やられ

ている宿泊であれ、飲食であれ、そういう人たちがやっぱり自ら、自分たちも努力するし、

努力をやっぱり形にしていくということは大事だと思うんですよ。お互いそれがなければ、

ただ、町からのお客さんを呼び込んでくれよという口開けているだけの観光だったら、絶対

やっぱり活性化してこないし、そんな町だったらお客さん、来ないわけですから、みんなで

努力できる方向というのはどこにあるのか、そこのところ、やっぱり、町長、今やろうとし

ているいろんな磨き上げの手法もあるし、いわゆる地域ブランディングの問題もあるけれど

も、同時にやっぱり私はこういうマイナスな要件もつぶすし、町民の皆さん、またそれぞれ

の施設が努力をしていくという形もやっぱり必要になっているんじゃないかなというふうに

思うんですが、町長の観光の磨き上げという形の中で、こういう私は今、２つのことを町長

に注文つけたんですけれども、そういう問題について町長、お考えはいかがですか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） ありがとうございます。 

  なかなか磨き上げの形が見えないというお話があったんですけれども、なかなかいきなり

取組を始めて結果を見せるというのはなかなか難しくて、今、町のいろいろな指針を、まち

づくり指針というのをつくろうというところもあるんですが、同じようなスキームで様々な

課題に対して、なるべく地域の方を巻き込んで話合いをいろんなところでゲリラ的と言うか、
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やり始めました。そこの中に、今、言われたような課題を落とし込んで検討するということ

も有効だと思っております。 

  まさに道路の渋滞、景観とか散策という話は、私の頭にもやらなければいけないという項

目の中に入っておりますので、その辺りは少し、前後するかもしれませんけれども、しっか

りやっていきたいなと思っております。 

  あと、食については、確かに、昔は稲取は寒天、テングサがあってというのがなかなか最

近は、採れるのに採らないのか採れないのか、よく分からないところもあるんですけれども、

少し下火になっているとか、少し食文化については確かにもう少し後押しができると思って

おりますので、そこも含めて先ほどの地域の方を巻き込みながらいろんなことを考えていき

たいなというふうに思っております。 

○議長（笠井政明君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長の昨日からの御答弁とか聞いてて、今の答弁聞いて思うんです

けれども、やっぱり磨き上げと言うか、ちょっと町長言ったように手法だけが先行してきた

と思うんですね。今、町長言ったように、まちづくりの指針であるのか、このまちづくり、

観光としてこうありたいというような、やっぱり方向性が具体化してくるということがとて

も大事だし、その中で町がやることは何か、また、でも町民の皆さんも変わっていかなきゃ

いけないわけですよね。先ほどの健康づくりもそうです、町がやれること、町が準備するこ

ともあるけれども、やっぱりそれはまちづくりというのは、町がするだけじゃないわけです

よ。町民の皆さんがそこに参画をしていただかなければならない。この辺がぜひそういう方

向性を持って響き合う形で前進したいなと。 

  一時、稲取によそから観光協会の事務局長さんなんか来たんだけれども、何か客寄せパン

ダみたいな感じで注目はされたんだけれども、またお客さんをどう呼ぶかという部分の注目

があったんだけれども、やっぱり必ずしも、地域の中でその響き合ったのかなという点で見

ると、私は何かちょっと生かしきれなかったなという思いをしてみておりました。 

  なので、町長言われるように、この町がこういう観光地になろうよという目標も掲げて町

が何をするのか、当然、町長自体もそうなんだと思うんだけれども、やっぱりまちづくりと

してのよそ者、若者、ばか者パワーというものもあるでしょうし、それが一つの今、地域ブ

ランディングというような形もあるんでしょう。でも、自らが変わっていくことも必要だし、

というものが本当に響き合って、そういう目標の達成できる方向にいくように、全体的な方
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向付けをして動いていただきたいなという期待を申し上げて２問目を終わります。 

○議長（笠井政明君） 次に、第３問、学校統合についてを許します。 

  14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 学校統合については、昨年12月に、学校教育環境整備委員会から答

申を出されております。 

  そこで、伺います。 

  教育会議で町長は検討するというふうに言っておられましたが、その検討の経過や課題に

ついては、何があるんでしょうか。現状、まだ全体の報告が出ていませんので、そこの過程

をお伺いしておきたいと思います。 

  それとの関係が若干あるんですが、賀茂地区の今、県立高校の再編に向けた協議も進んで

おります。その中で、先日、下田高校の同窓会である豆陽会が下田高校を中高一貫校とする

ように求めた提言をまとめましたが、この提言が実現した場合、町の学校運営にどのような

影響が出ると考えますか。 

  以上、２点についてお伺いします。 

○議長（笠井政明君） 第３問の答弁を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） この質問に関しましては、教育委員会所管というふうに思いますので、

教育長から御答弁いただければと思います。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） 教育長。 

（教育長 横山尋司君登壇） 

○教育長（横山尋司君） それでは、山田議員の第３問、学校統合については、２点からの質

問となっておりますので、順次お答えします。 

  まず１点目についてですが、昨年12月15日付で出された学校教育環境整備委員会の答申を

踏まえて、１月19日に総合教育会議を開催しました。その中で、小中一貫校を目指す方向性

は確認されました。 

  また、今後の課題として、答申を尊重しつつも場所も含めて施設の老朽化を踏まえたコス

トの検討や、整備の方法、あるいは通学の問題等をまちづくりと学校の在り方を併せて検討
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していかなければならないと考えており、現在、関係諸機関との話を進めている段階です。 

  続いて、２点目についてですが、４月に下田の豆陽会が県教育委員会に要望した内容は、

下田高校に県立の中高一貫の中等部を併設し、中１から高３まで一貫の各学年１学級、計６

学級と一般高校に当たる高等部の各学年３学級、計９学級からなる新しい高校を整備するこ

と。中高一貫校には、寄宿舎を設け、全国から生徒を受け入れる体制を整えるとの内容でし

た。 

  ただ、この要望が地元の自治体との合意形成が図られた上でまとめられたものなのかどう

か等不明な点があるため、この場で仮定の話をすることはちょっと控えたいなというふうに

思っております。 

  しかしながら、今後の推移を見守っていきたいとは考えております。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） 町長、教育長、やっぱり答申に基づいて我々も聞いているところで

は、一時は３月末くらいまでには結論を出すとかというような方向性が示されてきたので、

本来、前の段階でこういう問題はちゃんとご報告いただけるとよかったかなという、確かに

これだけの課題がありますから、すぐに結論が出ないとは思います。 

  ただ、町民の皆さんからもいろんなやっぱり声あるんですよ。特に、稲取の方からもやっ

ぱり100年からの伝統ある稲取小学校をというような痛切な声は度々聞きます。聞きますと

いうことでとどめておきます。先日の運動会を見て、非常に昔とやっぱり様相が違ったとい

うことも実感しましたので、ただそういう声が、だけどやっぱり稲取が模範村となり、稲取

が発展してきた基礎にやっぱり稲取小学校があったよねということについて、非常に町民の

中でのいわゆるアイデンティティーでもあり、本当に自慢でもあった、誇りでもあった、と

いう思いを多くの皆さんが持ってらっしゃるということは事実としてお話をしておきたいと

思います。それは、それだけの話です。ぜひ、いい結果を出してください。 

  ２つ目の問題なんですけれども、教育長はやっぱり触れられませんでしたけれども、私は

あの答申を見る限り、下田高校で中高一貫の高校みたいなものをつくられた日には、周辺市

町の、全国から来るかどうか分かりませんよ、でも場合によって寄宿舎まで造ったら、電車

賃高いんだよとかいうことも含めてですけれども、ある程度の高校で６クラスを確保すると

いうことでいけば、部活の数も多いと、そういうことであれば、どうせ将来的に入るんであ
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れば、中学の時代から下田の中学校に通ってそのまま下田高校に行きたいというような人た

ちが出てくるということは、やっぱり考えられることだと思うんですよ。そうしますと、今、

町で考えている小中一貫校にも、やっぱり多大な影響が出てくるんじゃないのかな、そうい

う意見が当然、通らないと私は思いますけれども、通るような発言をされては困ると思いま

す。そういう提案は将来的にはあるかと思いますけれども、今の段階で１つの高校と１つの

町の中学校だけが栄えるというような提案は、やっぱり私は絶対拒否すべき問題ではないか

なと。この中学校の統合に大きな影響を与えますから、ここはよく考えて対応していただき

たいなというふうに思っていますけれども。いかがですか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） それぞれの伊豆半島でいうと、県立高校というのが松崎と下田と東伊

豆、あと南の分校みたいのがあると思うんですけれども。それぞれがそれぞれの地域で、今、

いろいろ考えていると思います。 

  東伊豆町としては、ほかにあまり左右されることなくしっかりとやれるようなことを考え

ていきたいなと思っております。 

○議長（笠井政明君） 14番、山田議員。 

（１４番 山田直志君登壇） 

○１４番（山田直志君） いろんな答申もあって、町の中で、町の子供たちをしっかり、町長

言われるように、世界に羽ばたけるような立派な子供を育てようというところがあるわけで

すから、それにとって、やっぱりあまり好ましかざる意見については、しっかり対応して、

ちゃんとしたこれからの統合についての計画を具体化されることを要望して発言を終わりま

す。 

○議長（笠井政明君） 以上で、山田議員の一般質問を終結します。 

  この際、14時15分まで休憩とします。 

 

休憩 午後 １時５８分 

 

再開 午後 ２時１５分 

 

○議長（笠井政明君） 休憩を閉じ再開します。 
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───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第２ 議案第３４号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例に

ついて 

○議長（笠井政明君） 日程第２ 議案第34号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） ただいま上程されました議案第34号 東伊豆町国民健康保険税条例の

一部を改正する条例について、提案理由を申し上げます。 

  地方税法の一部を改正する法律が公布されたことに伴い、国民健康保険税の課税限度額及

び軽減判定基準額の見直し並びに条文の整備を図るため、議会の議決を求めるものでござい

ます。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（笠井政明君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山田義則君） ただいま提案されました議案第34号 東伊豆町国民健康保

険税条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。   

  改正内容につきましては、資料により説明させていただきます。 

  議案資料を御覧ください。 

  地方税法等の一部を改正する法律が令和５年３月31日に公布されております。その中で、

国民健康保険税の課税限度額の見直し及び軽減判定所得の見直しがなされたことに伴い、町

の条例の改正を行います。 

  次に、改正の内容についてですが、４点についての改正となります。 

  １点目と２点目は、地方税法等の一部改正によるもの、３点目と４点目については、語句

の訂正を含めた条文の整備となります。 

  まず１点目、課税限度額の引上げについてですが、３つの項目でそれぞれ規定されている

課税限度額のうち、今回の改定では、後期高齢者支援分について、課税限度額の引上げの改

定がなされ、現行の20万円が22万円に引き上げられております。 
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  当町におきましては、令和５年４月１日よりこの改正による限度額の引上げを施行するこ

とから、附則にその旨を記載させていただきました。 

  次に、２点目ですが、軽減判定所得の見直しとなります。５割軽減、２割軽減の算定方法

の変更に伴い、納税者の負担軽減を図ります。まず、５割軽減基準額ですが、基礎控除額に

現行28万5,000円掛ける被保険者数で控除額が算定されていますが、現行の28万5,000円を29

万円に改めます。 

  次に、２割軽減基準額ですが、基礎控除額に現行52万円掛ける被保険者数で、控除額が算

定されていますが、現行の52万円を53万5,000円に改めます。 

  ３点目ですが、制定附則の見直しを行います。 

  規定の適正化を図るため、対応する法令の規定の書きぶりと合わせるもので、第２項「同

条中」を「同条第１項中」に改めます。 

  ４点目ですが、第20条第１項中、「各号の１」の「１」を漢数字の「一」に改めます。 

  以上４点が、改正の内容となります。 

  附則として、施行期日ですが、この条例は公布の日から施行し、令和５年４月１日から適

用します。 

  ただし、第２条第３項及び第20条第１項の改正規定は、令和６年４月１日から施行します。 

  適用区分になりますが、改正後の東伊豆町国民健康保険税条例の規定は、令和５年度以降

の年度分の国民健康保険税について適用し、令和４年度分までの国民健康保険税については、

なお従前の例によります。 

  なお、お手元に新旧対照表を添付いたしましたので御参考にしていただきたいと思います。 

  以上、簡単ではありますが、説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いいたし

ます。 

○議長（笠井政明君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第34号 東伊豆町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを採決

します。 
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  この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願い

ます。 

（賛成者起立） 

○議長（笠井政明君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第３ 議案第３５号 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の増加及び規約の変更について 

○議長（笠井政明君） 日程第３ 議案第35号 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共

団体の数の増加及び規約の変更についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） ただいま上程されました議案第35号 静岡県市町総合事務組合を組織

する地方公共団体の数の増加及び規約の変更について、提案理由を申し上げます。 

  今回の変更は、静岡県市町総合事務組合に新たに南伊豆地域清掃施設組合が加入すること

に伴い、所要の変更を行うものであります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（笠井政明君） 総務課長。 

○総務課長（村木善幸君） ただいま提案されました議案第35号 静岡県市町総合事務組合を

組織する地方公共団体の数の増加及び規約の変更について御説明いたします。 

  地方自治法第286条第１項の規定により、静岡県市町総合事務組合、新たに南伊豆地域清

掃施設組合に加入し、職員の公務災害補償事務を共同処理することに伴い、同組合規約を変

更するものでございます。 

  なお、施行は静岡県知事の許可の日からとさせていただきます。 

  以上、簡単ではございますが、説明に代えさせていただきます。御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

○議長（笠井政明君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第35号 静岡県市町総合事務組合を組織する地方公共団体の数の増加及び規

約の変更についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願い

ます。 

（賛成者起立） 

○議長（笠井政明君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第４ 議案第３６号 東伊豆町道路線の廃止について 

◎日程第５ 議案第３７号 東伊豆町道路線の認定について 

 

○議長（笠井政明君） 日程第４ 議案第36号 東伊豆町道路線の廃止について、日程第５ 

議案第37号 東伊豆町道路線の認定についてを一括議題とします。 

  町長より順次提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） ただいま一括上程されました議案第36号及び議案第37号について、提

案理由を申し上げます。 

  静岡県営一般農道の町への移管に伴い、町道として認定するため、議案第36号 東伊豆町

道路線の廃止認定、関係する２路線を廃止し、議案第37号 東伊豆町道路線の認定にて４路

線の認定を行うため、議会の議決を求めるものでございます。 

  詳細につきましては、建設整備課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（笠井政明君） 建設整備課長。 
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○建設整備課長（村上則将君） ただいま提案されました議案第36号 東伊豆町道路線の廃止

について及び議案第37号 東伊豆町道路線の認定について説明させていただきます。 

  静岡県営一般農道稲取地区の工事が完了し、町に移管されたことに伴い、町道として認定

するため、議案第36号、東伊豆町道路線の廃止にて２路線を廃止し、議案第37号、東伊豆町

道路線の認定にて４路線を認定するものでございます。 

  議案第36号、東伊豆町道路線の廃止についてを御覧ください。 

  道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定により、町道路線を廃止するもので

ございます。 

  別紙並びに廃止路線の地図を御覧ください。 

  町道山田水乗線、赤坂３号線の２路線を廃止をさせていただきます。 

  次に、議案第37号 東伊豆町道路線の認定についてを御覧ください。 

  道路法（昭和27年法律第180号）第８条第２項の規定により、町道路線を認定するもので

ございます。 

  別紙並びに認定路線の地図を御覧ください。 

  路線名、町道小峠大洞峰線、起点は稲取字小峠2571番１地先、終点稲取字大洞峰3094番３

地先、延長は504.7メートル、幅員3.5から5.6メートル。 

  次に、町道赤坂３号線、起点稲取字上林ノ沢3031番260地先、終点稲取字水乗3349番１、

延長が1000.6メートル、幅員が2.5から6.5メートル。 

  次に、町道横ヶ坂油久保線、起点稲取字横ヶ坂2553番２、終点稲取字油久保3348番１、延

長が2409.6メートル、幅員が7.6メートルから10.6メートル。こちらが農道整備により完成

した道路となります。 

  次に、町道平並赤坂線、起点が稲取字平並3069番２、終点が稲取字赤坂3347番、延長が

1032.6メートル、幅員3.3から7.5メートルです。 

  以上の４路線の認定をお願いするものでございます。 

  以上、簡単ではございますが、説明に代えさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） これより議案第36号及び議案第37号の一括質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

  ２番、鈴木議員。 

○２番（鈴木伸和君） すみません、２点ほど質問をお願いします。 
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  ３月に県営事業が完了されて、４月に町へ移管になったということでございましたが、町

道としての供用開始をなぜしなかったのかが１点目、２点目としてこの農道をなぜこの早く

の時期に町道にするのか、それについてお願いします。 

○議長（笠井政明君） 建設整備課長。 

○建設整備課長（村上則将君） まず、県のほうからの移管ですけれども、３月、工事が終了

いたしまして、その後に県から所有権の移転の手続を行いました。それに伴いまして、所有

権の移転が整ったということで、町のほうに移管がされたというのは４月以降になってから

になります。 

  それから、町道としての認定ですけれども、元々農道整備ということで、農道として整備

されておりましたが、この道路、農道としての当然、重要性が高いんですけれども、災害時

の迂回路とかそういう点のことも考慮いたしますと、町道に認定するのが妥当ではないかと

いうことで、今回、町道認定、一番早い議会のタイミングでの町道認定のお願いということ

にさせていただきました。 

  供用開始の関係ですけれども、町道認定されてからという形を考えておりましたもので、

供用開始につきましても、この認定が議会で議決された後に供用開始をすることで考えてお

りました。 

○議長（笠井政明君） ほか、質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより議案第36号 東伊豆町道路線の廃止についての討論に入ります。討論ありません

か。 

  ２番、鈴木議員。 

○２番（鈴木伸和君） この36号、また37号一括ということですが、反対の立場から討論させ

ていただきたいと思いますがよろしいでしょうか、議長。 

○議長（笠井政明君） 一応、今、36号に対してになりますのでお願いいたします。 

○２番（鈴木伸和君） これ、農林水産省の土地改良基盤事業という形で、60ヘクタールの農

地と68名の受益者の申請によって、事業化されて、併せて平成の最初から農免農道として河

津からやってきました路線の最終路線、付け加えますと、この道路があるおかげで、河津の

一部と稲取入谷の一部を区域とした中山間地域総合整備事業も採択を受けて、優等生であり

ます地域の農業のさらなる発展ということでできた道路であります。そんな中で、農道とし
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て３月に工事が上がり、４年の計画の遅れがあったんですけれども、それで４月に町へ譲渡

されて、それで農道として何の役割も果たさずのままに、この時期に町道にするというのは、

時期尚早かなと思い、これらの理由から、私は反対とさせていただきます。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） 次に、賛成の方はいらっしゃいますか。 

  賛成の方の討論を止めます。 

  これより議案第36号 東伊豆町道路線の廃止についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願い

ます。 

（賛成者起立） 

○議長（笠井政明君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

  続いて、議案第3７号 東伊豆町道路線の認定についての討論に入ります。討論ありませ

んか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第37号 東伊豆町道路線の認定についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願い

ます。 

（賛成者起立） 

○議長（笠井政明君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第６ 議案第３８号 令和５年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号） 

○議長（笠井政明君） 日程第６ 議案第38号 令和５年度東伊豆町一般会計補正予算（第３

号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） ただいま上程されました議案第38号 令和５年度東伊豆町一般会計補
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正予算（第３号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に１億2,263万2,000円を追加いたしまして、

歳入歳出予算の総額を57億7,251万6,000円とするものであります。 

  まず、歳入の主な内容ですが、国庫支出金では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金等を計上しております。 

  また、県支出金では、東アジア文化都市2023静岡県地域連携プログラム補助金を計上して

おります。 

  次に、歳出の主な内容ですが、まず、物価高騰に対応するため、電力・ガス・食料品等価

格高騰重点支援給付金及び子育て世帯への臨時特別給付金を計上しました。 

  また、まちづくり総合指針策定のための事業費、長寿者敬老祝金、保育園送迎バスの改修

費補助金、熱川温泉湯守文化配信業務委託料などを計上いたしました。 

  そのほか、早急な対応を要する項目について、予算措置をいたしたところであります。 

  必要な財源配分を行った後の不足額については、財政調整基金から繰入れし、調整させて

いただきましたので、御理解をお願いいたします。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（笠井政明君） 総務課長。 

○総務課長（村木善幸君） ただいま提案されました議案第38号 令和５年度東伊豆町一般会

計補正予算（第３号）について、概要を御説明いたします。 

  令和５年度東伊豆町の一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億2,263万2,000円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ57億7,251万6,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  ２、歳入について御説明いたします。 

  15款国庫支出金、２項国庫補助金、７目総務費国庫補助金、補正前の金額に１億５万

9,000円を追加し、１億2,345万6,000円といたします。 

  １節細節６新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、１億５万9,000円の増は、
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物価高騰等緊急対事業者支援金、子育て世帯への臨時特別給付金及び電力・ガス・食料品等

価格高騰重点支援給付金に対する国庫補助金であります。 

  16款県支出金、２項県補助金、9目商工費県補助金、補正前の金額に248万3,000円を追加

し、2,572万7,000円といたします。 

  ２節、細節２東アジア文化都市2023静岡県地域連携プログラム補助金248万3,000円の増は、

熱川温泉湯守文化配信事業業務委託料に対する県補助金であります。 

  19款繰入金、３項基金繰入金、３目財政調整基金繰入金、補正前の金額に1,977万8,000円

を追加し、5,956万7,000円といたします。 

  １節、細節１財政調整基金繰入金、1,977万8,000円の増は、今回の補正予算における歳入

歳出調整後の財源不足を基金からの繰入金で調整しております。 

  なお、補正後の財政調整基金残高の見込みは、約14億7,410万円でございます。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出について御説明いたします。 

  ２項総務費、１項総務管理費、９目企画費、補正前の金額に373万1,000円を追加し、

7,253万2,000円といたします。 

  事業コード１まちづくり推進事業、12節委託料、細節２まちづくり総合指針策定情報発信

業務委託料253万円の増につきましては、総合指針策定の経過を発信する記事の作成、メデ

ィアプラットフォームを利用した情報発信策定委員会の支援、総合指針の編集及び冊子作成

のための委託料でございます。 

  ９ページ、10ページをお開きください。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、補正前の金額に130万円を追加し、

１億2,910万4,000円といたします。 

  事業コード２社会福祉協議会助成事業、18節負担金補助及び交付金、細節２町社会福祉協

議会補助金130万円の増につきましては、町社協が購入する自動車に対する町からの補助金

であります。 

  ３目老人福祉費、補正前の金額に293万2,000円を追加し、２億9,079万9,000円といたしま

す。 

  事業コード３敬老会実施事業、７節報償費、細節１協力者謝礼で135万円の減につきまし

ては、各区で実施する予定の敬老会を取り止めたため、それに関わる謝礼金全額を減額する

ものであります。 
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  細節２長寿者敬老祝金288万7,000円の増につきましては、88歳と100歳の方に配布する祝

金に加えて、75歳以上の高齢者全員に配布する商品券代でございます。 

  11節役務費、細節５通信運搬費118万2,000円の増は、商品券等を送る際の郵便料でござい

ます。 

  10目新型コロナウイルス感染症対応事業費（民生費）、補正前の金額に7,588万1,000円を

追加し、7,588万1,000円といたします。 

  事業コード１電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金給付事業、12節委託料、細節

１給付事業委託料374万円の増につきましては、給付金支給支援システムの導入費でござい

ます。 

  18節負担金補助及び交付金、細節１電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金7,050

万円の増につきましては、物価高騰で支援が必要な非課税世帯2,350世帯に対し、１世帯当

たり３万円の給付金を支給するものでございます。 

  11ページ、12ページをお開きください。 

  11目子育て世帯等への臨時特別給付金給付事業費、補正前の金額に2,900万7,000円を追加

し、2,900万7,000円といたします。 

  事業コード１子育て世帯への臨時特別給付金給付事業、12節委託料、細節１システム改修

等業務委託料132万円の増につきましては、給付金を給付するためのシステム改修費でござ

います。 

  18節、負担金補助交付金、細節１子育て世帯への臨時特別給付金2,313万5,000円の増につ

きましては、子育て世帯を支援するため、ゼロ歳から中学生以下の661人に対し、１人当た

り３万5,000円の給付金を給付するものでございます。 

  事業コード３電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業、22節償還金利子及

び割引料、細節１電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金給付事業過年度返還金384

万8,000円の増につきましては、令和４年度に実施した給付金事業が終了し、事業費が確定

した結果、国への返還金が生じたため、計上したものでございます。 

  13ページ、14ページをお開きください。 

  ５款農林水産業費、１項農業費、５目農地費、補正前の金額に200万円を追加し、1,957万

1,000円といたします。 

  事業コード４農道維持管理事業、14節工事請負費200万円の増は、農道の改修工事費でご

ざいます。 
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  ６款商工費、１項商工費、３目観光費、補正前の金額に631万9,000円を追加し、１億

6,042万2,000円といたします。 

  事業コード１地域観光振興対策事業、12節委託料、細節６熱川温泉湯守文化配信事業業務

委託料496万7,000円の増につきましては、９月に熱川温泉で実施する湯守文化イベント配信

事業の業務委託料でございます。 

  事業コード４観光施設維持管理事業、10節需用費、細節５修繕料105万2,000円の増につき

ましては、稲取文化公園、公衆トイレのブロア修繕料でございます。 

  恐れ入りますが、３ページ、４ページへお戻りください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書でただいま御説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、補正前の額56億4,988万4,000円に１億2,263万2,000円を追加いたしま

して、57億7,251万6,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額56億4,988万4,000円に、１億2,263万2,000円を追加いたし

まして、57億7,251万6,000円といたします。 

  次に、補正額の財源内訳ですが、特定財源は、国・県支出金が１億285万4,000円、一般財

源を1,977万8,000円といたします。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  ３番、楠山議員。 

○３番（楠山節雄君） 町長に、ちょっと考え方も改めてお伺いをしたいと思います。 

  ページの12ページですけれども、子育て世帯への支援の関係です。これは、議案等説明会

で内容提示していただいて議論もされた部分なんですけれども、その後もよく思い浮かべて

考え直してということで、ここの部分について町長の考え方は改めて伺いたいなと思うんで

すけれども。中学生以下ということでそのときも議論があったと思うんですけれども、この

辺、高校生まで対象を広げられなかったのかなということ、これは、中学生以下でもやっぱ

りお金がかかるということがあると思うんですけれども、特に高校は、稲取高校にしても下

田にしても、そのほか東部地区、高校生が通う場合、多額なやっぱり通学費が必要になって

くるということで、生活困窮だとか、子育て支援という意味合いを考えると、高校生まで拡

大をしていただきたかったなというふうに思っていますけれども、町長の考え方、もう１回、

お聞かせください。 
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○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） ありがとうございます。 

  小中と高校って一つの義務教育というところとボーダーが一つあるということがまず一つ

の考え方だと思いますし、後は今、いろいろ高校の在り方と言うかそういうのが議論されて

いる中で、その状況の見極めてやるんであれば対応したほうがいいかなという判断もあった

かと思います。 

  以上でございます。 

○議長（笠井政明君） ３番、楠山議員。 

○３番（楠山節雄君） すみません、今回、国の給付金１億円を使って、様々な支援策という

のを講じたと思うんですけれども、そういう中で15歳以下だとか、低所得者の部分、こうい

うところにやっぱり補った中では、ここでもう１億円、国からの給付金使っているわけなん

ですけれども、その下にある返還金384万8,000円、これはやっぱり国に返さなければならな

いというそういう状態というのは、何か、単純に考えるともったいないなと、なぜこれを返

さないでしっかりと使い切ることができなかったのか、理由があると思うんですけれども、

その辺を考えたり、あと町長、今回は１億円、国からの支援ということだったですけれども、

今後はやっぱりこういうまた、国から支援策みたいなものがあったとき、高校生まで拡大を

するとかというお考え、その辺もちょっと併せてお聞かせいただければと思います。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） まず、高校生つながりということで、高校生までの拡大ということに

ついては、今後、状況に応じてはそれは選択肢としてあるのではないかなと思っております。 

  また、返還金についてはちょっと担当課から説明させていただきます。 

○議長（笠井政明君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（鈴木尚和君） 返還金については、昨年、３年度、４年度の精算による返還

金となっておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（笠井政明君） ほか、質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） まず１点目に、８ページのまちづくり推進事業の関係、町長が一般

質問に対する答弁の中でもまちづくりの総合指針ということを度々発言をされました。この

位置づけというものについて、今まで私たちは、町の計画の最上位というのが総合計画であ

って、その下に保健福祉計画だとかいろんな計画があるというふうに今までは認識しており
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ましたけれども、町長のお考えというのは、このつくろうとしている指針というものについ

ての町の中での位置づけというものは、どういう位置づけとして、お考えなのかということ

をまず１点お伺いをしていきたいと思います。 

  ２点目が、10ページの電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付の関係なんですけれど

も、非課税世帯への給付ということで承知をしております。全体として、町内の世帯への比

率ないし、また特に年金生活で所得が増えないどころか減っている高齢者世帯への受給とい

うのは、どういう状況になるのか比率等分かったら教えてください。 

  ３点目に、14ページの地域観光振興対策事業ということで、先ほどの一般質問でもちょっ

と触れたようなところにも絡むのかなと思うんですけれども、町長、これもあれですよね、

熱川でまさに湯守文化ということを発信するということでいくと、今まで熱川は温泉も豊富

であって、温泉やぐらもあり、いろんなものをやってきましたけれども、なかなかこの湯守

文化というようなものについては、今まで全然価値観と言うか魅力は見いだされてこなかっ

たので、新しい魅力としての意味があるのかなと、今後、これはやっぱり補助金というのも

ありますが、単年度の取組ということで終わってしまうのか、今後のやっぱり熱川温泉の観

光の中での大事な資源として、位置づくというふうな取組になっていくのか、この辺につい

ての見通しについて、お聞かせください。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） まず、１点目のまちづくり指針の位置づけということでありますけれ

ども、町長になってすぐに総合計画と言うか、元々あったものに対しては、何というんです

か、俗に言う、どこを切ってもどこの自治体でも似たようなものができあがってきていると

いう少し認識があったので、少しここで立ち止まって、東伊豆町独自のものをつくりたいと

いう思いで、このまちづくり指針ということをつくらせていただこうと思っております。 

  そういう背景を考えれば、比較的位置づけとしては、総合計画に近い位置づけを持ってい

るのではないかなというふうに思っております。 

  ２点目については、担当課から少し説明をさせていただきます。 

  そして、３点目の湯守文化については、単発的なものでは決してなくて、あくまでも文化

なので、これはこれからもつながっていただきたいという思いの中で、そのきっかけという

ことでスタートというふうに認識しております。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） 住民福祉課長。 
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○住民福祉課長（鈴木尚和君） ２点目の電力・ガス・食料品等価格高騰の重点支援給付金に

ついて、65歳以上の対象者どれくらいで算出しているかということなんですけれども、昨年

の９月30日時点の対象世帯が、2,261世帯で、そのうちの65歳以上の世帯は1,623世帯、構成

比で71.8％でございました。 

  ５年度については、住民税非課税の見込み数は2,141世帯で見込んでおりますもので、構

成比率で換算しますと、1,537世帯と見込んでおります。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） そうすると町長、このまちづくり指針というのは、今、最後にちょ

っと言われたんですけれども、確かに10年間を展望して、あるとき総合計画をつくるんだけ

れども、そのときの問題意識や何かがあったとしても、なかなか時代の変化というものに、

逆に対応できずにずっと10年前考えた課題、位置づけで何か引っ張られるという部分もあっ

たので、総合計画を他にはつくらずにこの指針を今後の行政運営の中心として位置づけて、

当然、必要な形で見直し等が図られるのか、そのプロセスはじゃ、今回、策定をするんだけ

れども、どんな形で図られていくのかなということを１点お伺いをしたいと思います。 

  それと後は２点目の住民福祉課長、受給者の中の非課税世帯の割合というのを高齢者世帯

の中で非課税でこの給付金の対象になる世帯というような意味合いで見たときには、どのく

らいの割合になりますか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） まちづくり指針の見直しということでございますけれども、まさに御

指摘のとおり、今かなりスピード感を持って世の中が変わっているというところで、10年ス

パンでものごとを考えていると、当然、その時々に応じた対応がしにくくなる、そんな意味

合いも込めて、今回のまちづくり指針であります。 

  なので、これからまちづくり指針をつくっていくということなんですけれども、当然、10

年は待たないで改訂をしていくというふうに思っておりますが、そのスパンについては、こ

れから検討いたしたいと思いますけれども、時代に乗り遅れることのないタイミングでしっ

かりとやっていきたいというふうに思っております。 

○議長（笠井政明君） 住民福祉課長。 

○住民福祉課長（鈴木尚和君） 高齢者世帯での割合ということなんですけれども、65歳以上

の対象者全体で71.8％です。 
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○議長（笠井政明君） 14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 町長、まちづくり指針についてプロセスも今回は公表していくとい

う基本的な考え方の中で、発信事業の委託もやっているわけなんですけれども、確かに町長

言われるように今までの総合計画、10年計画をつくるためにめちゃくちゃ労力を要したとこ

ろはあると思うんですよね。今後、指針にしていくということは私も理解できるところなん

ですけれども、当然、指針、今まで、例えば町なんかですと３年間ぐらいでローリングして

見直していくとか、いろんなプロセスやってたみたいなんですけれども、今後はやっぱりそ

ういう３年間ぐらいで見直しをするというのか、到達点になるよう評価してみて、またそこ

で見直し、補足なりしていくとかというようなプロセスというのは、そういう検証や対応に

ついても全て公開されるというお考えですか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 基本的には全てオープンでいきたいなというふうに考えております。 

○議長（笠井政明君） ほか、質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第38号 令和５年度東伊豆町一般会計補正予算（第３号）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠井政明君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第７ 議案第３９号 令和５年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 

○議長（笠井政明君） 日程第７ 議案第39号 令和５年度東伊豆町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）を議題とします。 
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  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） ただいま上程されました議案第39号 令和５年度東伊豆町国民健康保

険特別会計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に137万円を追加し、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ18億2,803万8,000円とするものであります。 

  内容につきましては、歳入歳出とも過年度精算金の確定によるものであります。 

  詳細につきましては、健康づくり課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願

いいたします。 

○議長（笠井政明君） 健康づくり課長。 

○健康づくり課長（山田義則君） ただいま提案されました議案第39号 令和５年度東伊豆町

国民健康保険特別会計補正予算（第１号）について、概要を説明させていただきます。 

  令和５年度東伊豆町の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よります。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ137万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ18億2,803万8,000円といたします。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出の予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」によります。 

  恐れ入りますが、５ページ、６ページをお開きください。 

  歳入の内容について説明いたします。 

  ８款諸収入、３項雑入、６目保険給付費等交付金過年度精算金、補正前の額に137万円を

追加し、1,137万円といたします。 

  １節保険給付費等交付金過年度精算金、細節１保険給付費等交付金過年度精算金137万円

の増は、過年度精算金の決定によるもので、町へ返還される金額の増額分であります。 

  ７ページ、８ページをお開きください。 

  次に、歳出の内容について説明いたします。 

  ９款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、補正前の額に137万円を追加し、

1,137万円といたします。 
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  22節償還金利子及び割引料、細節６保険給付費等交付金償還金137万円の増は、過年度精

算金の決定によるもので、町から返還する償還金の不足分を増額するものです。 

  ３ページ、４ページを御覧ください。 

  歳入歳出補正予算事項別明細書に、ただいま説明いたしました内容を総括してあります。 

  まず、歳入ですが、合計で申し上げます。補正前の額18億2,666万8,000円に137万を追加

いたしまして、18億2,803万8,000円といたします。 

  次に、歳出ですが、補正前の額18億2,666万8,000円に137万円を追加いたしまして、18億

2,803万8,000円といたします。 

  補正額の財源内訳ですが、一般財源で137万円といたします。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願いい

たします。 

○議長（笠井政明君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第39号 令和５年度東伊豆町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を採

決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠井政明君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第８ 議案第４０号 令和５年度東伊豆町水道事業会計補正予算（第１号） 

○議長（笠井政明君） 日程第８ 議案第40号 令和５年度東伊豆町水道事業会計補正予算

（第１号）を議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 
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  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） ただいま上程されました議案第40号 令和５年度東伊豆町水道事業会

計補正予算（第１号）について、提案理由を申し上げます。 

  今回の補正予算は、予算第４条に定めた資本的支出の既決予算額から1,300万円を減額し、

総額３億344万4,000円とするものであります。水道事業変更認可申請業務の不足額増額と白

田川流量解析業務を２か年で実施するため、本年度の予算を一旦減額し、同額を来年度の債

務負担行為として設定させていただく内容であります。 

  詳細につきましては、水道課長より説明いたさせますので、よろしく御審議をお願いいた

します。 

○議長（笠井政明君） 水道課長。 

○水道課長（鈴木貞雄君） ただいま提案されました議案第40号 令和５年度東伊豆町水道事

業会計補正予算（第１号）について、概要を御説明いたします。 

  総則第１条、令和５年度東伊豆町水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるとこ

ろによります。 

  資本的支出の補正。 

  第２条 令和５年度東伊豆町水道事業会計予算（以下「予算」という）第４条本文括弧書

き中、資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額３億1,414万4,000円を３億114万

4,000円に、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,898万2,000円を1,780万円に、

過年度分損益勘定留保資金２億9,516万2,000円を２億8,334万4,000円に改め、資本的支出の

予定額を次のとおり補正いたします。 

  支出。 

  第１款資本的支出。 

  既決予定額３億1,644万4,000円から1,300万円を減額し、３億344万4,000円といたします。 

  第１項建設改良費、既決予定額２億1,413万円から1,300万円を減額し、２億113万円とい

たします。 

  債務負担行為の追加。 

  第３条、予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額に次

の内容を追加いたします。 

  事項、白田川流量解析業務委託、期間、令和６年度、限度額を1,650万円といたします。 
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  恐れ入りますが、７ページ、８ページをお開きください。 

  参考資料により、補正内容を説明させていただきます。 

  １款資本的支出、１項建設改良費、５目調査費、19節委託料を1,300万円減額いたします。 

  補正内容は、２点ございます。 

  まず１点目ですが、本年度実施いたします４号、５号井戸、供用開始に向けた水道事業変

更認可申請業務と併せて、給水区域修正の書類整備も行う必要が生じたため、委託料の不足

分350万円を増額させていただきます。 

  次に、２点目の内容ですが、これも本年度実施いたします白田川流量解析業務につきまし

て、当初予算で委託料を計上させていただいたところですが、水利権の申請において、365

日分、日々のデータを取得する必要が生じ、２か年にわたる業務となることから、本年度の

予算を一旦減額し、同額を来年度の債務負担行為として設定することで２か年事業とさせて

いただく内容であります。 

  これらの要因により、合計で1,300万円の減となっております。 

  以上、簡単ではございますが、概要説明とさせていただきます。よろしく御審議をお願い

いたします。 

○議長（笠井政明君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

  14番、山田議員。 

○１４番（山田直志君） 町長、予算でも決算でもないのであれなんですけれども、ただキャ

ッシュフロー的に見ると、資金がこの状況でいくと大変厳しいということを見受けられるん

ですけれども、この問題について町長、どのようにお考えですか。 

○議長（笠井政明君） 町長。 

○町長（岩井茂樹君） 様々な要因があって厳しい状況がだんだんよく見えてきたというふう

に思っております。 

  今後は、料金体系を含めて、いろいろ幅広に検討していかなければいけないのかなとは思

っておりますが、日々、少し状況を判断しながら検討を進めていければと思います。 

  以上です。 

○議長（笠井政明君） ほか、質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより議案第40号 令和５年度東伊豆町水道会計補正予算（第１号）を採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠井政明君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第９ 報告第１号 令和４年度東伊豆町一般会計繰越明許費繰越計算書の報

告について 

○議長（笠井政明君） 日程第９ 報告第１号 令和４年度東伊豆町一般会計繰越明許費繰越

計算書の報告についてを議題とします。 

  町長より報告を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） ただいま上程されました報告第１号 令和４年度東伊豆町一般会計繰

越明許費繰越計算書の報告について、提案理由を申し上げます。 

  本件につきましては、戸籍住民基本台帳管理事業等計９事業の総額１億5,700万7,000円の

うち、計７事業、１億590万3,000円を令和５年度に繰り越しましたので、地方自治法施行令

第146条第２項の規定により繰越計算書を調整し、ここに報告するものであります。 

  詳細につきましては、総務課長より説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） 総務課長。 

○総務課長（村木善幸君） ただいま提案されました報告第１号 令和４年度東伊豆町一般会

計繰越明許費繰越計算書の報告について、御説明させていただきます。 

  本件につきましては、令和５年東伊豆町議会３月定例会において、東伊豆町一般会計補正

予算により、繰越明許費の設定を御承認いただきました事業につきまして、それぞれの繰越

額が確定いたしましたので、地方自治法施行令第146条第２項の規定により、議会に報告す

るものであります。 
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  内容につきましては、令和４年度東伊豆町一般会計繰越明許費繰越計算書に記載しており

ます戸籍住民基本台帳管理事業では戸籍電算システム改修委託料及び備品購入で463万7,000

円、優良景観樹木保全事業では、優良景観樹木保全工事が236万5,000円、道路新設改良事業

では湯ノ沢草崎線法面対策工事、大川工区、北川工区が5,290万円、橋りょう補修工事大川

桟道橋が3,000万円、非常備消防事務事業では被服費、防火服が471万円、新型コロナウイル

ス感染症対策事業（教育費）、幼稚園運営事業及び幼稚園統合整備事業では感染症対策の備

品、消耗品購入及び幼稚園送迎バス購入で計1,129万1,000円、計７事業合計で１億590万

3,000円を令和５年度へ繰り越すものでございます。 

  以上、簡単ではありますが、概要説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  以上で報告を終わります。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１０ 同意案第１０号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて 

○議長（笠井政明君） 日程第10 同意案第10号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選

任についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） 下記の者を東伊豆町固定資産評価審査委員会委員に選任することにつ

いて、地方税法第423条第３項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町奈良本。 

  氏名、秋永泰徳。 

  提案理由を申し上げます。 

  現任者が令和５年６月30日をもって任期満了となるため、新たに固定資産評価審査委員会

委員を選任するものであります。 
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  以上、御審議のほどよろしくお願いをいたします。 

○議長（笠井政明君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより同意案第10号 東伊豆町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決しま

す。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠井政明君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり同意することに決定しま

した。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１１ 同意案第１１号 東伊豆町教育委員会委員の任命について 

○議長（笠井政明君） 日程第11 同意案第11号 東伊豆町教育委員会委員の任命についてを

議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） 東伊豆町教育委員会委員に下記の者を任命することについて、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求めるものであ

ります。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取。 

  氏名、黒田清隆。 

  提案理由を申し上げます。 

  現職の黒田清隆教育委員が令和５年８月31日をもって任期満了となるため、再任をお願い
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するものでございます。 

  御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより同意案第11号 東伊豆町教育委員会委員の任命についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠井政明君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり同意することに決定しま

した。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１２ 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（笠井政明君） 日程第12 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

します。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） ただいま、一括上程されました諮問第１号、諮問第２号、諮問第３号

人権擁護委員候補者の推薦について、御説明いたします。 

  諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について、下記の者を人権擁護委員の候補者とし

て推薦したいので、議会の意見を求めます。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取。 

  藤邉久美。 

  諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について、下記の者を人権擁護委員の候補者とし
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て推薦したいので、議会の意見を求める。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取。 

  氏名、長谷川敏子。 

  諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について、下記の者を人権擁護委員の候補者とし

て推薦したいので、議会の意見を求めます。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取。 

  遠藤加奈江。 

  提案理由を申し上げます。 

  現任者が令和５年９月30日をもって任期満了となるため、藤邉氏には再任を、長谷川氏及

び遠藤氏には新たに人権擁護委員の就任をお願いするものであります。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） 暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時１７分 

 

再開 午後 ３時１９分 

 

○議長（笠井政明君） 休憩を閉じ再開いたします。 

  再度、日程第11 同意案第11号から審議を始めます。 

  日程第11 同意案第11号 東伊豆町教育委員会委員の任命についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

  すみません、日程第12 諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題とします。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） ただいま上程されました諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦につ

いて、御説明いたします。 

  諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦について、下記の者を人権擁護委員の候補者とし

て推薦したいので、議会の意見を求める。 
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  住所、賀茂郡東伊豆町稲取。 

  氏名、藤邉久美。 

  提案理由を申し上げます。 

  現任者が令和５年９月30日をもって任期満了となるため、藤邉氏には再任を人権擁護委員

の就任をお願いするものであります。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。諮問第１号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり適任とすることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠井政明君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり適任とすることに決しま

した。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１３ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（笠井政明君） 日程第13 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

します。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） ただいま上程されました諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦につ

いて、御説明いたします。 

  諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について、下記の者を人権擁護委員の候補者とし



－157－ 

て推薦したいので、議会の意見を求める。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取。 

  氏名、長谷川敏子。 

  提案理由を申し上げます。 

  現任者が令和５年９月30日をもって任期満了となるため、長谷川氏に人権擁護委員の就任

をお願いするものであります。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり適任とすることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠井政明君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり適任とすることに決しま

した。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１４ 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（笠井政明君） 日程第14 諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦についてを議題と

します。 

  町長より提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

（町長 岩井茂樹君登壇） 

○町長（岩井茂樹君） ただいま上程されました諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦につ

いて、御説明いたします。 
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  諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦について、下記の者を人権擁護委員の候補者とし

て推薦したいので、議会の意見を求める。 

  住所、賀茂郡東伊豆町稲取。 

  氏名、遠藤加奈江。 

  提案理由を申し上げます。 

  現任者が令和５年９月30日をもって任期満了となるため、遠藤氏に新たに人権擁護委員の

就任をお願いするものであります。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  お諮りします。諮問第３号 人権擁護委員候補者の推薦についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり適任とすることに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（笠井政明君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり適任とすることに決しま

した。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１５ 静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

○議長（笠井政明君） 日程第15 静岡県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。 

  静岡県後期高齢者医療広域連合議会につきましては、広域連合規約第７条の規定により、

20人をもって組織することとされています。その中で、町議会議員の区分から４人を選出す

ることとされています。 

  このたび、町議会議員から選出すべき議員のうち２人が欠員となり、その補充のため候補

者を募ったところ、町議会議員の区分において、選挙すべき定数を超えましたので、投票に
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よる選挙を行うものです。 

  この選挙は、広域連合規約第８条の規定により、全ての町議会における得票総数により当

選人を決定することになりますので、会議規則第33条第２項の規定に基づく選挙結果の報告

のうち、当選人の報告及び当選人への告知は行えません。 

  そこでお諮りします。選挙結果については、会議規則第33条第２項の規定にかかわらず、

有効投票のうち、候補者の得票数までを広域連合に報告することとしたいと思いますが、御

異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 異議なしと認めます。よって、選挙結果の報告については、会議規則

第33条第２項の規定にかかわらず、有効投票のうち、候補者の得票数までを広域連合に報告

することに決定しました。 

  選挙は投票で行います。 

  議場の出入り口を閉鎖します。 

（議場閉鎖） 

○議長（笠井政明君） ただいまの出席議員は11名です。 

  次に、立会人の指名を行います。 

  会議規則第32条第２項の規定によって、立会人に10番、須佐議員及び11番、村木議員を指

名します。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 異議なしと認めます。よって、両名が立会人に決定しました。 

  候補者名簿をお配りします。 

（候補者名簿配付） 

○議長（笠井政明君） 候補者名簿の配付漏れはありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（笠井政明君） 配付漏れなしと認めます。 

  これより投票用紙を配ります。 

（投票用紙の配付） 

○議長（笠井政明君） 念のため申し上げます。 

  投票用紙は、単記無記名となっております。 

  投票用紙の配付漏れはありませんか。 
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（発言する人なし） 

○議長（笠井政明君） 配付漏れなしと認めます。 

  投票箱を点検します。 

（投票箱点検） 

○議長（笠井政明君） 異状なしと認めます。 

  議会事務局長が議席番号と氏名を呼び上げますので、順次、投票願います。 

○事務局長（福岡俊裕君） １番山田議員、２番鈴木議員、３番楠山議員、５番笠井議員、 

             ６番稲葉議員、７番栗原議員、８番西塚議員、10番須佐議員、 

             11番村木議員、13番定居議員、14番山田議員。 

（投 票） 

○議長（笠井政明君） 投票漏れはありませんか。 

（発言する人なし） 

○議長（笠井政明君） 投票漏れなしと認めます。 

  投票を終わります。 

  これより開票を行います。 

  10番、須佐議員及び11番、村木議員は開票の立会いをお願いします。壇上へお越しくださ

い。 

（開 票） 

○議長（笠井政明君） これより選挙の結果を報告します。 

  投票総数11票、これは先ほどの出席議員数に符合しています。 

  有効投票11票、無効投票ゼロ票です。 

  有効投票のうち、谷議員５票、山田議員５票、吉川議員１票、以上のとおりです。 

  議場の出入り口を開きます。 

（議場開鎖） 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１６ 陳情・要望書等の審査について 

○議長（笠井政明君） 日程第16 陳情・要望書等の審査についてを議題とします。 

  審査を付託した白田源泉停止についての陳情書の件について、総務経済常任委員長から、
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会議規則第75条の規定によって、閉会中の継続審査の申出があります。 

  お諮りします。 

  委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 異議なしと認めます。したがって、委員長から申出のとおり、閉会中

の継続審査とすることに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１７ 発議第２号 議会改革特別委員会の設置について 

○議長（笠井政明君） 日程第17 発議第２号 議会改革特別委員会の設置についてを議題と

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  ６番、稲葉議員。 

（６番 稲葉義仁君登壇） 

○６番（稲葉義仁君） ただいま上程されました発議第２号について、朗読をもって説明に代

えさせていただきます。 

  発議第２号 議会改革特別委員会の設置について。 

  上記の議案を別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条第３項の規定により提

出します。 

  令和５年６月15日提出。 

  東伊豆町議会議長 笠井政明様。 

  提出者、議会運営委員会 委員長 稲葉義仁。 

  賛成者、議会運営委員会 副委員長 山田直志。 

  提案理由 町民の意向を町政に反映させやすい議会の在り方について調査・研究を行うと

ともに、立法機能や監視機能の強化を図りながら、分権時代に即した議会へと改革を推進す

るため。 

  １枚おめくりください。 

  議会改革特別委員会の設置について。 

  下記のとおり、議会改革特別委員会を設置するものとする。 
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  記。 

  １、名称  

議会改革特別委員会。 

  ２、設置の根拠 地方自治法第109条第４項及び東伊豆町議会委員会条例第５条１項。 

  ３、目的。 

  （１）町民に開かれた議会の在り方について、引き続き、調査・研究を行う。 

  （２）ペーパーレス化をはじめとするＤＸ推進のための調査・研究を行う。 

  （３）「立法機能」、「監視機能」の強化を図るための調査・研究を行う。 

  （４）議員定数・議員報酬の在り方について調査・研究を行う。 

  ４、委員の定数 12名。 

  ５、設置期間 令和８年第１回定例会までとする。なお、本特別委員会は、議会の閉会中

も必要に応じ活動できるものとする。 

  なお、議会改革特別委員会の委員の名簿はお手元の資料を御覧いただきたいと思います。 

  よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（笠井政明君） これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 質疑なしと認めます。これをもって質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結します。 

  これより発議第２号 議会改革特別委員会の設置についてを採決します。 

  この採決は起立によって行います。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（笠井政明君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１８ 議員派遣について 

○議長（笠井政明君） 日程第18 議員派遣についてを議題とします。 
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  お諮りします。 

  議員派遣については、お手元に配付したとおり、現時点で期日等が確定している行事につ

いて派遣することにしたいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣については、お手元にお

配りしましたとおり派遣することに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎日程第１９ 議会運営員会の閉会中の所掌事務調査について 

○議長（笠井政明君） 日程第19 議会運営委員会の閉会中の所掌事務調査についてを議題と

します。 

  議会運営委員長から、会議規則第75条の規定によって、お手元にお配りしました本会議の

会期日程等議会の運営に関する事項について、閉会中の継続調査の申出があります。 

  お諮りします。 

  委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（笠井政明君） 異議なしと認めます。したがって、委員長からの申出のとおり、閉会

中の継続調査とすることに決定しました。 

 

───────────────────────────────────────────────── 

 

◎閉会の宣告 

○議長（笠井政明君） これで本日の日程は全て終了しました。 

  会議を閉じます。 

  令和５年第２回東伊豆町議会定例会を閉会します。 

  長時間、御苦労様でした。 

 

閉会 午後 ３時３９分 
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